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序章 �
 
第一節  我が国に おける 農村人 口の減 少と高齢 化�
 

我 が 国 の 人口は，2008 年 を ピ ーク に減 少傾向 １ に あ る。農 村部に おける 人 口
の推移 は 1970 年 代 以 降 ，2%～ 3%の 漸 次減少傾 向にあ り，今後は その減 少が加
速化され る見通 しとな ってい る。  

高 齢 化 に 関して は，農 村のみ ならず 都 市におい ても進 行する が，と りわけ 農
山漁村で は急速 に過疎 化と高 齢化が進 展してい る。 J .  S cob ie  e t  a l（ 2015） ２

は ， 高 齢 化社会 ランキ ング第 8 位 に あ る日本は ，人口の 3 分 の 1 が 60 歳 以 上
の 人で 占 め られ る 超 高齢 化 国 であ る が ， 1960 年 代 に 包 括 的 な福 祉 政 策を 導 入
し，普遍 的な医 療，普 遍的な 社会年 金 ，所得再 配分計 画の採 用によ り，失 業 率
が低く， 漸進的 な課税 が行わ れてい る 。この投 資によ り，健 康的な 労働力 と 長
寿をもた らし， 日本は 単に最 も高齢 化 した国で はなく ，世界 で最も 健康で 豊 か
な国の一 つであ るとし ている 。確 かに，地球全体 を見渡 せば ，2018 年 の 時 点 で ，
日本の高 齢者は ，福祉 ，医療 ，年金 等 あらゆる 観点で 恵まれ ている と言え る 。
しかし，2025 年 を 境 に ，これ まで地 域 活動を担 ってい た高齢 者人口 も減少に 転
じる見ら れるこ とから ，農地 等の資 源 やコミュ ニティ の維持 が困難 となる こ と
が懸念さ れる。

 
 

 
図 序 -1  農 業 人 口 と 高齢化 の変遷  

総 務 省 「 国勢調 査」，国立 社会保 障・人 口問題研 究所「 日本の 地域別 将来推計
人口（平 成 25 年 3 月 推 計 ）」を基 に農 林水産省 で推計 に筆者 加筆  

（ 注 １ ） 国 勢 調 査 に お け る 人 口 集 中 地 区 （ D ID） を 都 市 ， そ れ 以 外 を 農 村 と し た 。  
（ 注 2） 高 齢 化 率 と は ， 人 口 に 占 め る 65  歳 以 上 の 高 齢 者 の 割 合  
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第二節  食 料 ・ 農業・ 農村基 本法  
 
政 府 は ， 旧 農業 基本法 （ 1961） ３ に 代 わ るもの とし て， 食料・ 農業 ・農 村 基

本法（ 2009） ４ を 施 行 し た。 旧農 業基 本 法は， 農業 と他 産業 との 間に ，生 産 性
及び従事 者の生 活水準 の格差 が拡大し ているこ とから ，農 業の自 然的 ，経済 的 ，
社会的制 約によ る不利 を補正 し，他 産 業との生 産性の 格差が 是正さ れるこ と を
目指すも のであ った。 条文と しては ， 第１条， 農業の 生産性 向上と 農業従 事 者
の所得増 大を目 的とし ，第２ 条，こ の 達成に向 け，国 に対し ，消費 需要の 拡 大
が見込ま れる野 菜・果 樹・畜 産への 生 産転換， 経営規 模の拡 大，機 械化， 農 業
経営の近 代化等 の施策 を講ず ることを 求めてい た。  

一 方 ，食 料・農 業・農村 基本法 は，① 食 料の安定 供給の 確保（ 第２条 ），② 多
面的機能 の発揮（ 第３条 ），③農業 の持 続的な発 展（第４ 条）及 び④農 村の振 興
（第５条 ）の４ つの基 本理念 を掲げ て いる。農 業だけ でなく 食料・ 農村の 分 野
も対象と し，食 料・農 業・農 村に関 す る新たな 政策を 確立す ること を目指 し て
いる（ 2012 年 ， 大 川 ５ ）。 食 料・農 業・ 農村基本 法（ 2009） は ， 第 三条に お い
て「国土 の保全 ，水源 のかん 養，自 然 環境の保 全，良 好な景 観の形 成，文 化 の
伝承等， 農村で 農業生 産活動 が行わ れ ることに より生 ずる食 料その 他の農 産 物
の供給の 機能以 外の多 面にわ たる機 能 について は，国 民生活 及び国 民経済 の 安
定に果た す役割 にかん がみ， 将来に わ たって， 適切か つ十分 に発揮 されな け れ
ばならな い」と してい る。  

こ の 農 業・農 村の持 つ多面 的機能 こそ が，語 弊を恐 れずに 言えば ，日 本の風
土を生み 出し支 えてき た社会 の下部 構 造であり ，日本 文化を 醸成す るため の イ
ンキュベ ーター である から， 何として も維持す るべき もので ある。  

祖 田 ら （ 2001） ６ は ， 農 業 ・森 林の多 面 的機能 につ いて ，持続 的食 料供 給 に
よる信頼 性，物 質循環 系を補 完する こ とによる 環境へ の貢献 ，生産 ・生活 空 間
の一体性 と地域 社会の 形成・ 維持， 生 物多様性 保全， 地球環 境保全 ，土砂 災 害
防止 /土 壌 保 全，水源涵 養，快適 環境形 成，保健・レク リエー ション ，文化 ，物
質生産等 の観点 から定 性的・ 定量的 評 価を行い ，二次 的自然 として の農業 と そ
の多面的 機能の 重要性 につい て国民 的 合意形成 が緊要 な課題 だとし ている 。 ま
た，農業 ・農村 の多面 的機能 は，食 料 と環境と いう人 類生存 にとっ て最も 重 要
な課題と 密接に 関与し ており ，人口 爆 発の過程 にあっ てグロ ーバル な視点 な し
には 解 決 でき な い とし て いる 。 食 料・ 農業 ・ 農 村基 本 法 （ 2009） に お い ても ，
この農業 ・農村 の多面 的機能 の発揮 が 農業・農 村を支 援する 根拠の 一つと 位 置
付けられ ている 。  
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図 序 -2  食 料 ・ 農 業 ・農村 基本法 と旧 農業基本 法の比 較  

Sou r c e :  農 林 水 産 省 ， 2009，「 平 成 21 年 度  食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 白 書 」 ,  p . 4  
 
 
第三節  食 料 ・ 農業・ 農村基 本計画  

 
食 料 ・ 農 業 ・農 村基本 計画 （ 2015） ７ は ， ① 食 料， 農業 及び農 村に 関す る 基

本的な方 針，② 食料自 給率の 目標， ③ 食料，農 業及び 農村に 関し， 政府が 総 合
的かつ計 画的に 講ずべ き施策 ，④食 料 ，農業及 び農村 に関す る施策 を総合 的 か
つ計画的 に推進 するこ と等， 4 つ の 事項 から構成 されて いる。  

2000 年 ， 2005 年 の 基 本計画 では， 食 料自給率 目標 45％ （ 2015 年 度 ， 供給
熱量ベー ス）の実 現を柱 に据え，2010 年 の 基 本 計画で は，食料 自給率 目標 50％
（ 2020 年 度 ）と いう意 欲的な 目標を 掲 げていた が， 2015 年 度 で は ，食料 自給
率目標 45％（ 平 成 27 年 度 ，供 給熱量 ベ ース）の実現 を柱に 据えて いる 。また ，
前回の戸 別所得 補償制 度は廃 止され ， 食料の安 定供給 の確保 ，農業 の持続 的 な
発展，農 村の振 興，東 日本大 震災か ら の復旧・ 復興， 農協改 革・農 業委員 会 の
再編整備 を骨子 として ，食料 ・農業 ・ 農村に関 する施 策を一 体的に 推進す る と
している 。  

表 序 -2，図 序 -3 か ら 分 かる ように ，供 給 熱量ベー スの食 料自給 率につ いては ，
半世紀に わたり 長期低 減傾向 にあるだ けでなく ，すでに 10 年 以 上 改善が 見 ら
れていな い。さ らに， 農地は ， 1961 年 の 608 . 6 万 ha か ら ， 2017 年 7 月 時 点
で 444 . 4 万 ha と 27%減 少 ８ し て い る。ま た，農地 の流動 化，集 落営農 から認 定
農業者へ の移行 等を含 む大規 模経営 体 への農地 集積は 進んで いると 考えら れ る
ものの， 農業経 営体数 は 1970 年 の 540. 2 万 戸 か ら， 2017 年 で は 125 .8 万 戸
と 1/4 以 下 に 減少 ９ し て お り，農 政は時 代の変化 に即し てうま く機能 して い る
とはいい 難い状 況であ る（表序 -1）。農 業・農村の 持つ多 面的機 能を維 持発展さ

資料：農林水産省作成
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（１） これまでの食料・農業・農村施策

ア 「食料・農業・農村基本法」と「食料・農業・農村基本計画」が目指したもの

（「食料・農業・農村基本法」の基本理念）
高度経済成長以降、我が国経済社会が大きな変化を遂げ、食料自給率１の低下、農業者の高齢
化・農地面積の減少、農村の活力低下が進むなど、食料・農業・農村をめぐる状況が大きく変化
してきたことから、平成１１年（１９９９年）７月、「農業基本法」（以下「旧基本法」という。）がほ
ぼ４０年ぶりに見直され、「食料・農業・農村基本法」（以下「新基本法」という。）が制定されま
した。
旧基本法では、戦後、我が国経済が成長するなかで、農業と他産業との間の生産性と従事者の
生活水準の格差是正を目指し、いわゆる「選択的拡大２」等の生産対策、価格・流通対策、構造
対策を講じていくこととされていました。これに対し、新基本法では、農業・農村に期待される
「食料の安定供給の確保」と「多面的機能３の十分な発揮」、その基盤となる「農業の持続的な
発展」と「農村の振興」の４つの基本理念が掲げられ、食料・農業・農村分野において講じてい
くべき政策体系が明らかにされています。具体的には、食料分野に関しては、「良質な食料を合
理的な価格で安定的に供給する」、「食料の安定供給については、国内の農業生産の増大を図るこ
とを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行う」、「不測の事態においても食料
の供給の確保が図られなければならない」等とされています。農業分野に関しては、必要な農地、
農業用水、担い手等を確保し望ましい農業構造を確立するなどとされています。また農村分野で
は、農業の生産条件の整備、生活環境の整備その他の福祉の向上により、農村の振興を図るなど
とされています。

注 １、３ ［用語の解説］を参照
２ 畜産、果実等需要が拡大するような作目を選択し、その生産を拡大すること

４
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せ る た め には， 我が国 の農地 の持つ 潜 在生産能 力を活 用し， 不測時 におけ る 食
料安全保 障を確 立する ために も農業構 造の抜本 的な改 革が必 要であ る。  
 
 

表 序 -1  農 業 経 営 体 数の推 移  

 
農 林 水 産 省「農 業経営 構造の 変化 」，「 農業構造 動態調 査」よ り筆者 作成  

（ 注 １ ） 農 林 水 産 省 「 農 林 業 セ ン サ ス 」（ 20 10 年 ま で ， 2015 年 ），  
 「 農 業 構 造 動 態 調 査 」（ 2011～ 2014 年 及 び 2016， 2017 年 ）。  
（ 注 ２ ） 1985 年 ま で は 総 農 家 ， 1990 年 以 降 は 販 売 農 家 ， 2010 年 以 降 は 農 業 経 営 体

数 。  

 
表 序 -2  食 料 自 給 率 の推移 （ 1960-2016）  
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「 平 成 28 年 度 食 料自 給表」 ,  農 林 水 産 省大臣官 房政策 課  食 料 安 全保障 室 , e -
S t a t よ り 筆 者 作成  

（ 注 １ ） 米 に つ い て は ， 国 内 生 産 と 国 産 米 在 庫 の 取 崩 し で 国 内 需 要 に 対 応 し て い る 実 態
を 踏 ま え ， 平 成 10 年 度 か ら 国 内 生 産 量 に 国 産 米 在 庫 取 崩 し 量 を 加 え た 数 量 を
用 い て ， 次 式 に よ り 品 目 別 自 給 率 ， 穀 物 自 給 率 及 び 主 食 用 穀 物 自 給 率 を 算 出 し
て い る 。  

    自 給 率 ＝ 国 産 供 給 量 （ 国 内 生 産 量 ＋ 国 産 米 在 庫 取 崩 し 量 ） ／ 国 内 消 費 仕 向 量 ×
１ ０ ０ （ 重 量 ベ ー ス ）  

    な お ， 国 産 米 在 庫 取 崩 し 量 は ， 22 年 度 が 150 千 ト ン ， 23 年 度 が 224 千 ト ン ，
24 年 度 が ▲ 371 千 ト ン ， 25 年 度 が ▲ 244 千 ト ン ， 26 年 度 が 126 千 ト ン ， 27
年 度 が 261 千 ト ン ， 28 年 度 が 86 千 ト ン で あ る 。  

    ま た ， 飼 料 用 の 政 府 売 却 が あ る 場 合 は ， 国 産 供 給 量 及 び 国 内 消 費 仕 向 量 か ら 飼
料 用 政 府 売 却 数 量 を 除 い て 算 出 し て い る 。  

（ 注 ２ ） 品 目 別 自 給 率 ， 穀 物 自 給 率 及 び 主 食 用 穀 物 自 給 率 の 算 出 は 次 式 に よ る 。  
    自 給 率 ＝ 国 内 生 産 量 ／ 国 内 消 費 仕 向 量 ×１ ０ ０ （ 重 量 ベ ー ス ）  
（ 注 ３ ） 供 給 熱 量 ベ ー ス の 総 合 食 料 自 給 率 の 算 出 は 次 式 に よ る 。 た だ し ， 畜 産 物 に つ い

て は ， 飼 料 自 給 率 を 考 慮 し て 算 出 し て い る 。  
    自 給 率 ＝ 国 産 供 給 熱 量 ／ 国 内 総 供 給 熱 量 ×１ ０ ０ （ 供 給 熱 量 ベ ー ス ）  
（ 注 ４ ） 生 産 額 べ ー ス の 総 合 食 料 自 給 率 の 算 出 は 次 式 に よ る 。 た だ し ， 畜 産 物 及 び 加 工

食 品 に つ い て は ， 輸 入 飼 料 及 び 輸 入 食 品 原 料 の 額 を 国 内 生 産 額 か ら 控 除 し て 算
出 し て い る 。  

    自 給 率 ＝ 食 料 の 国 内 生 産 額 ／ 食 料 の 国 内 消 費 仕 向 額 ×１ ０ ０ （ 生 産 額 ベ ー ス ）  
（ 注 ５ ） 飼 料 自 給 率 に つ い て は ， Ｔ Ｄ Ｎ （ 可 消 化 養 分 総 量 ） に 換 算 し た 数 量 を 用 い て 算

出 し て い る 。  
（ 注 ６ ） 肉 類 （ 鯨 肉 を 除 く ）， 牛 肉 ， 豚 肉 ， 鶏 肉 ， 鶏 卵 ， 牛 乳 ・ 乳 製 品 の （  ） に つ い

て は ， 飼 料 自 給 率 を 考 慮 し た 値 で あ る 。  
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図 序 -3  食 料 自 給 率 の推移 （ 1965-2016）  

「 平 成 28 年 度 食 料自 給表」 ,  農 林 水 産 省大臣官 房政策 課  食 料 安 全保障 室 , e -
S t a t よ り 筆 者 作成  

 
 

第四節  農 業 ・ 農村の 多面的 機能の維 持する必 要性  
 

農 業 ・ 農 村の 多面的 機能の 維持の ため には，健全な 経済活 動の維 持，労働環
境の維持 等，過 疎化と 高齢化 を食い 止 め，農山 漁村の コミュ ニティ を維持 す る
方策が不 可欠で ある 。一方 ，昨 今のネ ガ ティブな 状況か ら視点 を切り 替えれば ，
我が国の 農山漁 村は再 生可能 エネル ギ ーの宝庫 であり ，未利 用，未 活用の 資 源
を活かす ことで ，農山 漁村あ るいは 村 落共同体 の新た なライ フスタ イルを 獲 得
できる可 能性が ある。  

す で に ，EU 各 国 では ，土地 生産性 あるい は収率土 地換算 比（ Land Equ iv a le n t  
Ra t i o :  LER） を 上 げる 方策と して農 地 における 再生可 能エネ ルギー 活用の研 究
が始まっ ている 。ドイ ツ，フ ランス ， イタリア 等では ，食料 生産＋ エネル ギ ー
生産に より LER が ， 130～ 170%以 上 に 向上 するこ とが 報告さ れて いる。 こ の
LER の 向 上 が 意味す るとこ ろは，再 生 可能エネ ルギー により，発電に よ る CO 2  
を 低 減 さ せ地球 温暖化 防止に 寄与す る と同時に ，農業 従事者 に直接 的な経 済 的
メリット をもた らす点 にある 。  

我 が 国 に おい て も， 2011 年 の 東 日 本 大震 災 と 福島 第 一原 子 力 発電 所 事故 を
受けて，2012 年 に 施 行さ れた「電気 事 業者によ る再生 可能エ ネルギ ー電気の 調
達に関す る特別 措置法（ FIT 法 ）」に よ り，再生可 能エネ ルギー による 発電事 業
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は ， 電 力 エネル ギー産 業にお ける多 く の新規参 入者を 生み出 し，発 電市場 と い
う新たな 市場を 活性化 させて いる。 再 生可能エ ネルギ ーの活 用は， 再生可 能 エ
ネルギー 事業者 のみに 利益を もたら す だけでは なく， 農山漁 村のコ ミュニ テ ィ
の維持と 再生を 図る可 能性が あり， 同 時に地球 温暖化 防止に 寄与す るもの で あ
る。  
 
 
第五節  本 研 究 につい て  

まずは， この研 究にお ける論 旨をまと めてみた い。  
本 研 究 に お い て は ， 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 活 用 に よ る 農 村 の 多 面 的 機 能 の 維

持・発展 への寄 与と地 球温暖 化防止 へ の貢献の 定量化 ，政策 上の課 題を明 ら か
にするこ とを目 的とし ている 。  

 
第一項  デ フ レ 脱却の ための 仮説  
現在，我 が国は ，長 期低迷 状態に あり，デフレか ら脱出 するた めの方 策が見

えていな いとい う状況 が，四 半世紀 も 続いてい る。我 が国は ，この 過程で 多 く
の活力を 失った 。すな わち， 人口は 減 少し，高 齢化が 急速に 進行し ，社会 保 障
関連費用 は膨張 し，国 内市場 は縮小 し ，年金は 実質的 な破綻 状態と なり， 国 際
競争力は 陰りを 見せ，1 人 あ た り GDP は 中 位 国 へと転 落し，自殺率 は高く ，可
処分所得 の実質 値から 見た貧 困率は 上 昇する等 ，多く の問題 を解決 できな い ま
ま先送り してい る。  

特 に ，社 会保障 関連費 用は 140 兆 円 に 迫ってお り，少 子高齢 化傾向 がボティ
ブローの ように 国家財 政に対 して効い てきてい る。国 内総生 産は， 500 兆 円 か
ら 540 兆 円 を 推移し ており ，アベノ ミ クスに投 入した 国富の 大きさ を考慮す れ
ば，デフ レ脱却 に至っ ていな いこと は 明らかで ある。 このよ うな厳 しい財 政 状
況が続く 中，子 どもた ちや若 者への 投 資が充分 に行わ れてい ない。 また， 政 権
基盤を安 定させ るため に，既 得権益 者 に対する 政策が 厚く， 起業家 の増加 や 規
制緩和が ドラス ティッ クに進 まない状 況が続い ている 。  

日 本 は こ のまま 中位国 へ転落 したまま ，成長でき ないの だろう か？  一 方 ，世
界に目を 転じれ ば，数 多くの 国が成 長 している 。シン ガポー ルの 1 人 あ たり 購
買力平 価 GDP（ G D P a t  P u r c h a s i n g  P o w e r  P e r i t y  p e r  c a p i t a）は， すでに 日本 の 2
倍 以 上に なって いる １ ０ 。シ ン ガ ポール が，積極的な 移民受 け入れ による 成 長 戦
略を選択 したの に対し て，我 が国は ， 超高齢化 社会に 向かい ながら も，移 民 を
嫌い躊躇 したた め，新 興国を 含めた 経 済のグロ ーバル 化の中 で， 成 長の機 会 を
自ら放棄 するこ ととな った。 そして ， それが必 要以上 に長く 続いた ため， 自 ら
の固有の 国内市 場その ものが 縮小し始 めた。  

こ の 状 況 での経 済成長 は，か なり厳 し い。歴史 上，どの国 も人口 を減少 させ
ながら GDP を 大 き くし た国はな い。  

 
古 典 的 な 経済学 の理論 に戻り，もう一 度成長の 方法論 を考え てみた い。いっ

たい，日 本の GDP を 増 加 させる にはど うするべ きなの だろう か。  
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ケ イ ン ズ 経済学 では  
生 産 面 は ，  
GDP  ＝  Y   
支 出 面 は ，  
   ＝ 消 費 ＋ 投資＋ 政府支 出＋（ 輸出－輸 入）  

   =  C  ＋  I  ＋  G  ＋  (Ｘ － M）  
分 配 面 は ，  
    ＝ 消 費 ＋ 貯蓄＋ 税金  
    ＝  Ｃ  ＋  Ｓ  ＋  Ｔ  
と 表 せ ら れる。  
三 面 等 価 の原則 から  
GDP   =  Y=C＋ I＋ G＋ (Ｘ － M)＝ Ｃ ＋ Ｓ＋Ｔ  
 
Y :  Y ie ld  
D :  Demand  
C:  Con sump t i on  
I :  I nve s tmen t  
G :  Gove rnmen t  e xpend i t u re  
X :  eXpo r t  
M:  iMpor t  
S :  Save  
T :  T ax  
と な る 。  
 
再 生 可 能 エネル ギーに より，電気 エネル ギーの国 産化す ること を需要 均衡式

から考え ると ，「三 面等価 の原則 」か ら ，生産 面つまり「総 供給 」と，支出面 つ
まり「総 需要」 は等し くなる から，  

 Ｙ  ＝ Ｃ ＋ Ｉ  
消 費 は ，  
  Ｃ  ＝ C0＋ c1・ Ｙ  
消 費  ＝ 基 礎 消 費＋限 界消費 性向 ×国 民 所 得  
C0 :  基 礎 消 費  
C1 :  限 界 消 費 性向 (  0＜ c１ ＜ 1 )  
と 表 す こ とがで きる。  
 
現 状 は ， 基 礎 消費 の み で 限 界 消 費 性 向 が 小 さ く 投 資 され な い 状 態 と 言 え る 。 
 
① 需 給 均 衡式  Ｙ  ＝  Ｃ  ＋  Ｉ  
② 消 費 関 数   Ｃ  ＝  C0  ＋  c1・ Ｙ  （ 0＜ c１ ＜ 1）  
 
投 資 「 Ｉ 」に定 数とし て与え られた数 値として ，「 Ｉ 0」 を 置く と  
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 Ｙ  ＝ 1 /（ 1－ c1）・（ C0＋ Ｉ 0）  
 
こ こ で 投 資を I0 か ら ⊿I0 に 変 化 させる と  
 ⊿Ｙ ＝ 1/（ 1－ c1）・（ ⊿C0＋ ⊿Ｉ 0）  
 
「 基 礎 消 費」（ C0） は 変 化し ないと 仮定 すると ，「 ⊿C0＝ ０ 」 とな り  

⊿Ｙ  ＝ 1/（ 1－ c1）・ ⊿Ｉ 0  
 
こ こ か ら ，投資 を変化 させた ら（ ⊿Ｉ 0）， そ の「 1/（ 1－ c1）」 倍 だけ 均衡国

民所得が 変化す る（ ⊿Ｙ ）  
こ の c1 を 大 き くす るため の方法が あれ ば，日 本の GDP は 成 長 軌道に 戻るは

ずである 。  
こ の 場 合 ， ⊿Ｉ 0 は 長 期 に渡 り 投資 でき るも ので な くて はな らな い 。短 期間

で投資が 終了し てしま うと，c1 が 変 化 せず後戻 りする 可能性 がある ためであ る。 
 
人 類 の 経 済活動 とその 結果と して の CO2 排 出 と ，さら にその 影響と しての 気

候変動は ，化石 燃料の 燃焼を ベース に した社会 システ ムのド ラステ ィック な 改
革を人類 に要求 してい る。も ちろん ， このまま の経済 活動を 続けて ，人類 が 地
上からい なくな るとい うシナ リオも 選 択肢のひ とつか もしれ ない。 しかし ， 人
類は生き 残りを かけて ，環境 の不可逆 的な変化 に至ら ない道 を選択 した １ １ 。  

こ の 社 会 システ ムの変 革に必 要な投資 は，この地球 上での 投資と しては 相当
大きなも のであ る。今 ある石 油・天然 ガス・石炭の埋 蔵量 の 8 割 は ，座礁資 産
となると 推計さ れてい る １ ２ 。あ ら ゆるも の を残塁（ s t randed＝ 取 り 残 され た は
野球用語 でもあ る）さ せたと しても ， やり遂げ なくて はなら ない。 もちろ ん ，
化石資源 を利用 するた めのイ ンフラも ，強大で莫 大なも のであ る。その投 資は，
1870 年 以 降 ，と り わ け人 口 が 大き く 社 会シ ス テ ムの 洗 練 され た 地 域を 皮 切 り
に，地球 上のい たると ころで 途切れる ことなく 繰り返 されて きた。  

ま た ，この 社会シ ステム の変革 は，日本 がその殆 どを輸 入に頼 ってい るエネ
ルギー資 源の半 分近く を，再 生可能 エ ネルギー に切り 替え， 自国で 賄うこ と を
意味して いる。 幸い我 が国は 急峻な 山 があり， 川があ り，森 があり ，太陽 が あ
り，風が あり， 火山が あり， 自然と そ のエネル ギーに 溢れて いる。 はっき り と
した四季 があり ，美し い風景 がある こ ととは裏 腹に， 梅雨や 大雨や 台風や 大 雪
があるこ とは， これま で我が 国にとっ て不利な 点であ り，厄 介なこ とだった 。  

し か し ，これか らは ，この 自然の 力を テクノロ ジーに よって ，味方 につけ な
ければ行 けない 時代と なった のである 。  

 
第二項  第 一 章 の目的 と要約  
本研究は ，本章 を含め て七章 で構成さ れる。  
第一章は，気候変 動と経 済活動 に関す るもので ある。国 際連合 の活動 を中心

に 世 界 の 中 で 気 候 変 動 問 題 が ど の よ う 扱 わ れ て き た の か に つ い て 問 題 点 の 整
理・分析を してい る。気候 変動問 題がす でに人類 共通の 課題で あるこ と，21 世
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紀 半 ば ま でには 解決し なけれ ばなら な いこと， これを 解決し なけれ ば気候 変 動
が人類に とって 不可逆 的で重 大な影 響 を与える こと， すでに 気候変 動が人 類 の
経済活動 に大き な影響 と被害 を与えて いること ，気 候変動 を解決 するた めには ，
地球規模 で脱炭 素社会 構築を 実現す る 必要があ ること 等を明 らかに するこ と を
目的とし ている 。  

1988 年 に 国 連 総 会 は 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル （ In t e r gov e rnmen ta l  
Pane l  o n  C l imat e  Change： IPCC） を 設 置する ことを 決議し ，気候 と気候変 動
の科学的 知識， 地球温 暖化を 含む気 候 変動の社 会的， 経済的 影響に 関する プ ロ
グラムと 研究， 有害な 気候変 動の影 響 を遅らせ ，制限 または 緩和さ せるた め に
可能な応 答戦略 ，気 候に関 わる現 行の国 際法律文 書の特 定とそ の強化 の可能性 ，
将来合意 される 可能性 のある 気候に 関 する国際 条約に 含むべ き要素 等の点 に 関
する包括 的なレ ビュー と勧告 を速やか に行うよ う要請 した １ ３ 。  

IPCC は ， こ れま でに 5 回 の 評価 報告書 を提出し ている 。特に 直近の 第 5 次
評 価報告 書にお いては ，気候 変動に お ける人間 の影響 の検出 と特性 につい て ，
大気及び 海洋の 温暖化 ，地球 規模の 水 循環の変 化，雪 と氷の 減少， 地球平 均 海
面上昇 ，い くつ かの 気候 の極 端な 変化 等が報 告さ れて いる １ ４ 。 20 世 紀 半 ば 以
降， 人間 の影 響が 観測 され た温 暖化 の 支配 的要 因で ある 可能 性が （ 95%以 上 の
確率 で） 極め て高 いと なっ てお り， 前 回の 第四 次評 価報 告書 （ AR4） の 可 能 性
が（ 90%以 上 の 確 率で ）非 常 に高 いと いう 表現 から ，さ らに 踏み 込ん だも の と
なってい る。  

こ の 報 告 書に関 連した 研究の 過程から，いろいろ なデー タやシ ナリオ を駆使
する中で，人類に 許され た CO2 排 出 量 が残り 1 兆 ト ンし かない という カーボ ン
バ ジ ェ ッ ト の 考 え が 提 示 さ れ た １ ５ 。 2000 年 か ら 2017 年 ま で に ， す で に
450GtCO 2 の 温 室 効 果 ガス（ GREEN HOUSE  GAS :  GHG） が 排 出され ている と
推計され ること から， カーボ ンバジ ェ ットの重 要性を 至急再 認識し なくて は な
らない。  

地 球 温 暖化 を懸 念す る活 動は ， 1980 年 代 よ り 長き に渡 って 継続 して いる 。
1997 年 に 京 都で開 催され た COP3 に て 京 都議定 書が採 択され，2020 年 ま で の
温室効果 ガス排 出削減 の目標 が定め ら れた。京 都議定 書では 日本を 含む先 進 国
のみに削 減目標 に基づ く削減 義務が 課 せられ， 主要排 出国で ある米 国や中 国 ・
インドと いった 先進国 より GHG を 排 出する新 興国が 削減義 務を負 っていな い
ため，京 都議定 書の枠 組みは 機能する ことが難 しくな った。  

こ う い っ た状況 の中 ，2015 年 に 合 意さ れた，パリ協 定は，地球規 模の平 均気
温の上昇 を工業 化以前 の水準 よりも 2℃ を はる かに下 回る水 準に保 つことの で
きる GHG 排 出 量に するこ と，工 業化前 のレベル より も 1.5℃ 高 い 温 度に制 限す
る努力を 追求し ，世界 全体の GHG 排 出 量を実 質ゼロ にする こと等 を目標に 掲
げている 。同協 定は， 197 の 国・ 地域に より合意 され， 2016 年 11 月 4 日 ，欧
州連合の 批准に より発 効され た。これら の目標達 成のた めには ，締 約国が ，IPCC
の 報 告 や IEA の 提 言 に注 意深く 耳を傾 け，地 球規模 での脱 炭素社会 を構築 して
いくこと が重要 である 。  
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第三項  第 二 章 の目的 と要約  
第二章は， 日本の 農村が抱 えてい る問 題につい て，人口 減少，過疎 化，高齢

化，日 本経済 の低迷 と世界 シェア の低下 ，地方 経済の 弱体化 等が複 合的に 生じ，
かつ進展 してお り，急 速に日 本の競 争 力が失わ れてい ること を明ら かに し ， 成
長のため の仮説 を検証 するこ とを目的 としてい る。  

明 治 維 新 以降，農村は 我が国 の戦略 に 合わせる ように ，常に 社会の 発展の た
めの資源 と人材 を提供 し続け てきた 。 それでも ，日本 の農村 は豊か で， 未 来 永
劫，疲弊 するこ とはな いよう に信じ ら れてきた 。しか し，今 ，日本 の農村 が シ
ステム疲 労を起 こし， 機能不 全に陥ろ うとして いる。  

日 本 の 農 村，その多 面的機 能は ，食料 生 産にとど まるこ となく ，国 土の保 全，
水源のか ん養， 自然環 境の保 全，良 好 な景観の 形成， 文化の 伝承等 に及び ， 将
来にわた って， 適切か つ十分 に発揮 さ れなけれ ばなら ないも のであ る。こ の 農
業・農村 の持つ 多面的 機能こ そが， 日 本の風土 を生み 出し支 えてき た社会 の 下
部構造で あり， 日本文 化を醸 成する た めのイン キュベ ーター である から， 何 と
しても維 持する べきも のであ る。  

日 本 の 総 人口は ， 2008 年 の 約 1 億 2 ,808 万 人 を ピーク に減少 に転じ ており
１ ６ ， 生 産 年 齢人口 に関し ても， 1995 年 の 約 8,716 万 人 を ピー クに減 少の 一 途
を辿り， 2016 年 に は 7,656 万 人 に な った １ ７ 。 農 村 は都 市より も概 ね 20 年 ほ
ど 早 く ， 高 齢 化 が 進 行 し て い る と さ れ て い る 。 農 業 集 落 調 査 （ 1990， 2000），
農 山村地 域調査（ 2010）に よ ると，農 業地域に おける 集落数 は全般 的に減少 傾
向にあり ，特に 中間農 業地域 ，山間 農 業地域に おける 総戸数 の減少 した集 落 の
割合は， 1990 年 代 の 39. 5%， 48. 9%か ら ， 2000 年 代 に は 57 .6%， 66. 2%と 18
ポ イ ン ト 近く上 昇して いるこ とから ，将 来的な集 落の維 持機能 が懸念 さ れ る １ ８ 。 

高 齢 化 の 急速な 進展も 大きな 懸念事項 である。高齢 化率 は 27.3%，高 齢 者数
は 3,459 万 人 と なった 。現 在の人 口動 態が続け ば， 2025 年 に は 30%が ， 2050
年 に は 37 .7%が 高 齢 者とな り，生 産年 齢人口 1.4 人 に 対 し てひと りの高 齢者 を
支えるこ とにな る １ ９ 。  

さ ら に 経 済 も 低 迷 し た ま ま で ， 改 善 の 兆 し が 見 え て い な い 。 我 が 国 の 名 目  
GDP は ， 1993 年 か ら 2018 年 に 至 る までの 間 4.5 兆 ド ル から 6 兆 ド ル（円 ベ
ースでは 500 兆 円 か ら 550 兆 円 ,  2008SNA 基 準 ） の間 で概ね 横ばい に状態 で
あり，実 質的な 成長が 見られ ない。世 界におけ る日本の 1 人 当 たり GDP の 順
位 は， 1990 年 代 は ト ップ 10 圏 内 で あ ったが， 2000 年 代 に 入って 急激に 競争
力を失い，IMF の デ ー タ では 2017 年 は 25 位 ，OECD 加 盟 国 35 カ 国 の 中で は
20 位 ま で 低 下して いる。 現在， 経済成 長政策の 中心と なって いる製 造業には ，
かつてほど GDP を 押 し 上 げる力 はな く，新た な成長 分野へ の移 行と急 速な 産
業の新陳 代謝が 必要で ある。  

続 い て ，農村 の課題 と方策 につい ても検 討した 。農村 は，あと数 年か ら 10 数
年 で 多く の高齢 者が生 産に携 わるこ と が困難に なり， さらに 機能低 下を起 こ す
と考えら れる。 農村及 び地方 自治体 は ，社会保 障支出 を中心 に，全 国的に 公 需
等への依 存を高 めてお り，小 さな自 治 体ほど公 需等へ の依存 度が高 く，財 政 力
は低いた め，持 続可能 とはい えない 状 況が続い ている 。地域 の人口 急減と い う
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危 機 を 直 視し， 地域は 自らの 経済基 盤 を確立す べきで あろう 。国は ，地域 の 知
恵や意欲 を喚起 するよ う環境 整備し ， そのアイ ディア を実現 するに 際して の 障
害や規制 を取り 除くべ きであ る。さ ら に無居住 化地域 の拡大 も徐々 に深刻 化 し
つつある 。  

い ろ い ろ な問題 を抱え ている とはいえ ，食料自 給率が 低く ，あら ゆる点 で海
外に依存 してい ること から， 国内問 題 のみに注 視する のでは なく， 常に世 界 の
中の日本 を意識 しなが ら活動 していく 必要があ る。  

 
第四項  第 三 章 の要約   
第三章は ，我が 国のエ ネルギ ー政策 を 時系列で 整理し ，再生 可能エ ネルギ ー

利活用へ の経緯 につい て分析 すると と もに，太 陽光発 電，風 力発電 ，バイ オ マ
ス発電， 中小水 力発電 ，地熱 発電の 普 及状況を 明らか にした 上で， 再生可 能 エ
ネルギー の主力 電源化 に向け ての動向 を明らか にする ことを 目的と している 。  

第 一 節 は ，我が 国のエ ネルギ ー政策 の 経緯につ いて，調査し た結果 をまと め
ている。エ ネルギ ー資源 の乏し い我が 国 において は， 一 次 エ ネルギ ーの自 給率
はわず か 8.3%（ 2018）で あ り ２ ０ ，原 油 に 至 っては 99 .7%を 輸 入 に頼っ てい る 。
我が国は ，二度 のオイ ルショ ックを 経 験し，エ ネルギ ーミッ クスと 呼ばれ る 多
様な電源 構成に よる発 電と省 エネ技 術 を確立す ること で電源 を確保 してき た 。
しかし ，2011 年 ３ 月 11 日 の 東 日本 大 震災によ る福島 第一原 子力発 電所事故 以
降，原子 力発電 所の安 全性に 対する 疑 問が広く 呈され るよう になり ，再生 可 能
エネルギ ー利用 への関 心が高 まってい る。  

エ ネ ル ギ ー 資 源 に 乏 し い 我 が 国 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 開 発 の 歴 史 は ，「 オ イ
ルショッ クと省 エネル ギー技 術の開発 期」（ 1972～ 1990 年 間 ），「再 生可能 エ ネ
ルギー利 用への 政策的 支援期 」（ 1991～ 2010 年 間 ）と「東 日本大 震災の 発生に
よる本格 的事業 展開期 」（ 2011 年 以 降 ）の 3 期 に 大別 される 。我 が国で ソー ラ
ーシェア リング 発電が 発明さ れ実用 化 されるま でには ，農地 におけ る実験 的 な
発電設備 の設置 ，再生 可能エ ネルギ ー 固定価格 買取制 度のス タート ，農地 の み
なし転用 の許可 ，農山 漁村再 生可能 エ ネルギー 法の成 立等， さまざ まな経 緯 が
あった。  

第 二 節 は ，我が 国の再 生可能 エネル ギ ーの現状 につい て，調 査を行 った結 果
を記述し ている 。再生 可能エ ネルギ ーの 導入状況 を FIT 法 導 入 以前 と FIT 法 導
入 以 降 で 比 較 す る と ， 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 全 体 の 発 電 量 に 占 め る 割 合 は ，  
2011 年 度 の ２ .7％ （ 水 力発電 を含め た 場合に は 10.8%） か ら ， 2016 年 度 に は
７ .8％ （ 水 力発電 を含め た場合 には 15 .3%） に 増 加した 。  

太 陽 光 発 電は，固定価 格買取 制度以 降 では導入 量・認定量と も最大 で再生 可
能エネル ギー全 体の 9 割 を 占 める。 資 源エネル ギー庁 （ 2016） は ， 2012 年 7
月 か ら 2016 年 11 月 ま で の導 入量 を 3,155 万 kW と し て いる。その内 訳は，全
体の 83%が 産 業 用 太陽光 発電で あり ，住宅用太 陽光発 電は 17%程 度 で ある 。今
後も LCOE の 低 減 が図 られる ことか ら ，世界的 にこれか らも継 続的に 投資が 続
くものと 推測さ れる。  

日 本 に お ける風 力発電 は未だ に発電量 の少ない 発電方 式だが ，世 界的に は再
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生 可 能 エ ネルギ ーの主 たる電 源のひ と つである 。一般 社団法 人日本 風力発 電 協
会（ 2018）は ，2017 年 末 に おけ る風力 発電の導 入量 は 2,225 基 ，設 備 容量 340
万 kW と し てい る。一 方，世 界にお け る風力発 電の発 電容量は 5,257 万 kW と
な ってお り，中 国が世 界の発 電量 の 35%を 占 め て いる。  

バ イ オ マ スは，大気中 の CO2 を 吸 収 す ることで 植物が 成長す るため ，光合成
で吸収し た CO2＝ 燃 焼 時に排 出す る CO2 と さ れ る ことか ら，「カー ボンニ ュー
トラル」 なエネ ルギー とされ る。原 料 の性状や 取扱形 態等か ら大き く，木 材 ，
林地残材 （間伐 材・被 害木等 ）， 製材等 残材，藁 籾殻類 ，資源 作物， 飼料作 物，
デンプン 系作物 等の未 利用バ イオマス と家畜糞 尿，食品廃 材，建設資 材廃棄 物 ，
紙，製紙 業にお ける黒 液，下 水汚泥 ， 生ごみ等 の廃棄 物系バ イオマ スの二 種 類
に分類さ れる 。木質 バイオ マス発 電の認 定量が 2017 年 9 月 時 点 で 1,599 万 kW
と な って おり， すでに エネル ギーミッ クスで想 定した 2030 年 度 の 導入水 準 の
3 倍 を 超える 状況と なって いる 。一方 ，バイオガ ス発電 は認定 出力が 約 10.3 万
kW で あ り，目標数 値の達 成のた めには 更なる導 入の推 進が必 要な状 況である 。 

水 力 発 電 は，古 くから 利用さ れてい る 再生可能 エネル ギー源 である 。ライ フ
サイクル コスト，ライフ サイク ル CO2 に 優 れ ，太 陽光発 電や風 力発電 と比較 し
て安定的 に電力 供給で きると いう特 性 がある。 また， 再生可 能エネ ルギー 電 源
であるこ とから 重要な 電源と 位置付 け られてい る。一 方，中 小水力 発電に つ い
ては未だ 開発が 進んで いない ため， ポ テンシャ ルがあ る状況 である 。また ， 今
後は再生 可能エ ネルギ ーの変 動分を 吸 収する仕 組みと して， 揚水発 電が有 効 で
ある。  

地 熱 発 電 とは，地表か ら地下 深部に 浸 透した雨 水，地 表水等 が地熱 によっ て
加熱され ，高温 の熱水 ・蒸気 として 貯 えられて いる地 熱貯留 層から ，坑井 に よ
り地上に 熱水・ 蒸気を 取り出 し，タ ー ビンを回 して電 気を起 こす発 電方式 で あ
る。 CO2 の 排 出 がなく ，環境 適合性 に 優れ，低 廉で安 定的な 発電が 可能なベ ー
スロード 電源で あると されて いる。 日 本の地熱 資源は ，アメ リカ， インド ネ シ
アに次ぐ 世界 第 3 位 と さ れてい るもの の，2015 年 度 末 に は 52 万 kW あ っ た 発
電設備容 量が 2018 年 1 月 に は 46 万 kW と 一 割以上も 減少して おり， 地熱発
電の難し さを象 徴して いる。  

現 在 ，日本に おける 再生エ ネルギ ー利 用は進ん でいる とはい い難い 状況であ
るが，第 五次エ ネルギ ー基本 計画（ 2018）で は ，よ うやく 再生可 能エネ ルギー
の主力電 源化が 明記さ れ，脱 炭素社 会 への端緒 が開か れたと ころで ある。 今 後
は，第五 次エネ ルギー 基本計 画に沿 っ た形で， 電力系 統の中 立性が 担保さ れ ，
設備容量 の合計 ではな く，実 潮流ベ ー スに変更 するこ とによ り電力 網の空 き 容
量を削減 し，イ ンフラ の効率 的な運用 が進んで いくと 思われ る。  

ま た ，再 生可能 エネル ギーの ボラテ ィ リティー の大き さに対 して，需給調 整
市場の創 設，稼 働して いない 電力容 量 を買取る 容量市 場の導 入，デ マンド レ ス
ポンスに よる需 給調整 ，NAS 電 池・レ ドックス フロー 電池等 の大型 蓄電池 ，発
電予測・ 需要予 測技術 の高度 化，余 剰 再エネ電 気によ る水素 製造等 ，再生 可 能
エネルギ ーの本 格的な 利用に 対する準 備が進め られて いる。  
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第五項  第 四 章 の要約  
第四章は ，ソ ーラー シェア リング 発電 の事例に ついて ，現 地調査 を行い ，実

データに 基づき 経営モ デルを 構築し， 経営分析 をおこ ない， FIT 価 格 の 低 減 に
よる純利 益推移 のシミ ュレー ション を 行うとと もに， 優位性 分析， 国によ る 施
策の分析 ，脱 炭素社 会に対 する貢 献可能 性分析 ，海外 におけ る展開 事例の 分析，
および普 及を妨 げる要 因分析 を行なう ことを目 的とし ている 。  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電は ，光飽 和 点の特性 により ，耕作 地や牧 草地の 余
剰の太陽 光線か ら農業 を守る と同時 に ，電力を 得る発 電方法 である 。太陽 光 パ
ネルは地 上 3.0～ 3 .5m の 高 さ に十 分な 間隔をも って設 置され ること ，小 型トラ
クターの 運行が 可能な 5m と い う比 較 的広いス パンで 太陽光 パネル の支柱を 設
置するこ と等， 通常の 太陽光 発電所 と は明らか に違う ユニー クなデ ザイン や 農
地におけ る転用 許可制 度，営農に 与える 影響，収益性 等につ いて分 析して いる。  

制 度 創 設 から 5 年 が 経ち，営農型 発電 設備に対 する農 地転用 許可上 の取扱い
について ，みな し転用 の許可 期間を 3 年 か ら 10 年 に 延 長する変 更があ った。
背景とし ては， 営農型 太陽光 発電の 下 部農地で の農業 生産や 地域の 農業の 持 続
的な発展 が図ら れるよ うに農 業政策 の 一環とし て位置 付け， さらに 推進す る こ
と，担い 手の収 入が拡 大する ことで 農 業経営の さらな る規模 拡大等 を期待 す る
こと，荒 廃農地 が増加 する中 で，営 農 型発電設 備を活 用した 荒廃農 地の再 生 を
期待する こと等 がある 。  

個 々 の 農 家がソ ーラー シェア リング発 電を行う 場合 ，みな し転用 の許可 を農
業委員会 から受 けるこ と自体 に大き な 問題はな さそう である が，電 力会社 と の
固定価格 買取契 約は 20 年 に 及 ぶた め， 20 年 間 の 営農の 保証が 必須と なる 。昨
今，農業 者の高 齢化が 著しい ため，20 年 間 に 及 ぶ営農 の保証 をどう やって担 保
するのか が，ソ ーラー シェア リング 発 電を開始 する際 の大き な課題 となっ て い
る。  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電で は，農地 の上部空 間に一 定の割 合で日 光の遮蔽
物を設置 するこ とにな ること から，2013 年 当 初 は ，農作 物への 収穫量 ，品質 に
対する影 響を懸 念する 声が多 く聞か れ た。ヒア リング 調査の 結果， 収穫量 の 低
下，品 質の低 下等の 問題は 聞かれ なかっ たが，科学的 データ が乏し いこと から，
今後は農 業研究 の一分 野とし て知見を 積み上げ ていく 必要が ある。  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電は 電力事業 としての 収益，営農へ の寄与 ，発 電事
業により 余分な 作業が 発生し ないこと 等から ，農家 が取り 組むべ き事業 である 。
しかし， 実際に はソー ラーシ ェアリ ン グ発電の 認定率 は，産 業用太 陽光発 電 全
体の 0.3%弱 と い う 設 備認 定 状 況 であ り ，更 な る 政 策的 プ ロ モ ーシ ョ ン が 必 要
である。  

さ ら に 海 外の事 例を紹 介し ，食料 生産 とエネル ギー生 産を同 時に行 うことで ，
土地生産 性ある いは収 率土地 換算比率 （ Land Equ i va le n t  Ra t io :  LER） を 飛 躍
的に高め る，ソ ーラー ダブル クロッ ピ ングとい う概念 に注目 が集ま ってい る 点
について 分析し ている 。  
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第六項  第 五 章 の要約  
第五章は ，パリ 協定以 降の農 村開 発 に ついての 研究で ある。経済成 長と地 球

温暖化ガ スの排 出量を 分離す るデカ ッ プリング が世界 中で進 行して いるこ と ，
デカップ リング 実現の ために は炭素 生 産性の向 上が不 可欠で あるこ と，日 本 が
その中で 大幅な 遅れを 取って いるこ と ，これま での「 量から 質へ」 という 概 念
のパラダ イムシ フトが 必要な こと，発電 部門にお いて大 幅な CO2 削 減 が 可 能で
あること ，再生 可能エ ネルギ ーによる 発電が 21 世 紀 の 約束 された 市場で あ る
こと等か ら日本 の農村 の再生 可能エ ネ ルギーの 潜在力 を明ら かにす ること を 目
的として いる。  

は じ め に ，デカ ップリ ングに ついて取 り上げて いる。 パリ協 定に 2℃ 目 標が
盛り込ま れ，人類 が排出 でき る CO2 が 残 り 1 兆 ト ンとな った。つまり 炭素排 出
量が限ら れる中 で，人 類が SDGs を 達 成 し，持 続可能 な成長 を続け ていくた め
には，少な い炭素 投入量 で高い 付加価 値 を生み出 し，炭素 生産性 (炭 素 投 入量 当
たりの付 加価値 )を 大 幅 に向 上させ るこ とが不可 欠であ る。21 世 紀 に おいて は，
高い炭素 生産性 を実現 できる 国が持 続 的な経済 成長を 実現で きると 考えら れ る。 

続 い て グ ローバ ルエ コノミ ーにお ける デカップ リング につ いて， IEA， IMF，
OECD， EU， EIA の デ ー タを用 いて分 析してい る。 IEA は ， 風 力や 太陽光 の 急
速な展開 を背景 にした 低炭 素発電 の大 幅な拡大 ，世界の GDP に 対 す る エネ ル
ギー強度 の低下 ，中国 の努力 と米国 に おける石 炭から ガスへ の転換 等，い く つ
もの要因 により 世界的 な石炭 使用量が 減少する 可能性 がある として いる。  

第 四 項 で は，炭 素生産 性をテ ーマと し て，この 概念の 重要性 につい て解析 を
試みてい る。  

炭 素 生 産 性を上 げるた めには ，炭 素投 入量の大 幅削減 と GDP・付 加 価値を ど
のように して最 大化さ せるの かという 問題に突 き当た る。1995 年 か ら 2014 年
ま で の各 国の生 産ベー ス CO2 排 出 量 の 変化と GDP の 変 化 か ら理解 できる こと
は，日本 はどち らかと いえば デカッ プ リングを 実現で きなて いない 国であ る と
いうこと である 。炭素 生産性 という 点 では，イ ンドネ シア， チリ， トルコ ， 南
アフリカ 等の新 興国と 同程度 である が ，その中 でも日 本の成 長力は 最も低 い 。
このこと は，1995 年 か ら の 20 年 間 日 本が経済 的に停 滞状況 にあっ ただけで な
く，炭素 生産性 の向上 もでき ていない ことを表 してい る。  

次 に ， 品 質問題 ， CO2 削 減 問 題等 につ いても， これま での観 念，あ るいは産
業構造に 囚われ ，解決 ができ ていな い 点につい て分析 してい る。電 力の脱 炭 素
化はエネ ルギー 系商社 ，重電 メーカ ー に関わる ロジス ティク ス関連 産業等 の 売
上を一時 的に大 きく下 げるこ とにな る が，海外 に流出 してい た資金 は国内 で 循
環す る こ とに な り ，国 内 経済 を 刺 激す るこ と に なる 。 財 務省 貿 易統 計 （ 2014）
に よ ると，我が国 のエネ ルギー の総輸 入 額は約 28 兆 円 で ある。CO2 の 排 出 量 か
ら 按 分 し た 発 電 関 連 の エ ネ ル ギ ー 輸 入 額 は ， エ ネ ル ギ ー 総 輸 入 額 ✕発 電 部 門
CO2 排 出 排 出量 ／全 CO2 排 出 量 で約 9.5 兆 円 と なる。 各農業経 営体が 100kW
の ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ 発 電 を お こ な っ た と 仮 定 す る と ， 発 電 容 量 は 1 億
2,580 万 kW と な り ，総排 出量 12 億 ト ン  CO2  ( 2016 )の 10 .2%， 発 電 部門 CO2

排 出 量 の 30%に 相 当 する 。また ，ソ ー ラーシェ アリン グ発電 を耕作 放棄地に 設
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置 し た 場 合，年 間発電 量は 3,140 億 kWh と な り ， CO2 削 減 量 は 2 億 7 百 万 t  
CO 2 /年 と な る 。これ は 2016 年 度 の 電 力 需要の 34 .5%に 相 当 し，発 電部門 の CO2

を 51%削 減 で きる ことを 意味し ている 。  
約 束 さ れ た市場 として の世界 規模の大 規模エネ ルギー シフト は，エネル ギー

投資の見 通しを 大きく 変える と考えら れる。電 力構成 は， IEA の 提 唱 する 新 政
策シ ナリ オ（ NPS） で は 再生 可能 エネ ルギ ーが 総エ ネル ギ ー供 給投 資の ほ ぼ 半
分を占め ，持続 可能な 開発シ ナリオ（ SDS） で は ほぼ 3 分 の 2 を 占 める として
いる。ま た，ク リーン エネル ギー技 術 とエネル ギー効 率 向上 のため の電源 開 発
投資は ，新政 策シナ リオ（ NPS）に お け る供給と 最終用 途への 累積投 資で 60 兆
ド ル (110 円 /ド ル で ，6,600 兆 円 )，持 続 可能な開 発シナ リオ（ SDS）で は 69 兆
ド ル (110 円 /ド ル で ， 7,590 兆 円 )の 大 部 分を占 めると してい る。  

続 い て ，農村 におけ る地域 エネル ギー 利用の意 味を経 済的な 規模と 合わせて
分析して いる。 地域に より状 況は様 々 であるも のの， 特に農 村で高 いポテ ン シ
ャルを有 する ，再生 可能エ ネルギ ーの導 入をはじ めとし た気候 変動対 策により ，
地域のエ ネルギ ー収支 を改善 すること は，足 腰の強 い地域 経済の 構築に 寄与し ，
地方創生 にもつ ながる こと， 再生可 能 エネルギ ーに関 連する 事業等 により 新 た
な仕事・ 雇用を 生むこ と，労 働力人 口 の域外流 出を防 ぐこと にもつ ながり 得 る
こと等に 加え， 再生可 能エネ ルギー の 多くは自 立分散 型エネ ルギー でもあ り ，
既存の電 力系統 に加え て自立 分散型 エ ネルギー が追加 される ことが 災害時 の 強
靭さの向 上につ ながる ため， 国土強靭 化にも資 する等 の効果 も期待 される。  

さ ら に 自 然 資 本 と 生 態 系 サ ー ビ ス の 観 点 か ら 農 村 の 可 能 性 に つ い て 論 じ て
いる。農 村には ，太陽 光，水 力，バ イ オマス， 水力， 風力， 地熱等 の再エ ネ 資
源が豊富 に存在 してい る。再 生可能 エ ネルギー の事業 化は地 域エネ ルギー 収 支
の改善の みでは なく， エネル ギーの 地 産地消の 実現， 新たな 雇用の 創出， 人 口
の回復， 高齢化 への歯 止め等 を通じ て ，農村の 持つ多 面的機 能を維 持・再 生 ・
強化して いく可 能性が あるこ とを示し ている。  

ま た ，気 候変動 と安全 保障と いう観 点 から，農 村を再 生可能 エネル ギーの 拠
点へと変 革して いくこ とは， 気候変 動 のリスク を小さ く留め るため の方法 の ひ
とつであ り，近 年では 台風， 停滞前 線 によって 発生す る大雨 ，洪水 等の風 水 害
が増えて いる。 激甚災 害の指 定件数も 増加して おり， 保険金 支払額 も大きい 。  

加 え て ，ソー ラーシ ェアリ ング発 電を 農業とフ ァイナ ンスを パッケ ージにし
て輸出す ること で，SDGs に 貢 献 するこ とが可能 となる 。SDGs は 発 展 途 上国の
みならず ，先進 国自身 が取り 組む普 遍 的なもの であり ，食料 生産と 同時に 電 力
を確保す ること により ，情報 の取得 ， 外部との コミュ ニケー ション の活性 化 ，
安全・衛 生の確 保，教 育の充 実等が実 現できる 。  

 
第七項  終 章 の 要約  
最終章で は，戦 後高度 経済成 長期か ら バブル崩 壊に至 り，さ らに四 半世紀 成

長できな い日本 経済の 要因を 分析し ， その上で ，ゼロ 炭素社 会にお ける発 電 の
意味と農 村の持 つ再生 可能エ ネルギ ー のポテン シャル の明確 化，農 村を経 済 的
に豊かに し，農業・農 村の持 つ多面 的機 能を維持・発展さ せ，21 世 紀 の「約束
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さ れ た 市 場」に 投資す ること が，長 期 に渡って 低迷し ている 日本経 済を再 興 さ
せる良好 な政策 である ことを 明らかに し，政策 的課題 提言を 目的と している 。  

日 本 の 戦 後の高 度経済 成長は，官主導 で 行われた。大蔵省 と通産 省の両 輪が ，
日本経済 を高度 経済成 長へと ドライ ブ していっ た。日 本政府 は規制 当局に よ っ
て，銀行 と保険 を支配 ・管理 し，通 産 省は自動 車・家 電産業 への傾 斜投資 に よ
り経済を 成長さ せた 。しか し，GDP を 上 回 る融 資の処 理の遅 れによ り，バブ ル
崩壊の処 理コス トが嵩 み，日 本経済は 悪循環に 陥るに 至った 。  

日 本 は 人 口減少 傾向に あり ，農山 漁村 では急速 に過疎 化と高 齢化が 進展して
いる。農 業・農 村の持 つ多面 的機能 は ，日本の 風土と 文化を 生み出 し支え て き
た社会の 下部構 造であ り，日 本文化 を 醸成する ための 孵卵器 である 。この 機 能
の維持・ 発展の ために は，農 村にお け る健全な 経済成 長，労 働機会 ・環境 の 充
実等の方 策が不 可欠で ある。 一方， 我 が国の農 山漁村 は，再 生可能 エネル ギ ー
の宝庫で あり， 未利用 ・未活 用の資 源 を活かす ことで 農山漁 村は新 たなラ イ フ
スタイル を獲得 できる 可能性 がある。  

農 業 人 口 が減少 し，農 業従事 者の急 速 な高齢化 が進展 する中 で，持 続可能 な
営農をサ ポート しうる ソーラ ーシェ ア リング発 電の位 置づけ は重要 である 。 ソ
ーラーシ ェアリ ング発 電は ，食料 自給 率が 38%ま で 落 ち 込んで いる我 が国農 業
において ，農 業経営 を安定化 させる 特徴 を有する 。各 農業経 営体が仮 に 100kW
の ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ 発 電 を お こ な っ た と 仮 定 す る と ， 発 電 容 量 は 1 億
2,580 万 kW と な り ，総 排出 量 12 億 ト ン  CO2 ( 2016 )の 10. 2%，発 電 部 門 CO2
排 出 量 の 30%に 相 当 する 。さら に，水 力，バイ オマス ，風力 等の再 エネ発 電 を
併せた場 合， 4 億 8 ,400 ト ン の CO2 を 削 減 し，発電部 門の CO2 排 出 量 をカバ
ーする。 ソーラ ーシェ アリン グ発電 は 農業経営 に新た 付加価 値を補 填し， 経 営
の安定化 を促す 可能性 がある 。ま た同時 に，CO2  の 排 出 量 を 削減し ，気 候変動
緩和に寄 与する 。その ために は，次 の ような制 度的， 技術的 に克服 すべき 幾 つ
かの課題 がある 。  

現 在 の エ ネルギ ー源の 大半が 化石燃料 であるた め，地域の エネル ギー代 金の
支払いの 多くが 輸入代 金とし て海外に 流出して おり， その金 額は 28 兆 円 に 上
って い る （財 務 省 ， 2014）。 全 消 費 エ ネル ギ ー のう ち 発 電で 消 費さ れ る エネ ル
ギーは ，前述 の推計 から 33 .7%で あ る 。仮に 発電に 供して いる化 石燃料 をす べ
て再生可 能エネ ルギー に置き 換えた場 合， 9 兆 4494 億 円 も の資金 が国内 に 留
まるとと もに， 年間 約 10 兆 円 の 経 済効 果を生み 出す。  

農 業 の 総 産出額 が 9 兆 2025 億 円（ 2016 年 ）で あるこ とを考 えれば，農村の
経済規模 が再エ ネ利用 により 約 2 倍 に 拡大する ことを 意味し ている 。も ちろん ，
一朝一夕 での実 現は不 可能で あるが， パリ協定 の遵守 ， IEA の 持 続 可能な 開 発
シナリオ （ SDS） へ の 寄与， 日本企 業に 内部留保 として 眠る 257 兆 円 の 活用，
世界中で 組成さ れてい る気候 変動金 融 イニシア ティブ の活用 ，世界 規模で の 再
エネ投資 の拡大 等，政府 が 2100 年 を 見 据えた綿 密な政 策を進 めるの であれば ，
世界規模 の大規 模エネ ルギー シフト は ，我が国 にとっ て最良 の成長 のチャ ン ス
に生まれ 変わる のであ る。  

農 山 漁 村 に お い て 再 エ ネ 発 電 事 業 を 梃 子 に 新 た な 村 落 共 同 体 の ラ イ フ ス タ
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イ ル を 模 索する ことは ，農村 と森林 の 持つ多面 的機能 を維持 ・発展 させ， 日 本
の安 定的 な発 展を 支え るだ けで なく ， 地球 環境 の保 全， SDGs の 実 現 に 繋が る
重要な政 策とな りうる 。この 意義を 我 が国のエ ネルギ ー政策 と農業 政策に お い
て明確に 位置づ け，こ のシス テムの 技 術的，経 営的， 制度的 課題を 克服す る た
めの体系 的な政 策支援 が必要 である。  
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第一章  気 候 変動 と経済 活動  
 

本 章 に お いては ，国 際連合 の活動 を中 心に世界 の中で 気候変 動問題 がどのよ
う扱われ てきた のかに ついて 問題点 の 整理・分 析をし ている 。気候 変動問 題 が
すでに人 類共通 の課題 である こと，カ ーボンバ ジェッ トが残 り 1 兆 ト ンを切 っ
ており，21 世 紀 半 ばま でには 解決し な ければな らない こと，これを 解決し なけ
れば気候 変動が 人類に とって 不可逆 的 で重大な 影響を 与える こと， すでに 気 候
変動が人 類の経 済活動 に大き な影響 と 被害を与 えてい ること ，気候 変動を 解 決
するため には， 地球規 模で脱 炭素社 会 構築を実 現する 必要が あるこ と等を 明 ら
かにする ことを 目的と してい る。  
 
 
第一節  気 候 変 動に関 する政 府間パネ ル  

 
1988 年 に ，国連総 会は，気 候変動 に関す る政府間 パネル（ In te r go ve rnmen ta l  

Pane l  o n  C l imat e  Change： IPCC） を 設 置する ことを 決議し た。国 連総会は ，
国際連合 環境計 画（ Un i te d  Na t io ns  Env i ronment  P r o gr amme :  UNEP） と 世 界
気象機関（World  Me teo ro lo g i c a l  O r gan i za t io n :  WMO）に よ る IPCC 設 置 を 承
認すると ともに，IPCC に 対 し て，気候 と気候変 動の科 学的知 識，地球 温暖化を
含む気候 変動の 社会的 経済的 影響に 関 するプロ グラム と研究 ，有害 な気候 変 動
の影響を 遅らせ 制限ま たは緩 和させ る ために可 能な応 答戦略 ，気候 に関わ る 現
行の国際 法律文 書の特 定とそ の強化 の 可能性， 将来合 意され る可能 性のあ る 気
候に関す る国際 条約に 含むべ き要素 等 に関する 包括的 なレビ ューと 勧告を 速 や
かに行う よう要 請した 。  

IPCC の 役 割 は，人 為的な 気候変 動の危 険，その潜 在的影 響及び 適応と 緩和の
選択肢の 科学的 根拠の 理解に 関する 科 学的，技 術的， 社会経 済的情 報を， 包 括
的・客観 的に， かつ公 平・透 明なや り 方で，評 価する ことと され， その報 告 書
は，科学 的完全 性，客 観性， 公平性 ， 透明性が 確保さ れてい る必要 があり ， 政
策に関し ては中 立との 立場を 取ってい る。今 日 ，IPCC の も た らす人 類への 多 大
なる貢献 は，著 者や批 評家と して IPCC の 報 告 書 の作成 に長年 貢献し てきた 全
世 界 か ら の 何 千 と い う 専 門 家 た ち の 熱 意 と 自 発 的 協 力 で あ る と さ れ て お り ，
2007 年 に は アル・ゴア米 国元副 大統領 とともに ，ノー ベル平 和賞を 受賞し てい
る。  
 
 
第二節  第 5 次 評 価 報告書  
 
第一項  第 5 次 評 価 報告 書の予測 モデ ル  
I PCC（ 2013）2 1は ，The  F i f t h  As se s smen t  Repo r t  o f  t he  In te r gove rnment a l  

Pane l  o n  C l ima te  Change（ 気 候 変動 に 関する政 府間パ ネル 第 5 次 評 価 報告書：
AR5）に お いて，気候シ ステム の温 暖 化 は明白で あり，1950 年 代 か ら ，観測 さ
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れ た 変 化 の多く は数十 年から 数千年 に わたり， 前例の ないも のであ った。 大 気
と海洋は 温暖化 し，雪と 氷の量 は減少 し，海面は 上昇し ，GHG の 濃 度は増 加 し
ている， と報告 してい る。  

気 候 変 動 の 検 出 と 特 性 に つ い て は ， 人 間 の 影 響 は ， 大 気 及 び 海 洋 の 温 暖 化 ，
地球規模 の水循 環の変 化，雪 と氷の 減 少，地球 平均海 面上昇 等，い くつか の 極
端な気候 事象と して検 出され ている 。AR5 で は ，20 世 紀 半 ば以 降，人 間の影 響
が観 測さ れた 温暖 化の 支配 的要 因で あ る可 能性 が（ 95%以 上 の 確 率 で） 極め て
高いとな ってお り，前回 の第四次 評価報 告書（ AR4）の 可 能性が 非常に 高い（ 90%
以 上 ） と いう表 現から ，さら に踏み込 んだもの となっ ている 。  
AR5 で は 将 来の世 界及び 地域に おける 気候変動 につい ても， GHG の 継 続 的な
排出は， 気候シ ステム のすべ ての要 素 のさらな る温暖 化と変 化を引 き起こ す と
している 。そこ で，気 候変動 を緩和 す るために は，温 室効果 ガスの 排出を 大 幅
に削減す る必要 がある として いる。AR5 は ，気 候 変動の 予測を行 なうた めのシ
ナリオを第 4 次 評 価 報告書 （ AR4） か ら 変更し ている 。地球 温暖化 を引き起 こ
す 放 射 強 制 力 （ Rad i a t i ve  Fo rc i n g :  RF） の 強 さ に よ り ， 4 つ の 代 表 濃 度 経 路
（ Repre se n ta t i ve  Concen t r a t io n  Pa t hways :  RCP )シ ナ リ オ を採用 した。 図 1-
1 は ， IPCC に よ る 様々 な証拠 からの 累 積総 CO2 排 出 量 の関数 として の地球 平
均表面温 度の上 昇モデ ルを示 している 。  

RCP2. 6（ 低 位 安定 化シナ リオ）は，世 紀末の放 射強制 力が 2.6W/m2 で ，将
来の気温 上昇を 2℃ 以 下に抑 えると い う温室効 果ガス 排出量 の最も 少ないシ ナ
リオであ る。  

RCP4. 5（ 中 位 安定化 シナリ オ），RCP6. 0（ 高 位 安定 化シナ リオ ），RCP8 .5（ 高
位 参照シ ナリオ ）と数 字が大 きくな る ほど，放 射強制 力が大 きくな る。大 気 温
について は，21 世 紀 末 の 地球表 面温度 の変化は，RCP2 .6 を 除 く すべて の RCP
シ ナ リ オ で 1850 年 か ら 1900 年 の 間 に 1.5℃ を 超 え る可能 性が高 い。 RCP6. 0
と RCP8 . 5 で は 2℃ を 超 え ，RCP4 . 5 で は ど ちら かと言 えば 2℃ を 超える 可能性
が高い。 温暖化 は， RCP2 .6 を 除 く すべ ての RCP シ ナ リ オで 2100 年 を 超 えて
継続する 。温暖化 は，経 年か ら 10 年 の 変 動性を 示し続 け，地域 的には 一様で は
ないとし ている 。  

人 類 は す でに 1.9 兆 ト ン（ 最小値 で 1.6 兆 ト ン ，最大値 で 2.1 兆 ト ン ）の CO2  
を 排 出 し てきた 。この 量の示 す意味 は，図 1-1 か ら 分 かるとお り，1860 年 よ り
すでに 1.0℃ ～ 1 .4℃ 大 気 温 度が上 昇し ていると いう事 実であ る。将来の 気温上
昇を 2℃ 以 下 に抑 える という RCP2. 6＝ 定 位 安定 化シナ リオ を選 択す るとし て
も，事態 は極め て重大 であり ，タイム リミット は目前 に差し 迫って いる。  
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図 1- 1  累 積 総 CO2 排 出 量 の関数 とし ての地球 平均表 面温度 の上昇 モデル  

Sou r c e :  I PCC ,  2 0 1 4 ,  “C l ima t e  Ch a n g e  2 0 1 4  Sy n t h e s i s  R epo r t ” ,  “ F i f t h  A s s e s smen t  
Rep o r t  o f  t h e  I n t e r g o v e r nmen t a l  Pa n e l  on  C l ima t e  Cha n ge ,  I PCC ,  2 0 1 3” ,  p p . 6 3  
摘 要  
（ 色 付 き の 線 ）：  2100 年 ま で の 各 代 表 濃 度 経 路（ RCP）の 気 候・炭 素 循 環 モ デ ル の 階

層 か ら の 複 数 モ デ ル の 結 果 が 示 さ れ て い る 。  
（ 黒 色 の 線 ）：  過 去 の 期 間（ 1860 年 か ら 2010 年 ）の モ デ ル 結 果 は 黒 で 示 さ れ て い

る 。  
（ 色 付 き の 雲 ）：  カ ラ ー プ ル ー ム は ，4 つ の RCP シ ナ リ オ で の マ ル チ モ デ ル ス プ レ ッ

ド を 示 し ， RCP8 .5 で は 使 用 可 能 な モ デ ル の 数 が 減 少 す る に つ れ て
色 は 薄 く な っ て い る 。ド ッ ト は 10 年 平 均 を 示 し ，選 択 さ れ た 10 年
は ラ ベ ル 付 け さ れ て い る 。  

（ 各 楕 円 ）：  楕 円 は ， WG I I I の 気 候 変 動 の 緩 和 で 使 用 さ れ て い る シ ナ リ オ カ テ ゴ
リ の 単 純 な 気 候 モ デ ル （ 気 候 の 中 央 値 の 応 答 ） か ら ， 1870 年 か ら
2100 年 ま で の 累 積 CO 2 排 出 量 に 対 し て ，21 00 年 に お け る 人 為 的 温
暖 化 の 総 量 を 示 し て い る 。  

（ 縦 軸 の 温 度 値 ）：温 度 値 は 常 に 1861 年 か ら 1880 年 の 期 間 平 均 気 温 を 基 準 と し て お り ，
排 出 量 は 1870 年 以 降 の 累 積 値 を 示 し て い る 。  

（ 黒 い 楕 円 ）：  黒 い 楕 円 は ， 2005 年 の 観 測 さ れ た 排 出 量 と 2000 年 か ら 2009 年 の
観 測 さ れ た 温 度 を 示 し ， 関 連 す る 不 確 定 性 を 示 す 。  
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第二項  我 が 国 におけ る観測 結果  
このよう な気温 の上昇 は，我 が国に お いても同 様に観 測され ている 。気象 庁

（ 2018）2 2は ，2017 年 の 1981～ 2010 年 の 日 本の 年平均 気温基 準にお ける偏 差
は +0 .26℃ で あ った ものの ， 20 世 紀 全 体の平均 基準に おける 偏差は +0 .86℃ で
あ ったと してい る。 5 年 間 の 移動平 均 を見れば ，気温 が上昇 傾向で あること は
明白であ る（図  1 -2）。気 象 庁（ 2018）は ，日本の年 平均気 温が一 世紀で 約 1.19℃
の 割 合で 上昇し ており ，特に 1990 年 代 以 降， 高温と なる年 が頻出 してい る と
している 。  

ま た ，環 境省，国立環 境研究 所及び 宇宙 航空研究 開発機 構 (JAXA)は ，温 室 効
果ガス観 測技術 衛星「 いぶき (GOSAT)」 を 用 い て，二 酸化炭 素やメ タンの 観 測
を行って いる 。観測 は，2009 年 に 開 始 されたが 地球大 気全体 (全 大 気 )の 二 酸 化
炭素の月 別平均 濃度は 季節変 動をしな がら年々 増加し ており ， 2018 年 2 月 に
405. 3  ppm を 記 録 して いる。図 1-3 の グ ラ フか らも「い ぶき」で観測 した二 酸
化炭素の 濃度に 季節変 動は見 られる も のの，移 動平均 は右肩 上がり 傾向で あ る
ことが分 かる。  

こ の 2 つ の デ ータ は，IPCC の AR5 の 報 告 を裏打 ちする もので あると 言える。
また，「平 均気温 の偏差 の推移 」，「 CO2 濃 度 の 移 動平均 値の推 移」のどち らの グ
ラフも上 昇傾向 が顕著 であり，日 本にお ける平均 気温の 上昇と 大気中 の CO2 濃
度 の 間に は正の 相関関 係が見 て取れ る 。このこ とは， 気候変 動を緩 和させ る た
めには， CO2 ド ラ ス テ ィック な政策 変 更が必須 である ことを 示唆し ている。  
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図 1- 2  日 本 の 年 平 均気温の 偏差の 経年 変化（ 1898～ 2017 年 ） ,  気 象 庁  

 
摘 要  
細 線 （ 黒 ）： 各 年 の 平 均 気 温 の 基 準 値 か ら の 偏 差  
太 線 （ 青 ）： 偏 差 の 5 年 移 動 平 均  
直 線 （ 赤 ）： 長 期 的 な 変 化 傾 向  
基 準 値 は 1981～ 2010 年 の 30 年 平 均 値 。  
h t t p : / / www .da t a . jma . g o . j p / c pd i n f o / t emp / l i s t / c s v / a n_ j p n . c s v  
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図 1- 3  い ぶ き （ GOSAT） 観 測 によ る大 気中の CO2 濃 度 の 推 移  

国 立 環 境 研究所 ， JAXA の デ ー タ より筆 者作成  
 
 

第三項  気 候 変 動によ る不可 逆的な影 響  
I PCC 第 5 次 評 価 報 告書（ 2013） 2 3は ，大 気 ，海洋 ，雪氷 圏，海 面水位，炭素

及び生物 の化学 循環， 要因分 析，気 候 変動予測 等多岐 にわた るが， 気候変 動 に
よる将来 のリス クと影 響とし て，気 候 変動は既 存のリ スクを 増幅し ，自然 と 人
間のシス テムに 新たな リスク をもた ら すとして いる。 また， リスク は不均 等 に
分布して おり， 一般に ，開発 のあら ゆ るレベル の国の 恵まれ ない人 々や地 域 社
会にとっ てはよ り大き く，温 暖化の 程 度が増大 すると ，人， 種，生 態系に 深 刻
かつ広範 囲にわ たる不 可逆的 な影響 が 生じる可 能性が 高くな る。継 続的な 排 出
量の増加 は，生 物多様 性，生 態系サ ー ビス及び 経済発 展にほ とんど 負の影 響 を
もたらし ，生 計及び 食料及 び人間 の安全 保障のリ スクを 増大さ せると している 。 

こ の 重 要 な報告 の内容 が，専門家 や環 境省を始 めとす る一部 の人た ちには知
られてい るもの の，国 民全体 に周知 徹 底されて いると はいい 難い状 況にあ る こ
とは，非 常に残 念であ ると同 時に速や かな状況 の改善 が望ま れる。  
 
 
第三節  カ ー ボ ンバジ ェット  

 
AR5（ 2013） 2 4は ， CO2 の 累 積 排出 は， 21 世 紀 後 半以 降の地 球温暖 化の大 部

分を決定 すると してい る。気 候変動の ほとんど の側面 は， CO2 の 排 出 が停 止 し
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て も 何 世 紀も持 続する と考え られる 。 このこと は，過 去，現 在，そ して将 来 の
CO2 排 出 量 によ って作 られた 多世紀 の 気候変動 へのコ ミット メント を表して い
る。  

前 出 の 図 1-1 及 び 図 1-2 と 図 1- 3 か ら 分 かるよ うに， CO2 の 累 積 総排出 量，
大気中 の CO2 濃 度 と 全球平 均表面 温度 の応答に は，ほぼ 直線的に 正の相 関が確
認される。どんな 所与の レベル の温暖 化も，累 積 CO2 排 出 量 の範囲 に関係 し て
いる。し たがっ て，例 えば過 去数十 年 間の排出 量の増 加は， 将来に わたり ， 排
出量の削 減が余 儀なく される ことを意 味する。  

AR5 2 5は ， 人 為 的 CO2 排 出 に よっ て起こ る温暖化 を， 21 世 紀 末 に 2℃ 未 満 に
制限する ために ， 1861 年 か ら 1880 年 に か けて の CO2 排 出 量 を もとに 人為起
源による 累積 CO2 排 出 量 を 算出し てい る。確度 により，33％ 以 上 の確率 の場合
は，約 1,570GtC（ 5 ,760Gt  CO 2），50％ 以 上 の確 率の場 合は，0 及 び 約 1,210GtC
（ 4,440Gt  CO2），66％ 以 上 の確率 の場合 は，0 及 び 約 1,000GtC（ 3 ,670Gt  CO 2）
と な っ て いる。 これら の上限 量は， RCP2 . 6 の よ う な非 CO2 強 制 を 考慮し た場
合，それ ぞれ約 900GtC（ 3,300Gt  CO2），820GtC（ 3,010Gt  CO2），及 び 790GtC
（ 2 ,900Gt  CO 2） に 減 少 す る 。 し か し ， す で に 515 [445～ 585 ]  G tC（ 1, 890  
[1 ,6 30～ 2, 150 ]  Gt  CO 2）の 量 が，2011 年 ま で に 排出さ れてい る，として いる。  

つ ま り ，66%以 上 の 確 率で考 えたと き， 21 世 紀 末 の気温 上昇 を 2℃ 未 満に 抑
えるため には， 1870 年 以 降 の すべて の 人為起源 の発生 源からの CO2 累 積 排 出
量を約 2,900Gt  CO2  (2 . 9 兆 ト ン )未 満 に 留める 必要が ある。 2011 年 ま で に約
1,890Gt  CO2  (約 1. 9 兆 ト ン )の CO2 が 排 出 され ている ことか ら，累 積排出量 を
約  2, 900Gt  CO2 未 満 に 留 めるため には ， 2012 年 以 降 の全 世界で の累積 排出量
を約  1 ,000Gt  CO2， す な わ ち 約 1 兆 ト ンに抑 える必 要があ るとい うことに な
る。  

こ れ が カ ーボン バジェ ットの コンセプ トである 。  
気 候 変 動 による 影響は ，地 球全体 に不可 逆的で甚 大な影 響を及 ぼす 。1993 年

に 制 定 さ れ た 環 境基 本 法 2 6に は ， 現 在及 び 将来 の 世 代 の 人間 が 健 全 で恵 み 豊 か
な環境の 恵沢を 享受す るとと もに人 類 の存続の 基盤で ある環 境が将 来にわ た っ
て維持さ れるよ うに（ 第 3 条 ）する こ とを環境 保全の 意義と し，加害 者と被 害
者の境界 が曖昧 となる 今日の 環境問 題 を踏まえ ，社会 のあり 方その ものを 環 境
負荷の少 ない，持 続的発 展が可 能なも のにして いく必 要性（ 第 4 条 ）があ る こ
と，地球環 境保全 につい て国際 的強調 による積 極的推 進を図 る（第 5 条 ） こ と
を目指し ている 。また ，これ らの下 位 法として 地球温 暖化対 策推進 法，循 環 型
社会形成 推進基 本法， 生物多 様性基 本 法等が存 在し， 国とし て持続 可能な 社 会
の形成を 目指し ている 。  

我 が 国 は カーボ ンバジ ェット に対して ，どの ような 貢献を できる のだろ う
か？国内 の動向 を見る 限りで は，京 都 議定書以 降，経 済の低 迷とと もに省 エ
ネルギー に対す る動き は徐々 に弱まっ ている 。最終 エネル ギー消 費の推 移は ，
1990 年 ま で は産業 用が 50%を 超 え て いたが， それ以 降は民 生・運 輸部門の
合計値が 上回る ように なった。2015 年 の 最 終エ ネルギ ー消費 量 2 7は ，1990 年
の レ ベル に等し く，産業 用エネ ルギー 消費の割 合は，1990 年 と 比 べ 2015 年
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で は 7 ポ イ ン ト下 がって おり ，産業 界 における 省エネ ルギー が着実 に進展し
たことを 示して いるる。しかし，民生部 門につい ては，16 ポ イ ン ト以上 も高
くなって おり， 生活水 準の向 上によ り 消費者レ ベルで のエネ ルギー 消費量 は
長期微増 傾向に あり， 日本全 体とし て 脱炭素社 会への 理解が 不十分 である こ
とが推察 される 。また ，これ までは エ ネルギー 消費量 とエネ ルギー 消費原 単
位に関心 が集ま ってい たが， 幾度と な く議論さ れてい るよう に省エ ネルギ ー
そのもの には限 界があ るため ，従来 の 視点のパ ラダイ ム転換 を図り ，脱炭 素
によるカ ーボン バジェ ットへ の貢献 に 大きく舵 を取る べきタ イミン グに来 て
いる。  
 
 
第四節  パ リ 協 定  
 
1997 年 に 京 都で開 催され た COP3 に て ，京都議定 書（ Kyo to  P ro to co l） 2 8が

採 択 さ れ ，2020 年 ま で の GHG 排 出 削 減の目標 が定め られた 。し かし，国連 気
候変動枠 組条約 では， 世界の 国々を ， 主として 先進国 と開発 途上国 の二つ に 分
け，条約 上の義 務等に 差異を 設けて い るため， 京都議 定書で は日本 を含む 先 進
国にのみ に削減 目標に 基づく 削減義 務 が課せら れた。 しかし ，主要 排出国 で あ
る米国が 条約を 批准し ておら ず，中国 ，インド 等の GHG を 排 出す る新興 国 が
削減義務 を負っ ていな いため ，京都 議 定書の枠 組みは 機能す ること が難し く な
った。また ，気候 変動に よる影 響に脆 弱 な地域等 から ，「気温 上昇の 緩和」だけ
でなく ，「気候 変動へ の適応」につい て も焦点を 当てる べきと の声も 上がるよ う
になった 。  

Int e rna t io na l  Ene r gy  Agency（ 世 界 エ ネルギー 機関： IEA）（ 2017）2 9は ，エ
ネ ルギー 需要は，1971 年 か ら 2015 年 の 間 で地 域によ って異 なって 変化して お
り ， 全 世 界 に お け る 一 次 エ ネ ル ギ ー 供 給 量 （ Tot a l  P r ima r y  Ene r gy  S uppl y :  
TPES） に 対 する OECD の シ ェ ア は， 1971 年 の 61％ か ら 2015 年 に は 39％ に
低 下して いると してい る（図 1-4）。  ま た ， 世界 のエネ ルギー 需要は 7 倍 に 増
加し，非 OECD ア ジ ア の TPES シ ェ ア がこの期 間にほぼ 3 倍 に 増加し ことで
OECD と ほ ぼ 同 水準の シェア となり ， アフリカ ではこ の期間 のエネ ルギー需 要
が 4 倍 に な ったと してい る。また ，『環 境・循環型社会・生物 多様性 白書 』（ 2017）
3 0か ら は ， 米国， 中国， インド で全地球 の 50%以 上 の 温暖 化ガス が排出 され て
いること が理解 できる （図 1-5）。  

こ う い っ た状況 の中，2015 年 に 合 意さ れたパリ 協定（ 2015）3 1は ，地 球 規模
の平均気 温の上 昇を工 業化以 前の水準 よりも 2℃ を は るかに 下回る 水準に 保 つ
ことので きる GHG 排 出 量 にする こと，工業化前 のレベ ルより も 1.5℃ 高 い 温度
に制限す る努力 を追求 し，世 界全体 の GHG 排 出 量を実 質ゼロ にする こと等 を
目標に掲 げてい る。同協定 は， 197 の 国・地 域によ り合意 され ， 2016 年 11 月
4 日 ， 欧 州連合 の批准 により 成立要 件 を満たし ，発効 された 。これ らの目標 達
成のため には， 締約国が IPCC の 報 告 や IEA の 提 言 に注 意深く 耳を傾 け，地 球
規模での 脱炭素 社会を 構築し ていくこ とが重要 である 。  
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日 本 は ，パリ 協定を 踏まえ ，国内 の排出 削減と吸 収量の 確保に より，2030 年
度 に ， 2013 年 度 比 26%削 減 の 水準 に するとの 中期目 標の達 成に向 けて着実 に
取り組む として いる。 また， 長期的目 標として 2050 年 に 80%の GHG の 排 出
削減を目 指すと してい る 3 2。  

IPCC の 第 5 次 評 価 報告 書 9 は も ち ろ ん のこと，前 述の気象 庁，環境 省等の デ
ータから も人為 起源の GHG の 排 出 と 地球温暖 化には 密接な 関係が 見られる 。
この GHG 削 減 に当 たって は，環 境基本 法第 4 条 1 0 に も 見 ら れる ように 「環境
保全上の 支障が 未然に 防がれ ること 」が とても重 要であ る。この点 につい ては，
東日本大 震災に 起因す る福島 第一原 発 事故によ り ，我 が国は ，根拠 のない 絶 対
的な安全 神話が いかに 危険で あり， 求 められて いるの は安易 な政治 的な「 想 定
外」では なく， 科学的 根拠に 裏付け ら れた「想 定範囲 内」 が いかに 重要で あ る
かことを 経験し ている 。これ らの経 験 を活かす のであ れば， 気候変 動によ る 深
刻な影響 を回避 し，不 可逆的 な地球 環 境への影 響を招 かない ために も，全 人 類
が智慧を 出し合 い，残 り 1 兆 ト ンの カ ーボンバ ジェッ ト を地 球全体 で極力減 ら
さずに， 早急に 脱炭素 社会ヘ とシフト していく ことが 喫緊の 課題で ある。  

 
 

 
図 1- 4  全 世 界 に お ける一次 エネル ギー 供給量の 割合の 変化（ 1971 -2015）  

Sou r c e :  IEA ,  20 1 7 , ”  Wor l d  En e r g y  Ba l a nc e s  2 0 1 7” ,  p p . 5  
 
 

WORLD ENERGY BALANCES: OVERVIW (2017 edition)  -  5 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 

Figure 5. Largest producers by fuel in 2015 

 
* In this graph peat and oil shale are aggregated with coal. 

Energy production is not evenly distributed across 
countries: for each fuel, less than four countries gen-
erally account for more than half of global production 
(Figure 5). China was not far from producing half of 
the world coal in 2015, and 29% of hydro. The United 
States and France combined produced 50% of all 
nuclear. Saudi Arabia, The Russian Federation and the 
United States contributed slightly less than 40% of the 
world crude oil – these last two also accounting for 
40% of the world natural gas.  

Total Primary Energy Supply (TPES) 
Between 1971 and 2015, world total primary energy 
supply (TPES) multiplied by almost 2.5 times and 
also changed structure somewhat (Figure 6). While 
remaining the dominant fuel in 2015, oil fell from 
44% to 32% of TPES. The share of coal has increased 
constantly since 1999, influenced primarily by in-
creased consumption in China, and reached its highest 
level since 1971 in 2011 (29.1%). That year coal 
peaked at 71.3% of TPES in China. It has started de-
clining since then and represented 28% in 2015. 
Meanwhile natural gas grew from 16% to 22% and 
nuclear from 1% to 5%.  

Figure 6. Total primary energy supply by fuel  
 1971 2015 

 

 

 

 

 
5 523 Mtoe  13 647 Mtoe 

* In this graph peat and oil shale are aggregated with coal. 

Energy demand evolved differently in the regions 
between 1971 and 2015. The OECD’s share of global 
TPES fell from 61% in 1971 to 39% in 2015  
(Figure 7). It is now almost on par with non-OECD 
Asia, where energy demand grew seven-fold, and 
whose share of TPES almost tripled over the period. 
Though its share of global energy demand was divid-
ed by two between 1971 and 2015, non-OECD Europe 
and Eurasia remained the third biggest energy con-
suming region, with more than 1 100 Mtoe TPES. It 
was followed by Africa, where energy demand over 
the period has multiplied by four.  

Figure 7. Total primary energy supply by region 
 1971 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 523 Mtoe  13 647 Mtoe 

* Including international marine and aviation bunkers.  

Between 2014 and 2015, global TPES growth slowed 
down quite significantly: it increased by 43 Mtoe 
(+0.3%), reaching 13 647 Mtoe in 2015. This is the 
slowest growth seen outside of an economic crisis 
time. During 2015 TPES increased mostly in Africa, 
non-OECD Asia and the Middle East (+1.6%, +1.2% 
and +1.0% respectively). It decreased by 2.6% in non-
OECD Europe and Eurasia, by 1.2% in non-OECD 
Americas, and by 0.3% in OECD (Figure 8). 

Figure 8. Annual average change in TPES by region  

 
* World also includes international marine and aviation bunkers. 
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図 1- 5  各 国 の 二 酸化炭 素排出 量の割 合 （ 2014）  

Sou r c e :  IEA  “ CO 2  Em i s s i o ns  f r om Fu e l  C ombu s t i o n  -  20 1 6  Ed i t i o n” ,  「 平 成 29 年
版  環 境 ・ 循 環 型 社 会 ・ 生 物 多 様 性 白 書 」 ,  p p . 35  

 
 

一 方 ，有 馬（ 2015）3 3は ，パ リ 協定にお け る「 2050  年 ま で の 地球 全体の カー
ボンバジ ェッ ト 1 兆 ト ン 」の 合意形 成 過程は不 十分で あり，温 暖化至 上主義 に
立脚する ためパ リ協定 とそこ から提 示 された政 府の姿 勢に強 い疑問 を呈す る 立
場を取っ ている 。 1.5 °C~2 °C 目 標 を 達 成するた めには 急速な 排出規 制が必要 と
なり，そ の結果 ，石炭 火力を 含む大 量 の化石燃 料火力 発電所 が非連 続的に 退 出
を強いら れると いう仮 説が座 礁産業論 を生むと してい る。また ，日本 は震災 後 ，
化石燃料 輸入依 存度の 拡大，貿 易赤字 の拡大，電 力料金 の上昇 ，GHG の 上 昇 と
いう 4 重 苦 を こ うむっ ている が，こ の ような事 例は他 には存 在しな い。基準 年
も置かれ た状況 も異な る他国 と数字上 の横並び で（ 2050 年 に ）80%（ の 削 減 目
標）を設 定する ことは 京都議 定書時代 の発想で しかな いとす る。  

確 か に 日 本にお ける気 候変動 に対する 理解は低 く，国民全 体での コンセ ンサ
スが得ら れてい るとは いい難 い状況 で あるかも しれな い。し かし， 従来の パ ラ
ダイムに 固執し ，変化 を嫌う のであ れ ば，この 四半世 紀にわ たる景 気低迷 の 行
動原理と 何ら変 わると ころが ない。 す なわち， 現在の 産業構 造や既 得権益 保 護
にこだわ り過ぎ ると， 不可逆 的で深 刻 な影響が 待ち構 えてい るのは ，紛れ も な
い事実で ある。ま た有馬 は，IPCC の 長 期 に渡る，膨大な データ に裏付 けられた
調査研究 の結果 につい て無知 である か ，あるい は無視 をして いる。 気候変 動 問
題に対応 するに は，感 情論や 一国の 利 益のみを 主張す ること には全 く意味 が な
い。科学 的根拠 とデー タに裏 付けら れ た対策を ひとつ ひとつ 打って いくの が ，
締約国と しての あるべ き姿で ある。  
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Statement by Minister Yamamoto at COP22

1
2.  Climate change countermeasures building upon the Paris Agreement 2.  Climate change countermeasures building upon the Paris Agreement

Japan’s formal acceptance of 
the Paris AgreemenT

Japan’s contribution 
to COP22

2

The Paris agreement took effect on November 4, 
2016. Japan formally accepted the agreement on 
November 8 of the same year after obtaining the 
approval of the national Diet.

In order to achieve the Paris Agreement’s 2°C 
target, we need to keep the cumulative emission 
amount below a certain level based on the concept 
of “carbon budgeting.” In order to avert potentially 

dangerous effects of climate change and to preserve 
the environment that provides the foundation for 
human survival, a range of measures aimed at 
preventing damage to the environment has to be 
implemented, based on the latest scientific 
findings. Japan needs to decrease the cumulative 
emission amount by keeping on making rapid 
emission cuts based on the best available science.

The Government of Japan’s main goals at COP22 
were (1) to ensure inclusiveness in the 
decision-making process, (2) to further discussions 
on the modalities, procedures and guidelines  of 
the Paris Agreement, and (3) to promote Japan’s 
contribution on international cooperation in the 
field of climate change.

At the ministerial level meeting, Minister of the 
Environment Koichi Yamamoto welcomed the 
early entry into force of the Paris Agreement, 
expressed great respect for the efforts and passion 
of all countries, and stated that Japan continues to 
actively contribute to the rule-making process 
under the Paris Agreement. In addition to report-
ing the Cabinet’s approval of Japan’s Plan for 
Global Warming Countermeasures, he described 
Japan’s stance toward the long-term low-green-
house gas emission development strategy and 
initiatives that support developing countries, and 
emphasized the importance of political leadership 
in advancing climate change countermeasures.

Furthermore, he announced Japan’s Assistance 
Initiatives to Address Climate Change, a form of 
international cooperation in the area of climate 
change.

Worldwide energy-related 
carbon dioxide emissions 

by country (2014)

32.4 gigatonnes
Worldwide

CO2 emissions

*15 EU countries: the number of EU countries that participated in COP3 (Kyoto conference) from the beginning
Source: IEA “CO2 Emissions from Fuel Combustion - 2016 Edition”
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Saudi Arabia 1.6%
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 Japan provides technological support based on the needs of developing countries by utilizing the Joint Crediting Mechanisms (JCM),etc.

1.

Japan’s Assistance Initiatives to Address Climate Change

Diffusion of advanced low-carbon technologies, including diffusion through JCM, etc.

- We use Japanese knowledge and technology to support policy development and promote understanding of adaptation in developing countries.
- In particular, we aim to create an Asia-Pacific Adaptation Information Platform by 2020, to help developing countries formulate and implement 
  adaptation plans based on scientific knowledge.

2. Enhancement of adaptive capacity through sharing knowledge and experience

We will enhance initiatives aimed at improving monitoring, reporting and verification (MRV) capabilities in developing countries, for example 
by holding workshops.

3. Improvement of MRV capabilities through human resource development that will lead to a transparency framework

Japan supports the development of capabilities, including fluorocarbon recovery, destruction and recycling, that make it possible to reduce emissions 
throughout the lifecycle of fluorocarbons.

4. Promotion of building of a system for comprehensive measures for controlling emission of fluorocarbons

Japan will evaluate and promote environmental projects based on multiple environmental aspects addressed by SDGs, and will help developing countries 
with the transition to decarbonized society and the establishment of sustainable societies.

5. Support for sustainable societies in conjunction with measures addressing climate change
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第五節  気 候 変 動が経 済に与 える影響  
 
近 年 起 き ている ，ゲ リラ豪 雨，線状降 水帯によ る大雨 と洪水 ，竜 巻によ る家

屋被害，豪雪によ る孤立 化，高 温化に よ る作物被 害，異常 少雨に よる不 作等は ，
地球規模 で起き ている 気候変 動の一 端 である。 しかし ，世界 に目を 向ける な ら
状 況 は 更 に 深 刻 で あ る こ と が 理 解 で き る 。 世 界 気 象 機 関 （ In te rna t i ona l  
Me te o ro g i c a l  O r gan i za t i on :  UNWMO）（ 2018）は ，2017 年 の 気 象 概況に つい
て，年平 均気温 は工業 化以前 より 1.1℃ 上 昇 し，パリ協 定で合 意され た 2℃ の 半
分を超え たとし ている 。極端 な気象事 象（ Ex t reme  Wea the r  E vent） 3 4の 事 例
と して ，アメ リカ大 陸おけ るハリ ケー ンの被害 総額 が 1,500 億 ド ル を超え ，香
港・マカオ におけ る台風 被害額 が 60 億 ド ル ，湖南 省・江西 省・貴州 省・広西 チ
ワン族自 治区の 大雨の 被害額が 50 億 ド ル ，マ ダガス カルで はサイ クロンに よ
り 2 億 ド ルの 被害， オース トラリ アで もサイク ロンに より 13 億 ド ル の 被害，
フランス・ブル ターニ ュでは風 速 54m/s の 暴 風 ，イン ド・バ ングラ デッシ ュ・
ネパール では大 雨によ り 4 千 万 人が被 害を受け ， 1200 人 以 上 が 亡くな り，東
アフリカ は干ば つとな り，ソ マリア で は 640 万 人 が 一時食 料不安 となり ，サ ハ
ラ砂漠で は雪が 降り，パ キスタ ンの 54℃ を は じ めとし て，アラ ビア半 島，イラ
ンなど で 50℃ を 超 えた ほか，世界各 地 で熱波が 観測さ れたこ と等，枚挙に 暇が
な いほ ど 世 界 中 で極 端 な 気 象事 象 に よ る 被害 を 報 告 し てい る 3 5。 年 々 ， 気 候変
動に関連 した極 端な気 象事象 は激し さ を増すと ともに 顕著と なって おり， 気 候
変動が経 済に対 して大 きなダ メージを 与えるこ とは明 白であ る。  

Co l l i ns  e t  a l .（ 2018） は ，  グ ロ ー バ ルリスク レポー トのテ ーマの 変遷につ
いて，2011 年 に「 嵐と 台風」として 関 心事の 第 1 位 に 上 がった テーマ が，2014
年 以 降 ，「極 端な気 象事象」として 第 2 位 の 関心 事とな り，2017，2018 年 は 第
1 位 の 関心 事とな り，リ スクイ ンパク トとして も第 2 位 に ランキン グされ て い
る。さら に， 2018 年 に お ける全 体のリ スクの上 位 6 割 が 気候変 動に関 するテ
ー マと な っ て い ると し て い る 3 6。 世 界 の リ スク が ， 気 候 変動 問 題 に 集約 さ れ て
いること が理解 できる 。  
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図 1- 6  進 化 す る リ スクのラ ンドス ケー プ（ 2008-2018）  

Sou r c e :  G l oba l  R i s k s  R epo r t s  20 0 8 ‒ 20 18 ,  Wor l d  E c onomi c  F o r um,  2 0 1 8  
（ 原 注 ） グ ロ ー バ ル リ ス ク は ， 定 義 と グ ロ ー バ ル リ ス ク の セ ッ ト が 10 年 間 の 新 た な 問

題 が 浮 上 す る に つ れ て 進 展 し て い る た め ， 厳 密 に 比 較 す る こ と は で き な い 。  
例 え ば ，「 サ イ バ ー 攻 撃 」，「 所 得 格 差 」，「 失 業 」 な ど が 2012 年 に 世 界 的 な リ
ス ク に 入 っ た 。 世 界 的 な リ ス ク の い く つ か は 再 分 類 さ れ た 。「 水 危 機 」 と 「 所
得 格 差 の 拡 大 」 は ， ま ず 社 会 的 リ ス ク と し て 分 類 さ れ ， 2015 年 と 2016 年 の
グ ロ ー バ ル リ ス ク レ ポ ー ト の ト レ ン ド と し て ， そ れ ぞ れ 再 分 類 さ れ た 。  

 
 



 13 

 



 14 

図 1- 7  グ ロ ー バ ル ・リスク ・ラン ドス ケープ 2018  
S ou r c e :グ ロ ー バ ル リ ス ク 知 覚 調 査 2017 - 2 0 1 8 ,  2 0 1 8 ,  世 界 経 済 フ ォ ー ラ ム  
（ 原 注 ） 調 査 回 答 者 は ， 個 々 の グ ロ ー バ ル リ ス ク の 可 能 性 を 1 か ら 5， 1 は 起 こ り そ う

に な い リ ス ク ， 5 は 非 常 に 起 こ り や す い リ ス ク を 評 価 す る よ う 求 め ら れ た 。 ま
た ， 各 グ ロ ー バ ル リ ス ク へ の 影 響 を 1 か ら 5（ 1： 最 小 イ ン パ ク ト ， 2： マ イ ナ
ー イ ン パ ク ト ， 3： 中 程 度 イ ン パ ク ト ， 4： イ ン パ ク ト イ ン パ ク ト ， 5： 致 命 的
イ ン パ ク ト ） で 評 価 す る 。  

 
世 界 通 貨 基金（ In t e rna t io na l  Mone t a r y  Fund :  IMF）（ 2017） は ， 気温の 上

昇は不均 衡なマ クロ経 済効果 をもた ら し，不利 な結果 は，比 較的暑 い気候 の 地
域に集中 すると してい る。こ れらの 地 域では， 農業生 産の減 少，熱 射にさ ら さ
れた労働 者の生 産性の 低下， 投資の 減 速，健康 の損失 によっ て，短 期的お よ び
中期的 に 1 人 当 た り生産 量が低 下する 。新興市 場経済 の中央 値国に とって ，年
間平均気 温 22℃ か ら 1℃ 上 昇す ると， 同年の成 長率 は 0.9％ 低 下 し，年平 均平
均気温 が 25℃ で あ る中 位低所 得開発 途 上国では ，気 温の 1℃ 上 昇の 影響は さら
に大きく，成長率 は 1.2％ 低 下 する。こ れらの地 域は，全 球 GDP の 20%（ 2016）
で あ るも のの， 世界人 口のほ ぼ 60％ を 占 めてお り，世 紀末に は 75％ 以 上 なる
と予測さ れると してい る 3 7。  

す で に 人 類は不 可逆的 な深刻 な気候変 動の入り 口に立 ってお り，直ちに 気候
変動問題 に対し て直接 的な対 策を取る 必要があ る。  
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第二章  日 本 の社 会と農 村， その 現在 と未来  
 

本 章 に お いては ，日 本の農 村が抱 えてい る問題に ついて ，人 口減少 ，過 疎化，
高齢化， 日本経 済の低 迷と世 界シェ ア の低下， 地方経 済の弱 体化等 の問題 点 を
個別に整 理，急 速に日 本の競 争力が 失 われてい ること を明ら かにし ，成長 の た
めの仮説 を検証 するこ とを目 的として いる。  
 
 
第一節  人 口 減 少と過 疎化  

 
総 務 省 （ 2015） 3 8に よ る と ， 日本の 総人 口は， 2008 年 の 約 1 億 2,808 万 人

を ピーク に減少 に転じ ている としてい る。生産 年齢人 口に関 しても ，1995 年 の
約 8,699 万 人 を ピーク に減少 の一途 を 辿り，2016 年 に は 7,665 万 人 と なった 。
さらに 2050 年 の 総 人口 は，約 9,708 万 人 ， 生産年 齢人口 は約 5,000 万 人 に な
る見通し である 。 2016 年 の 合 計 特殊出 生率は， 1.44 で あ り ，人 口置換 水準で
ある 2.07 を 下 回 り ，人口 千人に 対する 自然増減 率もマ イナス 2.6 で あ る た め ，
今後も人 口減少 傾向は 続くと 考えられ る。  

ま た ，農村と 都市を 比較し てみる と，農村は面 積では 全体 の 96.6%を 占 め る
ものの，人口で は全体 の 1/3 程 度 で あ る 。一方，人口集中 地区（ Dens l y  Ihab i t e d  
D i s t r i c t :  D ID） の 面 積は 127 万 ha で ， 全 人口 の 67.3%が 生 活 し ている 。た だ
し，非 DID の 人 口 は過 去 40 年 で 45%か ら 30%へ と 減 少 してお り，その割 合 は
徐々に 低下し てい る（ 国勢調 査， 2010） 3 9。 農 林 水 産省（ 2017） 4 0は ， 農 村 は
都市より も概 ね 20 年 ほ ど 早 く高齢 化が 進行して いると してい る。  

橋 詰（ 2015）4 1は ，農 業 集 落数は ，1970 年 の 142, 699 集 落 か ら 2000 年 に は
135, 163 集 落 へ と 減少し ていた が，調 査対象定 義の変 更によ って 2005 年 に は
139, 465 集 落 に 増 加した 。その 後 289 集 落 減 少 し， 2010 年 で は 139 ,176 集 落
と なって いる 。無人 化等に よって 消滅し た可能性 がある 集落は ，1990～ 2000 年
の 10 年 間 で 215 集 落 ，2005～ 2010 年 の 5 年 間 で 56 集 落 程 度 と試算 され，ま
だ多くは ないと してい る。  

た だ し ，農 業集 落 調査 （ 1990， 2000）， 農 山 村地 域調 査 （ 2010） に よ ると ，
農業地域 におけ る集落 数は全 般的に 減 少傾向に あり， 特に中 間農業 地域， 山 間
農業地域 におけ る総戸 数の減 少した集 落の割合 は，1990 年 代 の 39. 5%，48. 9%
か ら ， 2000 年 代 に は 57 .6%， 66 .2%と そ れ ぞ れ 18 ポ イ ン ト 近く上 昇して いる
ことから ，将来 的な集 落の維 持機能が 懸念され る。  

ま た 橋 詰 は，集 落の戸 数が 4 戸 以 下 に なると，寄り合 いの開 催，水路の 共同
管理等が 困難に なるな ど，集 落活動 が 極端に低 下する として いる。 さらに 将 来
の予測と して，存続危 惧集落 (人 口 9 人 以 下 でか つ高齢 化率 50%以 上 の 集落 )が ，
現 在の 3 千 集 落弱か ら， 2050 年 に は 1 万 3 千 集 落 に 増加し ，これ に伴う 農地
面積は， 2010 年 の 3 .5 万 ha か ら ， 2050 年 で は 約 8 倍 の 26.9 万 ha に な る と
している 。  

こ れ ら 農 地は，集落に よる資 源管理 が 困難化す ること によっ て，耕 作放棄 の
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可 能 性 が 最も高 まる農 地と想 定される 。これらの 農地の 有効利 用と LER の 向 上
は，重要 な政策 課題で ある。  
 

 
図 2- 1  出 生 数 及 び 合計特殊 出生率 の年 次推移  1899~2016 年  

Sou r c e :  「 我 が 国 の 人 口 動 態 」 ,  厚 生 労 働 省 ,  2 01 8 年  
 
 
第二節  高 齢 化 の進展  

 
2016 年 に お ける我 が国の 人口は 1 億 2 ,693 万 人 で ，高齢 化率は 27 .3%， 高

齢 者数 は 3,459 万 人 と なった。現在の 人 口動態が 続けば，2025 年 に は 30%が ，
2050 年 に は 37. 7%が 高 齢 者と なり，1 人 の 高齢 者を生 産年齢 人口 1.4 人 で 支 る
ことにな る（内 閣府， 2017） 4 2。  

内 閣 府 （ 2017） 1 7 は ， 高 齢 化 の速度 に ついて， 高齢化 率が 7％ を 超 えてか ら
その倍 の 14％ に 達 する までの 所要年 数（倍加年数）によっ て比較 すると，フラ
ンスが 115 年 ， ス ウェー デン が 85 年 ， ア メリ カが 72 年 ， 比 較的 短い英 国が
46 年 ， ド イ ツが 40 年 で あ ると してい る。それに 対し，日 本の高 齢化率の 倍 化
年数は，  1970 年 に 7％ を 超 えると ， わずか 24 年 後 の 1994 年 に 14％ に 達 し
た。 2017 年 時 点 の 高齢化 率が 27 .3%で あ る こと から， 1994 年 か ら 25 年 前 後
で，つま り 2020 年 以 前 に次 の倍化 を 迎えると 推計さ れる。 一方， アジア諸 国
に目を移 すと，韓国 が 18 年 ，シ ン ガポ ールが 20 年 ，中 国 が 23 年 な ど ，今後，
一部の国 におい て，我 が国を 上回る ス ピードで 高齢化 が進む ことが 見込ま れ る
2 5 と し て い る 。  

こ の 事 実 が示す ところ は，単 に我が 国 の高齢化 が進展 するだ けでは なく，周
辺国を始 め，地 球規模 で高齢 化社会 が 進展して いくと いうこ とであ る。高 齢 化
社会にお ける食 料生産 では， より少 な い労働力 と軽微 な作業 で生産 が実現 す る

9

　出生数の年次推移をみると、第２次世界大
戦前は戦争のあったときを除いて増加してい
たが、戦後は、昭和２２年から２４年の第１次
ベビーブーム期と４６年から４９年の第２次ベビ
ーブーム期に２００万人を超えたのを除いて、
減少傾向にあった。平成元年以降は１２０万
人前後で推移していたが、１３年からは５年連
続で減少した。１８年からは増減を繰り返し、
23年以降は再び減少していたが、27年は５年
ぶりに増加した。28年は９７万６９７８人で、
前年より２８６９９人減少した。
　合計特殊出生率は１．４４で前年の１．４５を下
回った。合計特殊出生率の年次推移をみると、
第１次ベビーブーム期には４を超えていたが、
昭和２０年代後半に急激に低下し３１年には
２.２２となり、初めて人口置き換え水準＊（同
年２.２４）を下回った。その後、４６年までは
「ひのえうま」前後の特殊な動きを除けば緩
やかな上昇傾向にあり、第２次ベビーブーム
期の４７、４８年には２.１４となった。その後は
低下に転じ、５０年に２を下回ってからは、５０

年代後半を除いて低下傾向が続き、平成１８年以降は緩やかな上昇傾向が続いていたが、２８年は低下した。

　母の年齢階級別出生率の年次推移をみると、昭和５０年代以降は２０歳代の出生率が大きく低下し、近年は３０～４０歳代
の出生率が上昇傾向となっている。

＊人口置き換え水準とは、人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世代と同数で置き換わるための大きさを表す指標である。人口置き換え水準に見
合う合計特殊出生率は、女性の死亡率等によって変動するので一概にはいえないが、日本における平成28年の値は２．０７である。なお、人口置き換え水準は、
国立社会保障・人口問題研究所で算出している。
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こ と が 求 められ る。この ために ，農業 に おけるデ ータ利 用，AI に よ る 最適化 さ
れた栽培 方法の 共有， 機械化 ・自動 化 の進展は 必須事 項であ り，経 済合理 性 の
観点から ，これ らの技 術を稼 働させ る ためのエ ネルギ ーにお いても 地域内 で 生
産される ように なると 推測さ れる。  
 
 
第三節  日 本 経 済の失 われた 四半世紀  

 
図 2-2 に 示 す とおり ，我が 国の名 目  GDP は ， 1993 年 か ら 2018 年 に 至 る

間，4.5 兆 ド ル か ら 6.2 兆 ド ル（ 円ベー ス では 491 兆 円 か ら 556 兆 円 ,  2008SNA
基 準 4 3）の 間 で ，概ね横 ばい状 態では ある ものの，経済 成長率 のトレ ンドは マイ
ナス傾向 にあり ，実質 的な成 長が見 ら れない（「 図 5-3  世 界 の GDP 成 長 率 の 推
移と世界 ，OECD，米 国 ，日 本の成長 率 の傾向（ 1980-2023）」参 照 ）。世界に お
ける日本の 1 人 当 たり GDP の 順 位 は， 1990 年 代 は トップ 10 圏 内 で あ ったが
4 4，21 世 紀 に 入って 急激に 競争力 を失い，IMF の デ ー タで は 2017 年 は 25  位 ，
OECD 加 盟 国 35 カ 国 の 中で は 20 位 ま で 低下し ている （「 図 2-5  1 人 あ た り
GDP の 各 国 比較 と見通 し」参 照）。また ，労働生 産性に おいては OECD 加 盟 国
35 カ 国 の 中で 21 位 ， 80, 318 ド ル で あ り，OECD の 平 均 値か ら 10,000 ド ル 以
上も低い 4 5。  

 
 

 
図 2- 2  各 国 （ 米 国 ,  EU,  中 国 ,  日 本 ,  イ ン ド ） の名 目 GDP（ US ド ル ） の 推

移  （ 1980 - 2018） ,   
IMF  Wor ld  E conom i c  Out lo o k 2018  Da t aba se よ り 筆 者 作成   
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四 半 世 紀 にもお よぶ低 迷は ，当初「失 わ れた 10 年 」と 呼ば れ，後に「失わ れ
た 20 年 」と 呼ば れた。今 はさな がら「 失われた 四半世 紀」であ るが，す でに世
界経済に おいて は，日 本は今 後も成 長 しないと 見 られ ている のかも しれな い 。
政府は， 長引く デフレ につい て，イ ノ ベーショ ンの不 足等に よる付 加価値 生 産
性の低迷 や非正 規雇用 の拡大 と長期 化 等が，そ の要因 となっ たと説 明して い る
4 6  4 7。  

内 閣 府 （ 2013） 4 8は ， 日 本 企業 が台湾 や 中国ある いはア ジアの 国々と の競争
が激化す る中で ，主と して製 造工程 の 効率化や 海外生 産を通 じた価 格引き 下 げ
によって 競争力 を保持 しよう とした 一 方で，米 国では ，新規 事業の 創造で 収 益
性を高め ，欧州 では， 製品の ブラン ド を作り上 げるこ とで高 価格を 維持し て き
たとして いる。  

2010 年 ，日 本は GDP（ US ド ル ベ ース ）で中国 に追い 抜かれ，世界 3 位 と な
った。 2018 年 時 点 で は，日 本の GDP が 5 兆 ド ル であ るのに 対して ，中国 の
GDP は 14 兆 ド ル ， EU の GDP は 20 兆 ド ル ，ア メリカの GDP は 20 兆 ド ル と
なってい る（「図 2-2  各 国（ 米 国 , EU ,  中 国 ,  日 本 ,  イ ン ド ）の名 目 GDP（ US
ド ル ） の 推移（ 1980 -2018）」 参 照 ）。  

内 閣 府（ 2015） 4 9に よ れ ば ，「 2000  年 以 降 ，欧米 の上場 企業で 内部留 保及び
現預金比 率を増 加させ てきた ように ， 日本の上 場企業 でも内 部留保 が蓄積 し ，
また，同 時に現 預金の 保有も 増加し た 。一般的 に，企 業が現 預金を 積み増 す 理
由は様々 である が，積 極的な 理由と し て運転資 金や将 来の投 資に向 けた資 金 の
確保，業 績の悪 化やリ ーマン ショッ ク のような 危機へ の備え 等が挙 げられ る 。
他方で，使い道が ないと いった 消極的 な 理由も考 えられ る」と，報告し ている 。  

し か し ，これま での政 府の分 析は ，日 本経済の 長期低 迷の状 況の説 明をして
いるだけ であっ て，根源的 な要因 分析に 至ってい ない。G.Desv aux  e t  a l .（ 2015）
は ， 日本 経済が 数十年 わたり 低迷し て いる点に ついて ，日本 の労働 生産性 の 向
上が年 2%と 低 く， 2011 年 時 点 で 米国 と 29%の 差 が あり， 2025 年 ま で にその
差が 37%に ま で 拡 大する 可能性 がある こと，日本の 非金融 系上場 企業の 投資 収
益率を米 国の同 等企業 と比べ た場合 ，23 ポ イ ン トも 収益率 が低い こと，外国直
接投資（ F o r e i g n  D i r e c t  I n v e s t m e n t： F D I）が殆ど 見られ ないこ と等を 指摘して い
る 5 0。  

さ ら に ， L.A l co r ta  e t  a l .（ 2014） は ， GDP に 占 め る製造 業の割 合は世界 的
に低下し ており，  1970 年 の 27%か ら 2010 年 で は 17%と な っ てい ること を指
摘してい る 5 1。図 2 -3 か ら も 分かる よう に，我 が国 の GDP に 占 め る製 造業の 割
合も，1970 年 に は 30%以 上 あ った が，2012 年 で は 20%ま で 低 下し ている 。こ
の長期低 減の理 由は ，製造 業がそ の行動 原理を ，工業 化の初 期段階 におい ては，
コストな どの比 較優位 を追求 するこ と に重点を 置いて いたこ と，次 の段階 で は
競争力強 化によ る収益 の増大 を目指 し たこと等 ，時間 の経過 による 事業環 境 の
変化があ り，企 業はそ の事業 環境に 自 らを適応 させた ためで ある。 そして ， 全
球規模で の工業 化の進 展によ り，比 較 優位性や 競争戦 略のみ では事 業の生 産 性
を確保で きなく なり， 現在で は，生 産 力確保の ための 能力開 発に移 行 した た め
であると 考えら れる。 言い換 えれば ， 製造業に とって の製造 現場は ，国や 地 域
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の 単 位 か ら全地 球規模 へと拡 大・展開し たためで あると 言える 。図 2-3 か ら は ，
特定の国 の GDP に 占 め る製造業 の割合 が低下し ている わけで はなく ，「 GDP に
占 め る製 造業の 割合の 低下」 は世界的 な傾向で あるこ とが理 解でき る。  

 

 
図 2- 3  各 国 （ 米 国 ,  EU,  中 国 ,  日 本 ,  イ ン ド ， ブラジ ル，世 界平均 ） GDP に

対 し て製 造業の 占める 割合の 推移  （ 1970-2012） ,  
L .A l co r t a  e t  a l .（ 2014） ,  “ The  Fu t ur e  o f  Manu fac t ur i n g :  D r i v i n g  

Capac i t i e s ,  Enabl i n g Inve s tment s ”F i gur e  2 に 筆 者 加 筆 5 2  
S ou r c e :  Un i t ed  Na t i o ns  S t a t i s t i c a l  D i v i s i o n .  Th e  Wor l d  Ba n k ,  Wo r l d  Da t a Ba n k ,  
Wor l d  D e v e l opmen t  I n d i c a t o r s .   

 
 
日 本 企 業 は ， バ ブ ル 崩 壊 以 降 ， 労 働 生 産 性 と 投 資 生 産 性 を 改 善 し な い ま ま ，

世界経済 の中で 低迷を 続けて いる。 こ のような 状況の 中でも 日本企 業が存 続 で
きる理由 は，銀 行が不 良債権 を引き 続 き繰り越 し，経 営陣が 労働生 産性・ 投 資
生産性の 低い部 門に資 金を配 分し続 け ることで ，自律 的な創 造的破 壊のプ ロ セ
スが起動 されな いため である 。政府 の 経済政策 は，安 定性を 重視す るあま り ，
既得権益 者を優 遇した ものと なってお り，市 場の新 陳代謝 は遅々 として 進まず ，
新規参入 者の市 場参入 を阻ん でいる 。 この状況 を先延 ばしす ること は，新 た な
付加価値 を生み 出す機 会を逃 すだけ で なく，コ スト競 争力と 労働生 産性を さ ら
に低下さ せるこ とを意 味して いる。 ま たこの一 連の状 況は， 高齢化 がさら に 進
展し，社 会保障 費が増 大する につれ ， 高度な労 働力の 確保が 困難に なり， 経 済
成長が困 難にな るとい うパラ ドックス を抱え込 むこと にもな ってい る。  



 20 

こ れ ら の 課題解 決のキ ーワー ドは ，「 労 働生産性 」と「投 資生産 性 」の向上 で
ある。 G.Desv aux  e t  a l .（ 2015） は ， 労働生産 性の成 長率を 現在 の 2 倍 に す る
ことによ り，単年 度の GDP 成 長 率 を 3%に す るこ とがで き， 10 年 で 30%， 1.4
兆 ド ル（ 110 円 /ド ル と し て，154 兆 円 ）（単年）の GDP の 上 乗 せを達 成する こ
とができ るとし ている 5 3。し か し ，日本が かつて経 験した 高度経 済成長 期とは ，
すでに地 球経済 のフェ イズが 変わっ て しまって いる た め，成 長分野 の中心 は 製
造業では なくな ってい る。政府は 製造業 偏重の成 長政策 を， I C T，医療，福 祉，
農業分野 等，新 たな成 長分野 に展開 し ていく必 要があ る。 こ れは， 成長政 策 を
経済産業 省中心 のもの から， 総務省 ， 厚生労働 省，農 林水産 省等と さらに 強 く
連携した ，イン ターデ ィシプ リナリ ー な解決策 をもた らす政 策に転 換する 必 要
性を意味 してい る。  

 
 

第四節  弱 体 化 する地 方経済 の課題と 方策  
 
伊 藤 ら（ 2014）5 4は ，人 口 減 少下に おける 地域の発 展に向 けた総 合的な 計画・

ビジョン につい て，人 口減少 ，厳し い 財政状況 を考慮 し，従 来の社 会資本 の 整
備目標を ，資本 ストッ クの縮 減・集 積 ・マネジ メント 重視へ の政策 転換す る こ
と，行政 サービ スの供 給責任 と負担 の 在り方及 び小規 模自治 体にお ける行 政 サ
ービス提 供体制 の仕組 み・規 模・範 囲 を適正化 するこ と，地 方経済 の集約 と 活
性化を実 行する 上での 地方交 付税， 地 方債の要 件等の 政策手 段の見 直すこ と ，
産業振興 ，民需 活性化 に向け た民間 の 資金・人 材・技 術・ノ ウハウ の大胆 な 導
入・連携 の仕組 み構築 等を提 言して い る。資金 の流れ の観点 から地 域経済 を み
ると，90  年 代 は 公 共事 業を中 心に，ま た近年で は社会 保障関 連を中 心に，全 国
的に公需 等への 依存を 高めて いると し ており， 小さな 自治体 ほど公 需等へ の 依
存度が高 く，財 政力は 低いた め，持続 可能とは いえな いとし ている （図 2-3）。 

ま た 伊 藤 ら（ 2014） 2 2 は ，地 域 経済を 活性化さ せるた めには，①地銀 等地域
金融機関 の大胆 な再編 を含め た経営 効 率化やフ ァンド 等を活 用した 多様な 資 金
の地域へ の供給 を含む 地域金 融の活 性 化，②大 都市と 地方の 医療サ ービス ・ 介
護施設の 偏在を 含む地 域の都 市機能 の 集約・集 積に向 けた障 害 の除 去に向 け た
規制改革 ，③外 国人旅 行客拡 大のた め の環境整 備，広 域観光 の促進 ，秋の 大 型
連休創設 ，有給 休暇取 得促進 ，休日 分 散化等の 政策推 進と業 界再編 ・対日 投 資
促進等を 通じた 観光産 業の再 生によ る 観光の活 性化， ④若者 の地域 への定 着 ，
「地域お こし協 力隊 」の拡 充によ る地域 外の専門 家の活 用，「緑 の雇用 」施 策等
若い人材 の還流 を促し 農業分 野の就 業 人減少に 対処す る施策 ，農業 分野で の 法
人化促進 と規制 緩和， 地域の 国公立 大 学の得意 分野を 活かす ，優れ た教育 ， 研
究拠点 (リ ー ジ ョナ ル COE )を 創 設 ・ 選 定し，併 せてこ うした 教育・ 研究を通 じ
た産業振 興を推 進する ことで ，地域 活 性化と若 者の定 着の両 立を図 る施策 に よ
る人材還 流及び 外部専 門知識 の活用 地 域への「 人材や 知識の 集積」 を実 現 す る
ことを提 言して いる。  

確 か に ，上述の ような 提案は ，地 方経 済を活性 化する ための アイデ ィアとし
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て は 素 晴 らしい が，公 需に依 存せず プ ライベー トセク ターの 資金を 利用す る の
であれば ，投資 あるい は投入 資金に 対 するイグ ジット が必須 となる 。投資 に 対
するリタ ーンを 想定し ないビ ジネス プ ランは， 右肩上 がりの 経済に おける 発 想
であり， 実現性 に乏し いと言 わざる を 得ない。 人口減 少下（ 歳入減 少下） に お
ける公共 政策デ ザイン は，経 済波及 効 果を算出 した上 で事業 のイグ ジット を デ
ザインし ，さら にデッ ド（負 債）と 仮 想的なエ クイテ ィの配 分にも 考慮し た も
のである 必要が ある。  

全 市 町 村 の主要 財政指 標 5 5を 比 較 す ると ，財政力 指数 0.25 以 下 の 自治体 は ，
全自治体 数の 23.3%（ 406/1741 自 治 体 ）を占め ，その うち人口 1 万 人 以 下の
自治体 が 84.5%が 占 め てい る。その内 訳は，人口 密度にお いては， 100 人 /km 2

未 満 の 自 治体が 90.6%を 占 め ， 人口密 度の範囲 を中央 値である 204 人 /km2 に
広 げ ると 割合は 96.8%に 上 昇 す る。財 政力指数 0.25 以 下 に ある 自治体 の合計
面積は 104, 736  km2 で ，全 自治体 面積 合計の 28 .1%に 相 当 し，人 口密度 の中 央
値は 26 人 /km2 で あ る 。条件 を財政 力 指数 0.5 以 下 ま で広げ ると， 人口密度 の
中央値 は 161 人 /km2 で ， 自 治体 の合計 面積は 253, 102  km2， 全 自 治 体合 計面
積の 67 .9%と な る 。つ まり，日本 の 2/3 以 上 の 地域 が厳し い財政 状況に 置かれ
ているこ とが理 解でき る 5 6。 一 方 ， 財政 力指数が 1.0 以 上 の いわ ゆる不 交付 団
体につい ては， 税収面 におい て，大 企 業の本社 地，工 業団地 の所在 ，空港 の 所
在，自衛 隊の存 在，有 名リゾ ート地 等 ，それぞ れ特徴 を有し ている 。その 中 で
も，人 口密 度 204 人 /km2（ 中 央 値 ）以 下の自治 体には ，ほ ぼ原子 力発電 所が 存
在してい る。今 後，財 政力指 数が低 い 地域の人 口がさ らに減 少し， 高齢化 が 同
時に進行 する状 況する ことか ら，新 た な収入源 を確立 しない 限り， 外部投 資 な
しに自助 のみで 財政再 建を達 成するこ とは極め て困難 である と推測 される。  

 

 
図 2- 4  市 町 村 の 公需等 依存度 と財政 状 況  

Sou r c e :  経 済 財 政 諮 問 会 議 資 料 ， 2014  

 
� 資金の流れからみると、90年代は公共事業中心、最近では社会保障支出を中心に、全国的に公需
等への依存を高めている。また、人口規模が小さな自治体ほど、公需等への依存度が高く、財政力
が低いが、これは持続可能とはいえない（図１、２）。 

     ※ここでの「公需等」とは、公的資本形成および政府最終消費支出、年金給付額の合計 

� 地域の人口急減という危機を直視し、地域は自らの経済基盤を確立すべき。国は、地域の知恵や意
欲を喚起するよう環境整備し、そのアイディアを実現するに際しての障害や規制を取り除くべき。 

 

（備考） 
１．内閣府「都道府県別経済財政モデル」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人 
 口」（平成25年３月推計）により作成。 
２．公需等依存度＝（公的固定資本形成＋政府最終消費支出＋年金給付額）／都道府県別名目ＧＤＰ。 
３．2005～2010年（00年代後半）の公需等依存度の単純平均値が高い順に並べた。 
４．人口増減率は2020年から2040年にかけての変化および若年層（14歳以下人口）、生産年齢人口（15 
 ～64歳人口）、高齢者人口（65歳以上人口）の寄与度。 

図２．市町村の公需等依存度と財政状況 

２．地域経済構造の変化：行政サービスの効率化と民需活性化を通じた経済基盤の確立を 

（備考） 
１．内閣府「都道府県別経済財政モデル」、総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」、「国勢調査」に 
  より作成、2010年の値。 
２．公需等依存度は、（公的固定資本形成＋政府最終消費支出＋年金給付額）／市町村の域内総生産額。 
３．域内総生産額は、経済活動別県内総生産を市町村別産業別15歳以上就業者数により按分。市町村別 
  政府最終消費支出は、県別政府最終消費支出を市町村別人件費・物件費及び民生費（総務省『行政投 
  資実績等』）により按分。市町村別公的固定資本形成は、県別公的固定資本形成を市町村別土木費・災 
  害復旧費により按分。市町村別年金給付額は、県別年金給付額を65歳以上人口により按分。 
４．全部で1714市町村（市町村合併を行った都市及び東京都23区を除く、2010年度時点） 
５．財政力指数＝基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値。 2 

図１．都道府県別公需等依存度と2020年以降の人口予測 
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（ 注 １ ） 内 閣 府 「 都 道 府 県 別 経 済 財 政 モ デ ル 」， 総 務 省 「 地 方 公 共 団 体 の 主 要 財 政 指 標
一 覧 」，「 国 勢 調 査 」 に よ り 作 成 ， 2010 年 の 値 。  

（ 注 2）  公 需 等 依 存 度 は ， (公 的 固 定 資 本 形 成 +政 府 最 終 消 費 支 出 +年 金 給 付 額 ) /市 町 村
の 域 内 総 生 産 額 。   

（ 注 3）  域 内 総 生 産 額 は ， 経 済 活 動 別 県 内 総 生 産 を 市 町 村 別 産 業 別 15 歳 以 上 就 業 者 数
に よ り 按 分 。 市 町 村 別 政 府 最 終 消 費 支 出 は ， 県 別 政 府 最 終 消 費 支 出 を 市 町 村 別
人 件 費 ・ 物 件 費 及 び 民 生 費 (総 務 省 『 行 政 投  資 実 績 等 』 )に よ り 按 分 。 市 町 村 別
公 的 固 定 資 本 形 成 は ， 県 別 公 的 固 定 資 本 形 成 を 市 町 村 別 土 木 費 ・ 災  害 復 旧 費
に よ り 按 分 。 市 町 村 別 年 金 給 付 額 は ， 県 別 年 金 給 付 額 を 65 歳 以 上 人 口 に よ り
按 分 。  

（ 注 4）  全 部 で 1714 市 町 村 (市 町 村 合 併 を 行 っ た 都 市 及 び 東 京 都 23 区 を 除 く ， 2010
年 度 時 点 )   

（ 注 5）  財 政 力 指 数 =基 準 財 政 収 入 額 を 基 準 財 政 需 要 額 で 除 し て 得 た 数 値 の 過 去 3 年 間
の 平 均 値 。  

（ 摘 要 ）  
 縦 軸 ： 財 政 力 指 数 ， 横 軸 ： 公 需 依 存 度 割 合 （ %） 対 数 目 盛  
 黄 色 ： 20 万 人 以 上 ， 赤 ： 5- 2 0 万 人 ， 青 ： 1- 5 万 人 ， 緑 ： 1 万 人 以 下  
 
 

国 土 交 通 省（ 2011） 5 7は ，全 国 を １ k ㎡ メ ッシュで 分析し た場合，2050 年 に
向 かって 全国的 な平均 人口減 少率であ る 25.5％ を 上 回っ て人口 が減少 する ，す
なわち人 口が疎 になる 地点が 現在の 居 住地域の ６割以 上を占 める と してい る 。
人口減少 率を市 区町村 の人口 規模別 に 見てみる と，人 口規模 が小さ くなる に つ
れて人口 減少率 が高く なる傾 向が見ら れる。特 に，人 口規模が 10 万 人 以 下 の
市区町村 では ，全国 平均の人 口減少 率で ある 25 .5％ を 上 回 る市区 町村が 集中し
ているこ とが理 解でき る（ 図  2- 4）。国 土交通省（ 2011）は ，「 2050 年 に は ，特
に現時点 で人 口 6,000～ １ 万 人の市 区 町村の人 口がお よそ半 分に減 少する。 居
住・無居住 の別でみ ると，2050 年 ま で に，現在，人が 居住し ている 地域の うち
約２割の 地域が 無居住 化する 。現在 ， 国土の約 ５割に 人が居 住して いるが ， そ
れが４割 にまで 減少。離島に おいて は，離島振興 法上の 有人離 島 258 島 の う ち
約１割の 離島が 無人に なる可 能性があ る」と してお り，人口減 少によ る問題 は ，
静かに着 実に進 行して いる。  

国 土 交 通 省（ 2011） 5 8は ， 無 居 住化あ る いは低密 度化す る地域 の土地 利用の
内訳を農 地利用 が 29. 4%， 草 原 が 3.5%， 植 林 地 が 28.5%， 二 次 林が 30 .1%と
し て お り， 92 .4%が 農 業 及 び 林業 目 的 の利 用 とし て いる 。 しか し ，土 地 利用 規
制に関し ては，55 .6%が 白 地 と なって お り規制が 課され ていな い，とし ている 。
仮にこの ような 地域で の人口 半減が生 じた場合 ，前述 の財政 力指数 0.25 以 下
の 自治体 の人口 密度の 中央値 は 14 人 /km2 と な り ，財 政再建 はもと より， 行政
サービス の提供 につい ても困 難と極 端 な効率の 低下が 生じる ものと 推測さ れ る。 
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図 2- 5  市 区 町 村 の人口 規模と 人口変 化 率の関係  
Sou r c e :  国 土 交 通 省 国 土 主 計 局 推 計 値 ,  2 0 11  

 
 
こ れ ま で 見てき たよう に，農村 におい ては，高齢 化，過疎 化，公需 依存，無

居住化が 同時に 進行し ており ，問題 解 決のため の出口 が見い 出しに くい状 況 で
ある。農 村は， 一方で は日本 の風土 の 原風景で あり， 文化の 孵卵器 ではあ っ た
が，他方 では食 料供給 と労働 力供給 の リソース でもあ った。 特に， 戦後復 興 か
ら高度経 済成長 の過程 におい ては， 国 としての 経済規 模の拡 大が優 先され た た
め，地域 内で循 環可能 な経済 システ ム を構築す ること より， 労働力 供給に 重 点
が置かれ た。こ のよう な理由 により ， 現在のよ うな状 況にな る以前 から， 農 村
において は健全 に域内 経済が 循環する 仕組みが 確立で きてい なかっ た。20 世 紀
に おいて は，工 場の郊 外移転 により 農 村に工業 化の要 素を部 分的に 導入す る こ
とで，兼 業農家 制度が うまく 機能し て いた時代 もあっ た。し かし， 前節で 述 べ
たとおり ，今世 紀にお ける製 造業の 課 題は，特 定の国 ，地域 をベー スとし た コ
ストをメ インと する競 争戦略 から，グロ ーバルバ リュー チェー ン（ Globa l  Va l ue  
Cha i n :  GVC）に お ける 生産能 力の確 保 という新 たなフ ェイズ に移行 してしま っ
ている。現在 では，製 造業の 生産現 場は ，インフラ，公 共政策，ファイナ ンス，
ロジステ ィクス 等の条 件が満 足のい く もので， 誘致者 と製造 者の間 で合意 さ れ
れば，地球 上のあ らゆる 場所に 移転可能 な状況と なって いる。20 世 紀 の ように ，
敷衍的に 日本の 全ての 農村に おいて ， 製造業と 兼業農 家の組 み合わ せを考 え る
べきでは ない時 代とな ったの である。  
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高 齢 化 ，過疎 化 ，公需依 存 ，無居 住化 が同時に 進行す る現在 の農村 において
は，より 直接的 かつ具 体的に 農村に 対 する経済 的還流 を行う 仕組み を構築 す る
こと必要 である 。  

 
 

第五節  世 界 の 中での 日本の 立ち位置  
 
世 界 経 済 におけ る日本 の GDP シ ェ ア は ，漸次縮小傾 向にあ り，現在 の 5.9% 5 9

か ら ， 新 興国の 成長だ けでな く，日 本 の経済的 な停滞 と人口 減少に より ， 今 後
も更に低 下して いくこ とが予 想される 。また， 1 人 あ たり GDP に つ い て も ，
2023 年 に は OECD 加 盟 国 の 低位国 にな っていく と見ら れてい る（図  2 -6）。こ
のことは ，国際 社会に おける 日本の 影 響力の低 下を招 き，外 交上の 発言力 の さ
らなる低 下を招 いてい くと見 られる。  

さ ら に ，日本を 取り巻 く安全 保障環 境 は，日本 の国際 的地位 の低下 とパワ ー
バランス の変化 により ，国際 情勢の 流 動化が起 こった として もコン トロー ル で
きる状況 ではな いこと ，技術 革新の 急 速な進展 による サイバ ーテロ ，大量 破 壊
兵器等の 拡散， 国際テ ロ等国 境を越 え る脅威の 出現に より新 たな局 面にた っ て
いること 等，以 前とは 全く違 う地平を 見せてい る。  

ま た ，ミレ ニアム 開発目 標（ Mi l l enn ium Deve lo pment  Goa l s： MDGs）か ら
引き継が れた持 続可能 な開発 目標（ Sus ta i nab le  Deve lo pmen t  Goa l s： SDGs）
に 掲 げら れてい る貧困 の根絶 と飢餓の 終焉を始 めとする 17 の 目 標 と 169 の タ
ー ゲット は，環 境を含 めた「 人間の 安 全保障」 に関す る問題 であり ，人類 の 共
通課題と してよ り強く 共有さ れること となった。21 世 紀 に おい ては，環 境問題 ，
エネルギ ー問題 ，開発 課題等 ，どの 国 も一国の みで解 決する ことは 不可能 で あ
り，人類 の智慧 とテク ノロジ ーと対話 によって のみ解 決でき るもの である。  

21 世 紀 と は，我 が国が ，平和 で安全 で 持続可能 な繁栄 を求め る際に ，地球 規
模での課 題解決 にコミ ットし ，世界 に 貢献して いかな くては ならな い時代 で あ
ると言え る。特 に日本 は，化 石燃料・鉱物資源 のほぼ 全量と ，食料 の 60%を 輸
入に頼り ，国際 金融市 場を通 じて資 金 調達をお こない 収益を 確保し ，先進 国 の
一員とし て経済 活動を 行うこ とでレ ゾ ンデート ルを有 してい る。過 去の高 度 経
済成長を 実現し た実績，世界 3 位 の 経 済規模，高 い科学 技術，先 進的な 平和 憲
法等，ユ ニーク な立ち 位置に あるた め ，現在進 行して いる気 候変動 問題に 対 し
ても，科 学的学 術的な 側面だ けでは な く，政治 的，経 済的， 社会学 的な立 場 か
らも直接 的にコ ミット するこ とが可能 であり， またそ の必要 性があ る 。  
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図 2- 6  1 人 あ た り GDP の 各 国 比 較と 見通し  

IMF ,  Wo r ld  E com ic  Ou t l oo k 2018 よ り 筆 者作 成  
（ 注 1） 比 較 国  ： 米 国 ， 英 国 ， フ ラ ン ス ， ド イ ツ ， ロ シ ア ， 日 本 ， 中 国 ， イ ン ド ，  
（ 注 2） 比 較 地 域  ： 世 界 経 済 平 均 ， 先 進 国 ， 新 興 市 場 及 び 新 興 国  
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第三章  我 が 国の エネル ギー 政策 と再 生可能 エネル ギー 活用の 展開  
 

本 章 に お いては ，我が 国のエ ネルギ ー 政策を時 系列で 整理し ，再生 可能エ ネ
ルギー利 活用へ の経緯 につい て分析 す るととも に，太 陽光発 電，風 力発電 ， バ
イオマス 発電， 中小水 力発電 ，地熱 発 電の普及 状況を 明らか にした 上で， 再 生
可能エネ ルギー の主力 電源化 に向け て の動向を 明らか にする ことを 目的と し て
いる。  
 
 
第一節  エ ネ ル ギー政 策の概 観  
 

エ ネ ル ギ ー資源 の乏し い我が 国におい ては，一次エ ネルギ ーの自 給率は わず
か 8.3%（ 2018）で あ り ，原油 に至って は 99. 7%を 輸 入 に頼 ってい る 6 0。我 が 国
は，二度 のオイ ルショ ックを 経験し ， エネルギ ーミッ クスと 呼ばれ る多様 な 電
源構成に よる発 電と省 エネ技 術を確立 すること で電源 を確保 してき た。しかし ，
2011 年 ３ 月 11 日 の 東 日 本大震 災によ る福島第 一原子 力発電 所事故 以降，原子
力発電所 の安全 性に対 する疑 問が広 く 呈される ように なり， 再生可 能エネ ル ギ
ー利用へ の関心 が高ま ってい る。   

資 源 エ ネ ルギー 庁（ 2014） 6 1の エ ネ ル ギ ー基本計 画の中 でも，太 陽光発 電に
ついては ，「中 長期的 にはコ スト低 減が 達成され ること で，分散 型エネ ルギー シ
ステムに おける 昼間の ピーク 需要を 補 い，消費 者参加 型のエ ネルギ ーマネ ジ メ
ントの実 現等に 貢献す るエネ ルギー 源 としての 位置付 けも踏 まえた 導入が 進 む
ことが期 待され る」と 記され ている。  

元 来 ，農 地には 太陽光 発電設 備を設 置 すること ができ ず ，太 陽光発 電設備 を
設置する 場合に は，農 地を雑 種地に 転 用する必 要があ った。 しかし ，農林 水 産
省（ 2013） 6 2の 農 村 振 興局 長に よる「 支 柱を立て て営 農を継 続する 太陽 光発電
設備等に ついて の農地 転用許 可制度 上 の取扱い につい て」の 通達以 降，農 地 で
の発電の ための 一時転 用も正 式に認 め られ，そ の法的 制度， 技術的 基盤も 整 備
されてき た。  

上 述 の 支 柱 を 立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 が ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン
グ発電設 備であ る。通 常の太 陽光発 電 事業では ，発電 を開始 するた めに土 地 を
取得しあ るいは 借り受 け，発 電設備 を 設置する 必要が あった が ，本 通達に よ り
農業従事 者は， 農地本 来の目 的と収 穫 量をあま り変え ること なく発 電によ る 売
電が可能 となっ た。ソ ーラー シェア リ ング発電 では， 土地の 取得費 用，造 成 費
用，固定 資産税 等，他 の太陽 光発電 と 比べコス トメリ ットが あり普 及が期 待 さ
れていた が，通 達か ら 5 年 が 経過し た 現時点に おいて も一般 的な太 陽光発電 に
比べその 普及は 低迷し ている 。  

資 源 エ ネ ルギー 庁（ 2018） は ， 2016 年 度 に お いて再 生可能 エネル ギーの割
合が 15 .3%（ 既 設 の水 力発電 を除い た 場合には，7.8%）で あ るとし ている。こ
の数字は 主要国 と比較 した場 合，  10 ポ イ ン ト 以上低 く，日 本より 再生可能 エ
ネルギー の割合 が低い のは，唯 一，米 国の 13 .6%と い う 数 値のみ である（ た だ



 28 

し ， 米 国 は 2035 年 時 点 で のクリ ーンエ ネルギー の稼働 率を 80%と し て い る）。
2014 年 に 策 定した「 第 4 次 エ ネル ギー 基本計画」におい ては，エネルギ ーミッ
クスと呼 ばれる 2030 年 時 点 での電 源 構成が計 画され ており ，ゼロ エミッシ ョ
ンエネル ギーに よる発 電が 44%と な っ ており，そのう ち原子 力発電 を 22～ 20%，
再 生 可能 エネル ギー を 22～ 24%と 想 定 している 。し かし ，福島 第一原 発事故後
に伴う， 世界的 な原子 力発電 所の安 全 基準の厳 格化と 事故後 の広範 な影響 に 反
対する国 民感情 から，原子力 発電所 の 2 割 稼 働の実 現はか なり困 難と見 られて
いる。このよ うな状 況にお いて ，政府 は 2018 年 ，「 第 5 次 エ ネルギ ー基本 計画」
を閣議決 定し， 再生可 能エネ ルギー を 主力電源 化し， 原子力 発電の 依存度 を 低
減させる ことを 明記し た。よ うやく ， 我が国も 脱炭素 社会の 実現に むけて ， ス
タートラ インに 立った と言え るだろう 。  
 
 
第二節  再 生 可 能エネ ルギー 開発とソ ーラーシ ェアリ ング発 電実用 までの経 緯  
 
 表 3 -１ に 示 す 通 り，エネル ギー資 源 に乏しい 我が国 の再生 可能エ ネルギー 開
発の歴史 は，①「 オイルシ ョック と省 エネルギ ー技術 の開発 期」（ 1972～ 1990
年 間 ），②「 再生可 能エネ ルギー 利用へ の政策的 支援期 」（ 1991～ 2010 年 間 ）
と③「 東日本 大震災 の発生 による 本格 的事業展 開期 」（ 2011 年 以 降 ）の 3 期 に
大別され る。我 が国で ，ソー ラーシ ェ アリング 発電が 発明さ れ実用 化され る ま
でには， 農地に おける 実験的 な発電 設 備の設置 ，再生 可能エ ネルギ ー固定 価 格
買取制度 のスタ ート， 農地の みなし転 用の許可 等，さ まざま な経緯 があった 。  
 

表 3- 1  我 が 国 の 再生可 能エネ ルギー 政 策の経緯 と背景  
 
オ イ ル シ ョック と省エ ネルギ ー技術の 開発期  
1973   第 四 次 中 東戦 争勃発             
1974  第 一 次 オ イルシ ョック （原油 価格が $5.12 か ら $11 .65 に 上 昇 ）  
1974  サ ン シ ャ イン（ 新エネ ルギー 技術開発 ）計画発 足  
1979  イ ラ ン 革 命  
1980  第 二 次 オ イルシ ョック  
1980  新 エ ネ ル ギー総 合開発 機構 (NEDO)設 立  
1988  気 候 変 動 に関す る政府 間パ ネル ( IPCC )設 立  
1990  地 球 温 暖 化防止 行動計 画  
 
再 生 可 能 エネル ギー利 用への 政策的支 援期  
1993  ニ ュ ー サ ンシャ イン計 画発足  
1994  住 宅 用 太 陽光発 電補助 開始  
1997  地 球 温 暖 化防止 京都会 議開催  
2000  農 地 法 関 係事務 に係る 処理基 準につい ての農林 水産事 務次官 通知  
2001  グ リ ー ン 電力認 証機構 発足  
2002  エ ネ ル ギ ー政策 基本法 施行  
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2002  RPS 法 施 行 (電 力 会 社に 対して 再生可 能 エネルギ ー買取 を義務 化 )  
2005  ソ ー ラ ー シェア リング 発電特 許公開  
2009  太 陽 光 発 電の余 剰電力 買取制 度開始（ 10 年 間 ）  
 
東 日 本 大 震災の 発生に よる本 格的事業 展開期  
2011  東 日 本 大 震災発 生（ 3 月 11 日 ）  
 福 島 第 一 原子力 発電所 事故  
2011  電 気 事 業 者によ る再生 可能エ ネルギー 電気の調 達に関 する特 別措置

法  
2012  再 生 可 能 エネル ギーの 固定価 格買取制 度スター ト 2 )  
2013  営 農 を 継 続する 太陽光 発電設 備等につ いての農 地のみ なし転 用許可  
2014   農 山 漁 村 再生 可能エ ネルギ ー法施行  
2014   電 力 各 社 が系 統連系 回答保 留を発表  
     
（ 注 1） 小 林  信 一 .  2 0 1 4 .  『 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 政 策 史 』 を 参 考 に 筆 者 作 成  
（ 注 2）買 取 期 間 は ，太 陽 光（ 但 し ， 10kW 未 満 は 10 年 間 ），風 力 ，水 力 ，バ イ オ マ ス が

20 年 間 。 地 熱 発 電 が 15 年 間 で あ る 。  
 
 
第一項  オ イ ル ショッ クと省 エネルギ ー技術の 開発期 （ 1972～ 1990 年 間 ）  

 1973 年 10 月 ，第 四次 中東戦 争の勃 発により ，日本 の消費 者物価 指数は ，１
年間で 23%上 昇 ，第 一次オ イルシ ョッ クが勃発 して ，「狂乱 物価」という 造語 が
誕生した 。この 事態を 受け， 政府は 第 一次サン シャイ ン計画 を策定 し，新 エ ネ
ルギー産 業開発 機構を 設立し た。そ の後 ，1979 年 の イ ラン 革命に より，原油価
格が高騰 ，第二 次オイ ルショ ックが 起こ った。1980 年 に は ，新エ ネルギ ー開発
機構（ New Ene r gy  Dev e l o pment  O r gan iz a t io n  [NEDO]  現：独 立 行 政法人  新
エ ネ ルギ ー産業 技術総 合開発 機構） が 設立され ，新エ ネルギ ー関連 プロジ ェ ク
トが実行 に移さ れた。1988 年 に は ，国 際連合の 中に政 府間組 織とし て気候変 動
に関する 政府間 パネル ( IPCC )が 設 立 さ れ， 2 年 後 の 1990 年 に は 地球温 暖化 防
止行動計 画が公 布され た。こ の間， 自 動車の希 薄燃焼 技術， 家電の 省エネ 化 ，
ヒートポ ンプ利 用等が 始まり ，後の日 本の産業 競争力 を高め ること となった 。  
 
第二項  再 生 可 能エネ ルギー 利用への 政策的支 援期（ 1991～ 2010 年 間 ）  

 1997 年 に 開 催さ れた地 球温暖 化防止 京都会議（ COP3）で は ，GHG の 排 出量
を 1990 年 レ ベ ル に削減す ること が定め られた。 UNFCCC（ 2016） 6 3は ， 2016
年 3 月 24 日 に 京 都議 定書の 第一約 束 期間にお ける日 本の削 減目標 値が達成 さ
れたこと を発表 してい る。  
 2002 年 に は ，エネ ルギー 政策基 本法 6 4に よ り ，エ ネルギ ーに関 する「安 定供
給の確保 」，「環 境への 適合 」，「市場 原 理の活用 」等の 基本理 念が掲 げられ よ う
になった 。また 同法律 では， 国は「 エ ネルギー 基本計 画」を 定めな ければ な ら
ないこと，国際協 力の推 進，知識 の普 及につい ても規 定され た。同 年 6 月 に 公
布さ れ た 「電 気 事業 者 に よる 新 エネ ル ギー 等 の 利用 に 関す る 特 別措 置 法（ RPS
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法 ）」 6 5で は ，電 気事 業者に 対して ，一定 量以上の 新エネ ルギー 等を利 用して 得
られる電 気の利 用を義 務付け ること に より，新 エネル ギー等 の利用 を促進 す る
ことが目 的とさ れた。農地に おける 発電 事業とし ては，1998 年 よ り 山梨 県北杜
市におい て実験 的な発 電施設 が設置 さ れたが， 当時の 農地法 では， 農地に お け
る発電は 許可さ れてい なかっ たため， RPS 法 の 対 象施 設として は認可 されな か
った。  
 
第三項  東 日 本 大震災 の発生 による本 格的事業 展開期 （ 2011 年 以 降 ）  

 東 日 本 大 震災 は，2011 年 3 月 11 日 に 発 生し た東北 地方太 平洋沖 地震とそ れ
に伴って 発生し た津波 ，及 び余震 により 引き起こ された 大規模 地震災 害である 。
この地震 によっ て起こ った東 京電力 福 島第一原 子力発 電所事 故は， 炉心溶 融 ，
水蒸気爆 発等一 連の放 射性物 質の放 出 をともな った原 子力事 故で， 国際原 子 力
事象評価 尺度  ( INES )  に お い て レベル 7（ 深 刻 な事故 ）に 分類さ れた 。本島（ 2011）
6 6は ， 東 日 本 大 震災 は 東北 地 方を 中心 と して 我 が国 の農 林 水産 業 に１兆 7,52 2  
億 円 の 被 害を及 ぼし，その内 訳は農 業 で  7 , 412  億 円 ，水 産で  8 , 952  億 円 ，林
野で  1, 157  億 円 に 及 んで いると してい る。現段 階で，福島原 発関連 の被害 額の
最終的な 集計は なされ ていな いが， 放 射能汚染 は長期 にわた るため ，その 累 計
被害額は 相当な 規模に なると 推察され る。  
 
第四項  ソ ー ラ ーシェ アリン グの発明  

 CHO 技 術 研 究所 の長島 彬氏は ，農機 具メーカ ーで開 発に従 事し，定年後に「 光
飽和点」 の概念 に着想 を得て ，太陽 光 発電の設 置スペ ースの 確保と 農業に お け
る生産性 を両立 させる「 ソーラ ーシェ ア リング」技術を考 案した 。この 技術は ，
2003 年 ，2004 年 に 特 許 出願さ れ，2005  年 に 特 許 公 開とな った（特 許公 開 2005
－ 277038）6 7。 し か し ，長 島氏は この我 が国に生 まれた 技術を ，誰も が，ま た
何処の国 でも使 用でき るよう に無償公 開してい る。  
 
第五項  再 生 可 能エネ ルギー 固定価格 買取制度 のスタ ート  

 再 生 可 能 エネ ルギー の固定 価格買取 制度は， 2012 年 7 月 1 日 ， 再 生可 能 エ
ネルギー 源（太 陽光， 風力， 水力， 地 熱，バイ オマス ）を用 いて発 電され た 電
気を，国 が定め る固定 価格で 一定期 間，電気事業 者に調 達を義 務づけ る（ Feed -
in -Ta r i f f＝ F IT と 呼 ば れる） もので ， それまで の余剰 電力の みを買 い取る制 度
に代わる ものと してス タート した。  
 資 源 エ ネ ル ギー庁 （ 2012） 6 8は ， 電 気 事業者が 調達 した再 生可能 エネ ルギー
電気は， 送電網 を通じ て普段 使う電 気 として供 給され ，電気 事業者 が再生 可 能
エネルギ ー電気 の買取 に要し た費用 は ，電気料 金の一 部とし て使用 電力に 比 例
した賦課 金とい う形で 国民が 負担す る としてい る。再 生可能 エネル ギーの 固 定
価格買取 制度に よる買 取契約は 20 年 間 と なっ ており ，買取 価格の 設定も再 生
可能エネ ルギー による 発電が 促進さ れ るように 高めの 設定と なって いる。 つ ま
り，一度発 電を開 始すれ ば，20 年 間 に 渡り売電 収入が 得られ る一方，売電契 約
者は 20 年 間 の 電力供 給義務 を負う こと になる。  
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第六項  農 地 の みなし 転用の 許可  

 2013 年 3 月 31 日 ，農 林 水産省は 農 村振興局 長名で，太陽光 発電設 備等の 農
地転用許 可取扱 いにつ いて通 達 2 6 を 出 し た 。この 通達は，営農型 発電設 備（ ソ
ーラーシ ェアリ ング発 電）を 一定の 条 件下で認 める趣 旨のも ので， 申請者 に 対
して，  

①  営農型発 電設備 の支柱 の基礎 部分につ いて，農業委 員会よ り一時 転用許 可
を受ける ものと する。そ の際，支 柱は簡 易な構造 で容易 に撤去 できる もの
で，転用許 可期間 を 3 年 間 以内と し，以 下に示す ような 問題が ない場 合に
は再許可 を受け ること ができ る，  

②  営 農 型 発 電 設 備 の 下 部 の 農 地 に お い て 生 産 さ れ た 農 作 物 に 係 る 状 況 を 毎
年報告し ，必要 な知見 を有す る者の確 認を受け ること ，  

③  営農型発 電設備 の下部 の農地 における 単収が ，同じ 年の地 域の平 均的な 単
収と比較 して概 ね 2 割 以 上減少 しない こと，  

④  営 農 型 発 電 設 備 の 下 部 の 農 地 に お い て 営 農 の 適 切 な 継 続 が 確 保 さ れ な く
なった場 合など ，あ るいは 営農型 発電設 備を改築 又は発 電事業 を廃止 する
場合には ，  遅 滞 な く報告 するこ と，  

⑤  営農型発 電事業 が廃止 される 場合には ，支柱を含 む当該 設備を 速やか に撤
去し，回 復する こと，  

 と い う ，  5 点 の 条 件 を課し ている 。  
こ の「 農 地のみな し転用 許可」につい ては，青 地・甲種 農地・第 1 種 を 含む

すべての 農地が 対象と なって いる。 ソ ーラーシ ェアリ ング発 電は営 農の継 続 が
前提とな るため ，第 2 種・第 3 種 農 地 を転用し 営農を 行わな い「 野立て 太陽 光
発電」と は全く 別の概 念であ る。  
 農 林 水 産 省 （ 2017） 6 9は ， 本 通 達以 降 のソーラ ーシ ェアリ ング発 電の 実績を
2013 年 度 が 97 件 （ 下 部の農 地面積 の 合計は 19 .6ha）， 2014 年 度 が 304 件
（ 60 .5ha），2015 年 度 が 374 件（ 72 .0ha）で あ るとして いる。農 地を転 用して
太陽光発 電を行 なった 件数が ， 2015 年 度 ま でに 2 万 8,818 件 ， 転 用許可 面積
5,464 . 4ha に の ぼ る こ と と 比 較 す る と ， ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ 発 電 は 件 数 で
2.6%， 面 積 で 2.8%と 非 常 に低 迷して い ることが 示され ている 。  
 
第七項  農 山 漁 村再生 可能エ ネルギー 法の成立  
国会は，再 生可能 エネル ギーの 地域利 用 を促進さ せるた めに ，「農林 漁業の 健

全な発展 と調和 のとれ た再生 可能エ ネ ルギー電 気の発 電の促 進に関 する法 律 」
(農 山 漁 村再生 可能エ ネルギ ー法， 以下 農村再エ ネ法 )を 2013 年 11 月 15 日 に
成 立 (2014 年 5 月 1 日 施 行 ) 7 0さ せ た 。本 法律は，農 村地域 の資源 を農業 との 調
和を図り ながら 再生可 能エネ ルギー 発 電に活用 し，売 電収益 の地域 還元や 再 生
可能エネ ルギー 電気の 地域利 用等を 通 じ，農業 ・農村 の所得 向上等 による 地 域
の活性化 に結び 付ける ことを 目指し て いる。前 年の農 地のみ なし転 用によ る 営
農型発電 設備（ ソーラ ーシェ アリン グ 発電）が ，個々 の農業 従事者 に対す る 施
策であっ たに対 して， 本法律 では地 域 で協議会 等を設 置する ことに より農 山 漁
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村 に お け る再生 可能エ ネルギ ー利用 促 進と農林 漁業上 の土地 利用等 との調 整 を
適正化し ，農山 漁村の 農業振 興に資 す るような 再生可 能エネ ルギー 発電事 業 を
促進する ための ものと されて いる。  

農 林 水 産 省・経 済産業 省・環境 省（ 2014） 7 1は ， 農 村 再 エネ法 の実施 に当た
り，基本 方針と して，  

①  農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の
促進によ る農山 漁村の 活性化 の意義及 び目標に 関する 事項と して，農 林業
業の有す る機能 の発揮 に支障 を来さな いよう ，経済 的・社会的 な利益 や関
係者の気 運の高 まりに より， 農山漁村 の自律的 発展を 図って いくこ と，  

②  農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の
促進のた めの施 策に関 する基 本的事項 として ，農林 水産省 は，基本計 画作
成促進の ための 各種施 策の充 実・助言，モデル事 例の紹 介，木質バ イオマ
ス・小水力 発電等 の普及 による 再エネ の 地産地消 の推進 等の政 策的支 援を
行なうこ と，  

③  農 林 地 並 び に 漁 港 及 び そ の 周 辺 の 水 域 の 農 林 漁 業 上 の 利 用 と 再 生 可 能 エ
ネルギー 電気の 発電の ための 利用と調 整に関す る基本 的事項 として，荒廃
農地を含 めた未 利用地 の優先 的利用，保安林の 保護，漁港・水域の 保全と
支障のな いこと ，  

④  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 と 併 せ て 行 う 農 林 地 の 農 林 業 上 の 効
率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 そ の 他 の 農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 に 資 す る 取
り組みの 促進に 関する 基本的 事項とし て，関係農 林漁業 者やそ の組織 する
団体との 調整，また，農林地 の農林 業上 の効率的 かつ総 合的な 利用の 確保 ，
農林漁業 関連施 設の整 備，農林漁 業者の 農林漁業 経営の 改善の 促進 ，農林
水 産 物 の 生 産 又 は 加 工 に 伴 い 副 次 的 に 得 ら れ た 物 品 の 有 効 な 利 用 の 推 進
等，具体 的な例 示，  

⑤  その他の 基本計 画の作 成に関 する基本 的事項と して ，意義 の明確 化，構成
員に農業 委員会 ，原 料供給 を伴う 場合の 農林漁業 者や事 業者 ，ファ イナン
スの実務 的な知 見を有 する者 等を含め ること，大 臣等に よる適 切な時 間内
での認可 ，発 電設備 撤去の 際の費 用，土 地等の原 状回復 等を基 本計画 に織
り込むこ と，  

⑥  自 然 環 境 の 保 全 と 調 和 そ の 他 の 農 山 漁 村 に お け る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電
気の発電 の促進 に際し 配慮す べき重要 事項とし て，自然環 境との 調和 ，景
観の保全 ，歴史 的風致 の維持 及び向上 ，  

を 定 め て いる。  
農 林 水 産 省は，この 法律に 基づく 事業に 対する目 標とし て，2018 年 度 に ，全

国で 100 地 区 以 上の 事業の 開始と ，取 り組みに 着手し ている 地区が 全国 で 200
地 区 以 上 と定め ている が， 2018 年 3 月 末 時 点で の基本 計画作 成済み 地区は 47
地 区 と な ってお り，既 に発電 事業を 開 始してい る地区 は ，筆 者のヒ アリン グ に
よると 4 自 治 体の みとな ってい る（因 みに，農林 水産省 は，2018 時 点 で ，事 業
開始地区 のデー タを公 開して いない ）。同法に基 づく再 エネ発 電事業 は，民間 事
業者によ るもの に比べ ，事業 開始ま で の時間を 要して おり， 今後， 事業を よ り
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迅 速 か つ スムー スに進 めるた めの追 加 の施策や 制度の 改善が 望まれ る。な ぜ な
ら ， 事 業 開 始 ま で の リ ー ド タ イ ム の 長 期 化 は ， 資 本 的 支 出 （ Cap i t a l  
Expend i t u re：CAPEX）の 増 加 を意味 し ，事業収益 性の低 下を招 くため である 。  

ま た ， 本 法 律 の 成 立 に 関 連 し て ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ 発 電 を 開 始 し た 自 治
体・地域 は，ま だない 。  

 
 

第三節  我 が 国 の再生 可能エ ネルギー の現状  
 
第一項  再 生 可 能エネ ルギー の緩やか な拡大  
再生可能 エネル ギーの 導入状 況を FIT 法 導 入 以 前と FIT 法 導 入 以降 で比較 す

ると，全体の 発電量 に占め る再エ ネの割 合は，2011 年 度 に おけ る２ .7％（ 水 力
発電を含 めた場 合に は 10.8%）か ら ，2016 年 度 ７ .8％（ 水 力発電 を含め た場合
には 15 .3%） に 増 加した 7 2。 し か し ，電 力会社の 系統に 接続す る際の 空き容 量
の問題， 非常に 煩雑な 許認可 手続き ， 我が国と しての 再エネ に対す る展望 が 欧
米・中国 に比べ 明確で ないこ と等か ら ，再エネ 発電事 業の拡 大は緩 やかに 進 ん
でいる。 この点 につい ては， 脱炭素 社 会を構築 するた めにも ，より 積極的 な 政
策が待た れる。  
 
第二項  太 陽 光 発電  
太陽光発 電は，固定価 格買取 制度以 降 では導入 量・認定量と も最大 で再生 可

能エネル ギー全 体の 9 割 を 占め る。資 源エネル ギー庁（ 2017） 7 3は ，2012 年 7
月 か ら 2016 年 11 月 ま で の導 入量 を 3,155 万 kW と し て いる。その内 訳は，全
体の 83%が 産 業 用 太陽光 発電で あり， 住宅用太 陽光発 電は 17%程 度 で ある。  

太 陽 光 発 電につ いては ，コス ト低減 が 大きな課 題とな ってい る。資 源エネ ル
ギー庁（ 2016）7 4は ，欧 州 に おける 太陽光 発電シス テム費 用が 15 .5 万 円 /kW で
あ るに対 して， 日本で は 2016 年 時 点 におい て 28.9 万 円 /kW と な っ て おり ，
約 2 倍 の 水 準にあ るとし ている 。コス ト高の原 因につ いては ，太陽 光発電 モ ジ
ュールそ のもの が国際 流通商 品である にも拘ら ず，海 外に比べ 1.7 倍 （ 住 宅 用
太陽光発 電モジ ュール では 3 倍 ） の価 格差があ るとし ている。また，日 本特 有
の災害対 策，山 林の伐 採抜根 ，治水対 策等のた め工事 費・架 台費用が 2.1 倍 で
あ る。  

買 取 価 格 につい ては，調達価 格算定 委 員会で年 度ごと に策定 してい る。こ れ
までは通 常要す る費用 を基礎 に「効率 的 な」費用 水準を決 定して いる。つまり ，
前 年 度 に 稼 働 し た 発 電 設 備 の 安 価 な も の か ら 上 位 25%を 想 定 値 と し て シ ス テ
ム費用を 決定し ている 。この 価格に 土 地造成費 ，接続 費，運 転維持 費，土 地 賃
借料，設備利 用率等 につい ても想 定値を 決定し ，この 合計に 内部収 益率（ IRR）
が 5%（ 2015 年 6 月 30 日 ま で は 6%）と なるよ うに買 取価格 の決定 を行って い
る。 7 5  

資 源 エ ネ ルギー 庁（ 2016） 3 7 は ，今 後 再エネの 割合が 増加す るに従 い，賦課
金の増加 による 国民負 担が増 えること や FIT 認 定 を 受 けても 発電を 開始し な い
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ケ ー ス が 30 万 件 を 超 えたこ とから，2017 年 4 月 に 改 正 FIT 法 を 施 行 した。こ
れにより FIT か ら の 自立 を目指 し，非 住宅用太 陽光発 電では 2020 年 に は 発電
コスト 14 円 /kWh，2030 年 に は 発電コ スト 7 円 /kWh を ，住 宅用太 陽光発 電に
おいては， 2019 年 で FIT 価 格 が 家庭用 電気料金 並みに， 2020 年 以 降 ，早 期に
売電価格 が電力 市場価 格並み を実現す ることを 目標と して定 めた 7 6。  

さ ら に 2MW 以 上の事 業用太 陽光発 電に おいては ， Pay as  B id 方 式 と 呼 ばれ
る応札価 格を調 達価格 とする 方式の入 札制度を スター トさせ た 7 7。現 段 階 で は ，
試行期間 とし て 2017 年（ 1 回 ），2018 年（ 2 回 ）の 入札が 行われ る予定 である
が，第一 回では 500MW 募 集容量に 対 する入札 を行っ たもの の， 141MW の み
が落札さ れ，さ らに落 札確定 容量は 1/10 以 下 の 41MW7 8と な っ て おり ，今後 ，
制度の改 善が望 まれて いる。  

一 般 社 団 法人太 陽光発 電協会 （ 2018） 7 9が ， 2017 年 11 月 末 に 会員 企業 46
社 中 太 陽 光発電 事業者 連絡会 ，公共産 業部会に 参加する 23 社 に 行 ったア ン ケ
ートでは ，入 札に参 加しな い理由 として ，接続 契約・入札 保証金 没収要 件が 26%，
事 業 実施 の場 所 26%，系 統 の 空き容 量 23%，上 限価 格 16%と な っ てい る。具体
的な理由 として は，電 力会社 との協 議 が必要と なる系 統接続 の検討 にかか る 期
間が長く ，落札 から 3 ヶ 月 での 接続契 約完了が 予見困 難であ ること ，接続 契 約
を締結で きない 場合， 2 次 保 証金が 没 収となる こと， 入札条 件その ものも接 続
契約との 関係な ので予 見が困 難であ る ことが挙 げられ ている 。この 課題に 対 し
て，系統 制約改 善（日 本版コ ネクト &マ ネージ等 ）によ る接続 予見性 改善を 要望
する回答 もあっ た。メ ガソー ラーの 開 発の見通 しにつ いては ，回答 社の 90%以
上 が 開発 継続の 意欲が あると している 。また，開発継 続のた めの要 望とし ては，
系統接続 の見直 し 28%，入 札 要件の 見 直し 26%，土 地 の規制 緩和 24%，条 件 価
格の引き 上げ 20%と な っ ている が，電 力会社と の系統 接続契 約に起 因する 問 題
と土地取 得に関 する問 題に大 別される 。  
 
第三項  風 力 発 電  
日本にお いては 未だ発 電量の 少ない風 力発電だ が，世界的 には再 生可能 エネ

ルギーの 主た る電源 の一つ であ る。一 般社団法 人日 本風力 発電協 会（ 2018） 8 0

は ， 2017 年 末 に お ける風力 発電の 導入 量は 2,225 基 ， 設 備容 量 340 万 kW と
し ている。一方，世 界にお ける風力 発 電の発電 容量 は 5 億 3 ,958 万 kW と な っ
ており，中国が 世界の 累計発 電容量 の 35%を 占 め ている のに対 して ，日本 の発
電量は 0.63%に 過 ぎ ない 8 1。  

資 源 エ ネ ルギー 庁（ 2017）8 2は ，日 本 の 導入量 は 2015 年 時 点 で 世界 第 18 位
で あ り， 諸外国 に比べ 平地が 少なく 地 形も複雑 なこと ，電力 会社の 系統に 余 力
がない場 合があ ること 等の理 由から ， 風力発電 の設置 が進み にくい といっ た 事
情がある として いる。 また， 出力の 不 安定な風 力発電 の大規 模導入 が，電 力 系
統に及ぼ す影響 を緩和 すべく ，出力 の 安定化や 系統の 強化が 課題と なって い る
としてい る。  

一 方 ，安田（ 2017） 8 3は ，電 力 広域 的運 営推進機 関（ OCCTO）で 公開さ れて
いる送電 線運用 容量デ ータ及 び実潮流 データと ，「地 内基幹 送電線 運用容 量・予
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想 潮 流（ 実績 ）」及び「地内 基幹潮 流実 績」デ ータを 用いて ，日本 の送電 線が全
国平均 で 19.4%し か 利 用さ れてい ない ことを示 した 。そこ で，資源エ ネルギ ー
庁（ 2017） 4 0 で は ，再 生可能 エネル ギ ーの中で も相対 的にコ ストの 低い風力 発
電の導入 を推進 するた め，電 力会社 の 系統受入 容量の 拡大や ，広域 的な運 用 に
よる調整 力の確 保に向 けた対 策や，通 常 3～ 4 年 か か ると想 定され る環境 ア セ
スメント の手続 き期間 を，概 ね半減 ま で短縮す ること を目指 した取 り組み を 行
っている 。  
 
第四項  バ イ オ マス発 電  
バイオマ スとは ，バイ オ（ 生物 ）＋マス（まと まった量 ）か らなる 合成語 で，

生物由来 の物質 の総称 である 。バイ オ マスエネ ルギー といっ た際に は ，化 石 燃
料・資源 を含ま ない， 動植物 に由来 す る有機物 で，エ ネルギ ー源と して利 用 可
能なもの をいう 。特に 植物由 来のバ イ オマスは ，大気 中の二 酸化炭 素を吸 収 し
ながら成 長する ため ，光合成 で吸収 し た CO2＝ 燃 焼 時に排 出す る CO2 と さ れ る
ことから ，「カー ボンニ ュート ラル 」な エネルギ ーとさ れる 。原料 の性状 や取扱
形態から 大きく 二種類 に分け られる 。 すなわち ，木材 ，林地 残材（ 間伐材 ・ 被
害木等 ），製材等 残材，藁籾殻 類，資源 作物，飼料作 物，デ ンプン 系作物 等の未
利用バイ オマス ，家畜 糞尿， 食品廃 材 ，建設資 材廃棄 物，紙 ，製紙 業にお け る
黒液，下 水汚泥 ，生ご み等の 廃棄物 系 バイオマ スであ る。固 定価格 買取制 度 を
利用する 場合に は，原料の 由来の 証明 が必要で あり，林野 庁（ 2012） 8 4は ，「 発
電利用に 供する 木質バ イオマ スの証 明 のための ガイド ライン 」にお いて， 木 質
バイオマ ス資源 に対す る識別 ・証明の 運用方法 を規定 してい る。  
 

1 )   木質バイ オマス 発電  
林野庁（ 2015）8 5は ，森 林 資源は 人工林 を 中心に毎 年約１ 億㎥増 加して おり，

現在の蓄 積量は約 49 億 ㎥ で ， 木材の 総 需要量は 年間 7,400 万 ㎥ 程 度 あると し
ている。そ のうち，国 産材利 用量 は 2,100 万 ㎥ 程 度で推 移して おり，自給 率は
2004 年 の 18 .5%か ら は 2015 年 時 点 で は若干上 向き 34 .8%と な っ て いる。 ま
た，未 利用間 伐採等 は毎 年 2,000 万 ㎥ 程 度発生 してい るもの の，ほとん ど利 用
されてい ない。  
 資 源 エ ネ ルギ ー 庁（ 2017） 8 6は ，「 長 期エ ネル ギ ー需 給 見通 し (エ ネ ル ギー
ミックス )」（ 2015）8 7に お い て ，2030 年 度 時 点の バイオ マス発 電設備 の容量
を 602 万 kW～ 728 万 kW（ う ち ，木質 バイオマ ス発電 は 274～ 400 万 kW）
と してい るとこ ろ，2017 年 3 月 時 点 で バイオマ ス発電 の FIT 認 定 量 が 1,242
万 kW に 達 して いるこ とを明 らかに し ている。 また， 木質バ イオマ ス発電の
認定量が 2017 年 9 月 時 点 で 1,599 万 kW と な ってお り，す でにエ ネルギ ー
ミックス で想定 した 2030 年 度 の 導 入水 準の 3 倍 を 超 える状況 となっ ている 。 

林 野 庁（ 2016）8 8は ，「 森 林・林 業基本計 画」にお いて，2016 年 時 点 で 200
万 ㎥ で あ った木 質バイ オマス の燃料材 を，2020 年 に は 600 万 ㎥ ，2025 年 に
は 800 万 ㎥ と する目 標を立 ててい る。しかし国 産材に ついて は，林 業従事 者
の減少と 高齢化 ，間伐 材等の 搬出コ ス ト，林道 整備， 所有者 不明林 地の扱 い
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等 ，問 題 は山 積して いる 。FIT 法 に お い ては，2018 年 度 よ り一 般木材 等とバ
イオマス 液体燃 料が区 分され た結果 ， 一般木材 等，バ イオマ ス燃料 ，バイ オ
マス由来 メタン 発酵ガ ス，間伐材 等由来 の木質バ イオマ ス，建築資 材廃棄 物，
一般廃棄 物・そ の他の バイオ マスに細 分化され た 8 9。  

 
2 )   バイオガ ス発電  

資源エネ ルギー 庁（ 2016） 9 0は ，バ イ オ ガス発電 の 2030 年 度 に おける 導入
見込み量 は 16 万 kW と し てい る。 2017 年 9 月 時 点 でのバ イオガ ス発電 の
FIT 導 入 件 数 は 121 件 ， 出 力は 約 3.8 万 KW で あ り， 2030 年 時 点 での 見込
み量の約 24％ と い う 状況で ある 。ＦＩ Ｔ認定に ついて は，認定件 数は 257 件 ，
認 定出力 は約 10.3 万 kW で あ り， 目 標数値の 達成の ために は更な る導入の
推進が必 要な状 況であ る。  
バ イ オ ガ ス事業 推進協 議会（ 2017）9 1は ，バ イ オガス 発電事 業の特 徴とし て，

プラント 建設に ，計画 から地 元合意 ， 各種許認 可，建 設工事 ，完成 までの リ
ードタイ ムが長 いこと を挙げ ている 。 バイオガ ス発電 プラン トは， メタン 発
酵設備以 外に， 前段の 発酵不 適物を 分 別する前 処理設 備，メ タン発 酵後の 消
化液の液 肥利用 設備， 消化液 排水処 理 設備，脱 臭設備 等周辺 設備の 準備が 必
要である ことも 特徴で ある。 バイオ ガ ス発生量 の不安 定さに 起因す る逆潮 流
対策等， 電力会 社より 求めら れる系 統 接続にお ける追 加的費 用やバ イオガ ス
施設の大 きな課 題であ るメタ ン発酵 を 行った後 の消化 液処理 につい ても， 事
業に含め る必要 がある ことを 挙げてい る。  
バ イ オ ガ ス 発 電 は ベ ー ス ロ ー ド 電 源 と な り う る 安 定 的 な 発 電 方 法 で あ り ，

有機性廃 棄物の 適正処 理やコ ストの低 減に資す るとと もに， 高い GHG 削 減
効果を有 する等 の長所 を有し ており ， 自立分散 型電源 の構築 ，循環 型社会 の
形成，及 び地域 振興に 資する 取組と し て，全国 各地で 注目が 集まっ てきて い
る。一方，我 が国で は燃料 となる 廃棄物・排泄物の 運搬 ，貯 蔵等の 観点か ら，
バイオガ ス製造 プラン トが個 々の事 業 所近辺に 設置さ れるた め，欧 米に比 べ
ると農場 規模が 小さい 結果， 発電事 業 規模が小 さくな り経営 効率が 悪い。 ま
た，ガス の製造 過程で 硫酸を 始めと す る腐食性 物質が 発生す ること から， メ
ンテナン スコス トが想 定以上 にかか る ，バイオ ガス製 造プラ ントの 耐用年 数
が短い等 ，採算 性に課 題を抱 える発電 所も多い 。  
 
第五項  中 小 水 力発電  
水力発電 は，古 くから 利用さ れてい る 再エネを 利用し た発電 方式で ある。既

に成熟技 術であ るため ライフ サイク ル コストが 安価で あり， エネル ギー変 換 効
率が 80%と 通 常 の ランキ ンサイク ル（ Rank ine  Cyc le≒蒸 気 サ イ クル） の 2 倍
以 上と高 く，ライ フサイ クル CO2 に 優 れ ，太陽光 発電や 風力発 電と比 較して 安
定的に電 力供給 できる という 優れた 特 徴がある 。また ，再エ ネ電源 である だ け
でなく， 応答性 が速い 水力発 電の特 徴 を活かし た揚水 発電に より， 太陽光 ， 風
力等のボ ラティ リティ ーの高 い再エ ネ 電源のバ ッファ ー電源 となり えるこ と か
ら，重要 な電源 と位置 付けら れる。 一 方，中小 水力発 電につ いては 未だ開 発 が
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進 ん で い ないた め，ポ テンシ ャルがあ る状況で ある。  
一 般 水 力 及び揚 水を含 む全水 力発電 （ 中小水力 発電を 含む） の設備 容量は ，

2010  年 度 末 で 4,811 万 kW9 2だ っ た が ，FIT 法 施 行 以降 中小水 力発電 も増加 し
たため， 2018 年 1 月 末 時 点で 4,956 万 kW9 3と な っ た 。 2030 年 の エ ネル ギー
ミックス におけ るシナ リオは，4,847～ 4,931 万 kW と な っ ており ，中小 水力発
電の開発 がそれ ほど進 んでい るとい う 状況では ないに も拘ら ず，す でに想 定 値
以上の設 備容量 となっ ている 。  

小 水 力 発 電の定 義につ いては ，各国 あ るいは機 関によ って異 なり，明確な 統
一的な定 義はな い。 C.  Penche  e t  a l .（ 2005 ,  E SHA） 9 4は ， ポ ル ト ガル， スペ
イン，ア イルラ ンド ，ギリ シャ，ベルギ ー，欧州 小水力 連盟（ Europe an Smal l  
Hydropwe r  As so c ia t io n： ESHA）， 欧 州委員会 （ Europe an  Comi tee :  EC）， 国
際発送配 電事業 者連盟 （ In te rna t i ona l  Un ion o f  P roduce rs  and  D i s t r i bu to r s  
o f  E le c t r i c a l  Ene r gy：UNIPEDE）等 で は，1 万 kW ま で の 設備容 量を小 水力発
電として いる。 我が国 の FIT 法 に お い ては， 3 万 kW 未 満 を固定 価格買 取制度
の対象と してお り，新エ ネルギ ー利用 等の促進 に関す る特別 措置法（ 1997）で
は ，1,000kW 以 下 を小水 力発電 と定義 している。実際 の FIT 法 で は ，200kW 未
満 ，1,000kW 未 満 ，5,000kW 未 満 ，30,000kW 未 満 で 買取価 格の区 分をし てい
る 9 5。  

環 境 省（ 2011）9 6は ，中 小 水力発 電の国 内 賦存量を 河川部 で 1,654 . 6  万 kW，
農 業用水 路で 32 .5  万 kW，  導 入 ポ テ ンシャル につい ては， 河川部 で 1,397 .8
万 kW， 農 業 用水路 で 29 .9 万 kW と 試 算してい る。ま た， FIT 法 を 想 定し た買
取価格（ 15 円 /kW， 20 円 /kW），買取 期間（ 15 年 ， 20 年 ），技 術革新（ 50%の
設 備 と 20%の 土 木 工事 費のコ ストダ ウ ン）及び PIRR≧8%を パ ラ メータ として ，
4 案 の シナリ オを設 定した うえで，河川 部で  90 万 ～ 406 万 kW，農 業用 水路で
16 万 ～ 24 万 kW の 導 入が 可能と試 算 している 。環境 省の IRR の 想 定 値は 8%
で あ るが ， FIT 法 に お ける 調達価 格算 定委員会の IRR の 想 定 値が 5%で あ る こ
とを考慮 すれば ，導入 可能容 量がさら に増大す ると推 量され る。  

中 小 水 力 発電は ，一旦 稼働す れば低 い ランニン グコス トで発 電する ことが で
きるもの の，流量・落差の 実測の 必要 性，基礎調 査段階 におけ る 1 年 間 の流 況
データの 蓄積（実 施段階 では原 則 10 年 間 程 度の データ）の必要 性があ り，河 川
法等によ り水利 権の許 認可手 続きに 時 間を要し ，河川 等での 工事や 取水に よ る
周辺環境 や生態 系への 影響を 考慮す る 必要があ る。ま た，発 電設備 以外に ， 取
水～送水 ～放流 のため の土木 工事に よ る事業費 の増加 ，特に ，小水 力発電 で は
発電電力 量あた り建設 単価が 高くな る こと，事 業化に 際して の地元 との調 整 の
必要性， 水路を 流れて くる木 の枝・ 枯 葉・ゴミ 等の除 去を含 む維持 管理の 問 題
等，水と 物理的 な落差 を利用 する水 力 発電特有 の導入 阻害要 因が従 来から 知 ら
れている 。  

ま た 従 来 では， 原子力 発電所 の夜間 の 余剰電力 を吸収 する仕 組みと して採 用
されてい た揚水 発電が ，太陽 光発電 に おける昼 間のピ ーク電 力を吸 収する 方 法
として注 目され ている 。昼間 あるい は 余剰電力 発生時 に揚水 運転を 行い， 夜 間
に水力発 電を行 うこと で，再 エネ発 電 のボラテ ィリテ ィーを 吸収す ること が で
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き る 。揚 水ロス とし て 32%の エ ネ ルギ ーを消費 するが ，エネ ルギー 変換効 率 が
高く，発 電単価 が安価 で，加え て CO2 を 一 切 発 生しな いこと から，脱炭素 社 会
において は価値 の高い 発電方 式である 。  

 
第六項  地 熱 発 電  
地熱発電 とは，地表か ら地下 深部に 浸 透した雨 水，地 表水等 が地熱 によっ て

加熱され ，高温 の熱水 ・蒸気 として 貯 えられて いる地 熱貯留 層から ，坑井 に よ
り地上に 熱水・ 蒸気を 取り出 し，タ ー ビンを回 して電 気を起 こす発 電方式 で あ
る（エネル ギー白 書 2017） 9 7。燃 焼 さ せ ることな く地球 の持つ 熱を利 用する た
め CO2 の 排 出 がなく，環境適 合性に 優 れ，低廉で 安定的 な発電 が可能 なベー ス
ロード電 源であ るとさ れてい る。日 本 の地熱資 源は， アメリ カ，イ ンドネ シ ア
に次いで 世界 第 3 位 で ，2,347 万 kW を 有 すると されて いるも のの，2015 年 度
末 には 52 万 kW あ っ た発 電設備 容量が 2018 年 1 月 に は 46 万 kW と 一 割以上
も減少し ており ，地熱 発電の 難しさを 象徴して いる。  

ま た 近 年 ，オー ガニッ クラン キンサ イク ル（ Organ i c  Rank i ne  Cyc le：ORC）
発 電 ，あ るいは バイナ リー発 電（ Bina r y  Powe r  Gene r a t i on） と 呼 ばれる 低沸
点 （ 100℃ 以 下 ） の 媒 体を 利 用 す る 発 電 方 法が 注 目 を 集 めて い る 。 熱 源と し て
は，高温・高圧 の熱水 ，水蒸 気等で はな く，より 低い温 度（ 80～ 150℃ 前 後 ）の
温泉水， 熱水等 で発電 が可能 である が ，国内計 画され ている プロジ ェクト の ほ
とんどは ，発電 規模が 小さい ため採算 性の確保 が容易 ではな い。  

新 エ ネ ル ギー・ 産業技 術開発機 構（ 2017） 9 8は ， 地 熱 発 電の開 発コス トに関
する課題 として ，リー ドタイ ムが通常 10 年 以 上 と 長い， 調査・ 開発段 階で，
多数の坑 井を掘 削する 必要が ある， 熱 源地が基 幹送電 線から 離れた 場所に あ る
等の要因 により 資本的 支出が 大きく な ることに 加え， 運転よ る坑井 管内壁 へ の
シリカス ケール の付着 から蒸 気生産 井 や還元井 の減衰 を招き ，追加 的に 補 充 井
の掘削が 必要と なる等 の点で あると し ている。 その他 ，正確 な坑井 掘削位 置 ，
地熱貯留 層の把 握の不 確実性 等の開発 リスクや ，熱 源地 の 80%以 上 が 国立 公 園
の特別保 護地区 ・特別 地域内 に存在 す ることに よる， 厳格な 自然環 境との 調 和
が求めら れるこ とが既 知の課 題として 知られて いる。  

 
 

第四節  我 が 国 の再生 可能エ ネルギー 主電源化 への見 通し  
 
現 在 ， 2012 年 の FIT 法 の 施 行か ら 6 年 目 とな るが， 日本に おける 再生エネ

ルギー利 用は進 んでい るとは いい難 い 状況であ る。第 一に， 政策な 位置づ け が
曖昧であ る。第 三次エ ネルギ ー基本 計 画（ 2010）に お い ては，①資源 小国で あ
る我が国 の実情 を踏ま えつつ ，エネ ル ギー安全 保障を 抜本的 に強化 するた め ，
エネルギ ー自給 率及び 化石燃 料の自 主 開発比率 をそれ ぞれ倍 増させ ，これ ら に
より，2030 年 の 自 主 エネル ギー比 率を 約  70％ と す る。②電源 構成に 占めるゼ
ロ・エミッシ ョン電 源（ 原子力 及び再生 可能エネ ルギー 由来 ）の比 率を 2030 年
に 約  70％（ 2020  年 に は 約  50％ 以 上 ）とする。③「暮 らし 」（家庭 部門）の エ
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ネ ル ギ ー 消費か ら発生 する  CO2  を 半 減 さ せる 等，EU に お ける 政策 や IPCC の
報 告 書， IEA の 提 言 を 踏まえ た内容 と なってお り， エ ネルギ ーの内 製化と脱 炭
素社会へ の積極 的な姿 勢が読 み取れ る 。しかし ，福島 第一原 発事故 を教訓 と す
べき第四 次エネ ルギー 基本計 画（ 2014）に お いて は，原 子力政 策の再 構築と し
て，原子 力発電 の積極 活用を 柱とす る 計画に変 更され た。多 くの世 論調査 に よ
り国民の 過半数 が再稼 働に反 対であ っ た中で， この計 画が進 められ たため ， 相
対 的 に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 位 置 づ け が 曖 昧 と な り ， 均 等 化 発 電 原 価
（ Leve l i z ed  Cos t  O f  E le c t r i c i t y :  LCOE） の 高 さと出 力のボ ラティ リティ の大
きさが強 調され ること となっ た。第 五 次エネル ギー基 本計画（ 2018）で は ，原
子力発電 の稼働 割合は 第四次 エネル ギ ー基本計 画を踏 襲して いるも のの， よ う
やく再生 可能エ ネルギ ーの主 力電源 化 が明記さ れ，脱 炭素社 会への 端緒が 開 か
れたとこ ろであ る。  

こ の 間 に お け る 電 力 網 と 電 力 シ ス テ ム の 分 散 化 と ネ ッ ト ワ ー ク 化 に 対 す る
業界の抵 抗は大 変大き いもの であった 。安田（ 2017）が 明 ら かにし た日本 の 送
電線が全 国平均 で 19.4%し か 利 用 され ていない という 事実は，G.Des vaux  e t  a l .
（ 2015）が 指 摘す る，日本企 業の労 働 生産性と 投資生 産性の 低さを 象徴する も
のである 。今後 は，第 五次エ ネルギ ー 基本計画 に沿っ た形で ，電力 系統の 中 立
性が担保 され， 設備容 量の合 計では な く，実潮 流ベー スに変 更する ことに よ り
電力網の 空き容 量を削 減し ，イン フラの 効率的な 運用が 進んで いくと 思われる 。 

ま た ，再 生可能 エネル ギーの ボラテ ィ リティー の大き さに対 して， 需給調 整
市場の創 設，稼 働して いない 電力容 量 を買取る 容量市 場の導 入，デ マンド レ ス
ポンスに よる需 給調整 ，NAS 電 池・レ ドックス フロー 電池等 の大型 蓄電池 ，発
電予測・ 需要予 測技術 の高度 化，余 剰 再エネ電 気によ る水素 製造等 ，再生 可 能
エネルギ ーの本 格的な 利用に 対する準 備が 進め られて いる。  
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第四章  ソ ー ラー シェア リン グ発 電の 経営分 析  
 

本 章 に お いては ，ソー ラーシ ェアリ ン グ発電の 事例に ついて ，現地 調査を 行
い，実デ ータに 基づき 経営モ デルを構 築し，経 営分析 をおこ ない， FIT 価 格 の
低減によ る純利 益推移 のシミ ュレー シ ョンを行 うとと もに， 優位性 分析， 国 に
よる施策 の分析 ，脱炭 素社会 に対す る 貢献可能 性分析 ，海外 におけ る展開 事 例
の分析， および 普及を 妨げる 要因分析 を行なう ことを 目的と してい る。  
 
第一節  ソ ー ラ ーシェ アリン グ発電と は  
  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電と は，光飽 和点の特 性によ り耕作 地や牧 草地の余
剰の太陽 光線か ら農業 を守る と同時に ，電力を得 る発電 方法で ある。長 島（ 2014）
9 9に よ る ソ ーラー シェア リング 発電のモ デル図を図 4-1 に 示 す ． ソーラ ーシ ェ
アリング 発電に おいて ，太 陽光パ ネルは 地上 3.0～ 3 .5m の 高 さ に十 分な間 隔を
もって設 置され る。ソーラ ーパネ ル単 体は 1,000～ 1 ,500mm×500～ 700mm の
細 型で，発電設 備によ る耕作 地の遮 光 率は 20～ 32%と な っ ている 。表 4-1 に 示
す 通り，多くの 作物の 光飽和 点は 2 万 ル クスか ら 5 万 ル クス程 度であ るが ，例
えば 2014 年 5 月 5 日 12 時 40 分 に つ くば市で 計測さ れた日 向部分 の明るさ は
9 万 8 ,400 ル ク ス ，パネ ルの影 の部分 は 2 万 4 ,500 ル ク ス で あった 。実際 の 遮
光率は 3 割 程 度で あり太 陽の軌 道とと もに影も 移動す ること から，農作物 に 必
要な日照 量が確 保され ると考 えられる 。  

長 島 と は 独 立 し て ， Fraunho fe r 研 究 所 太 陽 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム の A.  
Goe tz be r ge r ,  A. S az t row（ 1981） は ，「太陽エ ネルギ ー変換 と植物 栽培の共 生
に つ い て （ On t he  Coex i s t e nce  o f  So l a r - Ene r gy  Conve rs io n  and  P l an t  
Cu l t i va t i on）」と いう 論文を 発表し てい る。この論 文が，世界で 初めて 太陽光 を
食料生産 とエネ ルギー 生産に 複合的 に 利用する ことを 目的と した論 文であ る と
思われる 。基本 的なコ ンセプ トは長 島 と同じで あるが ，直接 光と拡 散光を 計 測
し，地上 の放射 線がこ の 2 つ の 合算エ ネルギー である として いる（ 図 4-2）。  
 

 
図 4- 1  ソ ー ラ ー シェア リング 発電立 面 モデル図  

sou r c e： 長 島 彬 .  2 01 3 .  『 ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ 導 入 に お け る 知 見 資 料 と し て の 実 証 試

験 結 果 報 告 』 .  p p . 2 よ り  



 42 

 

 

 

 
図 4- 2  A .  Goe t z be r ge r ,  A. Saz t row に よ る 高架 収集フ ィール ドのイ ラスト， 高

さと角度 の算出 及び直 接光と 拡散光の グラフ（ 1981）  
Sou r c e :  A .  Go e t z b e r g e r ,  A . Sa z t r ow ,  19 8 2 ,  “On  t h e  C o e x i s t e n ce  o f  So l a r - E n e r gy  
Co n ve r s i on  a nd P l a n t  Cu l t i v a t i o n” ,  I n t e r n a t i o na l  J . S o l a r  E n e r gy ,  1 9 82 ,  
Vo l . 1 , p p . 5 5 - 6 9  
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表 4- 1  各 種 植 物 の光飽 和点・ 光補償 点 と太陽の 照度  

 
岩 崎 電 気 Web サ イ ト ， IWASAK I テ ク ニ カルレ ポート
Vo l . 14， 及 び 大阪市 立科学 館 Web サ イ ト より筆 者作成  

 
 
 
第二節  現 地 調 査  
  

茨 城 県 つ くば市 の T 発 電 所を現 地調査 した結果 は，以下の 通りで ある。 T 発
電 所は，ソーラ ーシェ アリン グ発電 設 備の設計・施工 を行 う S 社 が ，データ 収
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集 と ソ ー ラーシ ェアリ ング発 電のた め 稼働させ た実証 実験設 備かつ 実稼働 発 電
所である 。あい にく， 発電所 を所有 す る会社は 農業従 事者で はない ため， ソ ー
ラーシェ アリン グ発電 以前の 収穫量 と の比較は 出来な いもの の，発 電量や 光 量
の変化や 推移に ついて は詳細 な記録 が 蓄積され ており ，ソー ラーシ ェアリ ン グ
発電の特 性を確 認する 上で最 適な発電 設備であ る。  
 表 4- 2 に T 発 電 所 の施設 概要を 示す 。 T 発 電 所は， 14 .8a の 土 地 の 上部空 間
に太陽光 パネル を設置 した認 可出力 50kW 未 満 の 低圧接 続の発 電所で ，2012 年
度 に 設置 認定を 取得し ，2013 年 10 月 よ り 売電を 開始し た。遮光率 は 25.3%で ，
発 電モジ ュール は 1,200mm × 540mm と 一 般 的 な太陽 光パネ ルに比 べ細長い
形状をし ており ，下部 の農地 に太陽 光 が届くよ うな配 慮がさ れてい る。支 柱 ピ
ッチは，南北 5m，東 西 4.5m と な っ て おり，小 型トラ クター での作 業が可 能 で
ある。ま た，パ ネルの 設置高 さも 3.5m と な っ ており ，大人 が鍬を振 り上げ て
も太陽光 パネル に接触 しない 十分な高 さとなっ ている 。  
 現 地 調 査 は以 下の要 領で行 った。  
 期 間 ： 2014 年 3 月 17 日 ～ 2014 年 12 月 10 日 (第 1 次 調 査 )  
  2 016 年 1 月 29 日 ～ 2016 年 6 月 2 日 (第 2 次 調 査 )  
  2 017 年 2 月 15 日 ～ 2017 年 2 月 20 日 (第 3 次 調 査 )  
 場 所 ： 茨 城県 つくば 市  
 方 法 ： 発 電所 の視察 ，関係 者からの ヒアリン グ，関 連デー タの収 集  
 
 

表 4- 2  T 発 電 所 の 施設概 要  

 
現 地 調 査 により 筆者作 成  

 
 
 ソ ー ラ ー シェ アリン グ発電 におい て 最も懸念 される 太陽光 パネル により 生 ず
る日陰は ，時間 ととも に移動 し，実 際 には農作 物はほ ぼ均一 な日照 量を得 る こ
とが現地 調査よ り明ら かにな った。 T 発 電 所で は，ソ ーラー シェア リング発 電
の「下部 の農地 」と同 一敷地 内の太 陽 光パネル を設置 してい ない場 所で育 成 し
た作物を 比較し た場合 ，作物 の収量 低 下は確認 されず 太陽光 パネル による 農 作
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物 へ の 弊 害は見 られな いとの 話であっ た。   
 長 島（ 2014） 5 5 は ，夏 場 の 過剰な 蒸 散作用を 抑制し 灌漑用 水を節 約できる こ
と，冬 期間の 放射冷 却を緩 和し地 温の低 下を防ぐ ことか ら融雪 を促進 すること ，
架台に防 虫ネッ トを取 り付け ること で 防除回数 を低減 できる こと， 減農薬 ， 有
機農法に 有利で あるこ と，日 陰が生 じ ることに より夏 場にお ける農 作業が 楽 に
なること 等，副 次的な 効果に ついても 報告して いる。  

表 4- 3 に ， 筆 者 が聞き 取り調 査を行 っ た設計時 におけ る発電 量の予 測値と 3
年 間 の 売電 の実 績値 を示 す。 NEDO の 日 照量 デー タベ ース である MONSOLA-
11，METPV- 11 1 0 0及 び NEDO（ 2011）1 0 1が 提 供 し て いる検 討支援 ツール を使 用
して，太 陽光パ ネル角 度を固 定した 場 合と最適 角度に 調整し た場合 の発電 量 が
予測され ている 。この 最適化 により発 電量が 4%向 上 するこ とが分 かる。  

図 4- 4 は ，ソ ーラー シェア リング 発電 おける支 柱スパ ンと太 陽光パ ネル設置
位置を実 際の作 業者と の関係 におい て 示してい る。ト ラクタ ーの車 幅は， 道 路
法におい て最 大 2.5m 以 下 に 制限 されて いること から，5m の 支 柱 スパン はトラ
クターの 作業に おいて も支障 はないと 考えられ る。図 4-5 は ， ソ ー ラーシ ェ ア
リング発 電の下 部の農 地にお ける日 陰 の移動状 況を示 してい る。前 述の通 り ，
下部の農 地の日 向部分 の明る さは 9 万 8,400 ル ク ス ，パネル の影の 部分 は 2 万
4,500 ル ク ス で ある。 下部の 農地の 日 陰が太陽 の移動 に伴い ，移動 する様子 が
理解でき る。  
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表 4- 3  T 発 電 所 の 設計値 （発電 予測値 ）と実績 値  

 
（ 注 1） 発 電 量 設 計 値 （ 予 測 値 ） は ， NEDO  提 供 『 大 規 模 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 導 入 の た

め の 検 討 支 援 ツ ー ル 』 よ り 算 出  

（ 注 2） 実 績 値 に つ い て は T 発 電 所 よ り 提 供  
 （ 注 3） 補 正 値 は 365 日 稼 働 で 換 算 し た 場 合 の 数 値  
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図 4- 3  ソ ー ラ ー シェア リング 発電お け る支柱ス パンと 太陽光 パネル 設置位置  

ソ ー ラ ー カルチ ャー株 式会社 提供デー タに筆者 加筆  
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図 4- 4  下 部 の 農 地にお ける太 陽の移 動 による日 射の変 化  

Sou r c e :  2 01 3 年 8 月 13 日 撮 影  ソ ー ラ ー カ ル チ ャ ー 提 供  
 
 
 T 発 電 所 の 稼働 1 年 目 の 発電量 実績 値は， NEDO の ガ イダ ンス従 った設 計 時
の予測値 を 34.5%上 回 る も のであ った 。これは ，当該 発電所 に限っ たことで
はなく全 国的に 見られ る傾向 である。 理由とし ては， NEDO の 斜 面 日射量 デ
ータ（推 計期 間 1981～ 2009 年 間 ） 近 年の実日 射量よ り低い こと， 太陽光発
電セルの 性能向 上によ り，よ り大きな 電力が得 られる ように なった こと， T 発
電 所の特 徴であ る角度 の最適 化による 発電量の 向上（ 4%） 等 による ものと 考
えられる 。  
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第三節  ソ ー ラ ーシェ アリン グ発電の 経営分析  
 
第一項  ソ ー ラ ーシェ アリン グ発電の 経営モデ ル  
ソーラー シェア リング 発電に よって得 られる利 益を評 価する ために ， T 発 電

所の設置 面積（ 14.8a）に お ける実 設計 データを 元に，ソ ーラー シェア リング発
電の経営 モデル を構築 した。  

 現 地 調 査 を行 った T 発 電 所 のシス テ ム価格の 内訳は ，以下 の通り である 。
T 発 電 所が建設 された 2013 年 時 点 で の システム コストは 34 万 1 千 円 /kW で ，
kW 当 た り の内訳 は発電 設備 17 万 2 千 円 （ 50 .6%）， 太 陽光架台 3 万 5 千 円
（ 10 .3%），設 置工 事費 9 万 1 千 円（ 26. 9%），電 気工 事費 4 万 3 千 円（ 12. 2%）
で あ り ，50kW（ 認 可出力 は 49 .9kW）の ソ ーラ ーシェ アリン グ発電 の総シス テ
ム コ ス ト は 1,705 万 円 で あ っ た 。 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 調 達 価 格 等 算 定 委 員 会
（ 2016） 1 0 2の 想 定 し た 2013 年 度 の シス テム価格 は 37 万 7 千 円 /kW で あ り 3
万 6 千 円 /kW の 価 格差 がある 。これ は T 発 電 所が ，中間マ ージン 等が発 生しな
い自社施 工のた めと考 えられ る。  

本 研 究 で は，現地調 査の結 果から 得ら れたデー タを元 に発 電 モデル を構築し ，
各年度の 資源エ ネルギ ー庁調 達価格 等 算定委員 会の数 値をベ ースに そこか ら 導
き出され るシス テム価 格の低 減率と 買 取価格の 低下を シナリ オとし て，事 業 開
始年度の 違いに よる収 益性の 推移を 推 計した。 シミュ レーシ ョンに おいて は ，
できる限 り現地 調査の データ を活用 す るように したが ，不足 するデ ータに つ い
ては代償 的に他 のデー タソー スからの ものを援 用した 。  

次 に 経 常 支出で あるが ，固定 価格買取 契約が 20 年 間 に わ たるた めすべ ての
支出コス トは 20 年 で 算 出し た。税 金 について は，発 電設備 に掛か る固定資 産
税税率 は 1.4%で ，償 却期 間は 17 年 で あ る。撤去 及び廃 棄費用に ついて は，資
産除去費 として 減価償 却費に 含める も のとした 。廃棄 等処理 費用に ついて は ，
2030 年 中 長 期 価格目 標で想 定され てい る 5 千 円 /kW を 採 用 した 1 0 3。 ち な み に
太陽光パ ネルの 中古市 場買取 価格は， 7 千 円 /kW～ 1 万 円 /kW と な ってい る。  

さ ら に 税 金面で は，再生エ ネルギ ー導 入促進の ための 優遇措 置が存 在してい
る。 2017 年 度 末 までは ，『再 生可能 エ ネルギー 発電設 備に係 る課税 標準の特 例
措置』により ，最初 の３年 につい て 1/3 の 固 定 資産 税が免 除され る。また ，条
件が合え ば生産 性向上 設備投 資促進税 制，中小企 業投資 促進税 制等に より，50%
あ る い は 全額の 即時償 却を利 用する こ とも可能 である が，本 経営モ デルに は 適
用しない ものと した。  

事 業 に 必 要な資 金につ いては，全額借 入 れとし，ス ーパー Ｌ資金（ 0.8%/年 ）
で 調達し た場合 の元利 均等返 済（年 払 い）によ る金利 合計額 を事業 開始年 度 ご
とに推計 した。  

農 地 価 格 につい ては ，国土 交通省 の土 地総合情 報シス テムよ り茨城 県つくば
市の 2013～ 2016 年 間 の 10a 以 上 の 農 地取引デ ータ全 76 件 を 取 り 出し， その
10a 当 た り 農地取 引価格 の中央 値であ る 65 万 円 を 利 用した 。この 価格を 基 に
した農地 の固定 資産税 の 20 年 間 の 総額 は 27 万 円 と な る。  

運 転 維 持 費用に ついて は，資源エ ネル ギー庁調 達価格 等算定 委員会 の各年度
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の 資 料 か ら検討 した。 10kW か ら 50kW 未 満 の運転維 持費用 につい ては， 1 千
円 /kW（ 2013 年 ）， 3 千 円 /kW（ 2014 年 ）， 4 千 円 /kW（ 2015 年 ）， 5 千 円 /kW
（ 2016 年 ） 等 ，年度 により 変動が ある 。資源エ ネルギ ー庁（ 2016） 1 0 4は ， 当
初 得られ たデー タが固 定価格 買取制 度 開始後に 運転開 始した もので 設置年 数 が
浅いこと から， 点検費 用や交 換費用 が 発生して おらず ，過小 となっ ている と し
ている。 経済産 業省で は，発 電所の 運 用状況に ついて も報告 を義務 付けて い る
ことから ，稼働 件数の 増加し た 2016 年 で の 運 転維持 費用が 実勢価 格に近い も
のである と考え られる 。 2017 年 度 の 運 転維持必 要想定 値が 5 千 円 /kW 年 （ 全
体）であ ること から， 20 年 間 の 総運 転 維持費用 は 499 万 円 と 推計 した。  

一 方 ， 売電収 入は ，発電 量に買 取価格 を乗じる ことで 算出さ れる 。実績 に基
づく初年 度年間 発電量 は， 7 万 7 ,796kWh で あ っ た。 但し，太 陽光パ ネルの 発
電効率の 劣化を 0.5%/年 と し ，20 年 間 の 平均発電 量を 7 万 4 ,209kW/年 と し た 。  
 

 第二項  買 取 価 格 引き下 げとシ ステム 費用低減 が純利 益に及 ぼす影 響  
表 4-4 に は ，2013 年 の「 農地 のみな し 転用許可 」以降 の買取 価格，システ ム

価格，運転 維持費 用の推 移と設 置時期 の違いに よる農 地にお ける 50kW の ソ ー
ラーシェ アリン グ発電 の事業 収支の 推 移が示さ れてい る。固 定価格 買取制 度 に
おける買 取価格 は調達 価格等 算定委 員 会により 毎年検 討され る。調 達価格 等 算
定委員会（ 2016）5 7 は ，太 陽 光 モジュ ー ルを始め とする 必要資 材の市 場価格と ，
運用報告 書によ る実勢 価格を 調査し た 上で，シ ステム 価格単 価，運 転維持 費 用
等の算定 をおこ なって いる。  

資 源 エ ネ ルギー 庁（ 2016）は ，「 2015 年 6 月 末 に ， FIT 法 の 規 定（ 法附則 第
７条）に 基づく ３年間 の「利 潤配慮 期 間」が終 了した 。各再 生可能 エネル ギ ー
の供 給の 量を 勘案 し， 2016 年 度 の 調達 価格 の決 定に 当た って は， 十分 な  F IT  
認 定 ・ 導 入が 進 ん でい る 太陽 光 に つい ての み  IRR を ６ ％ か ら ５ ％に 引 き 下 げ
た 1 0 5」と し て お り，再 生可能 エネル ギー の促進に ついて は国が 内部収 益率に つ
いても決 定を行 ってい る。  
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表 4- 4  ソ ー ラ ー シェア リング 発電の 収 支推計結 果  

 
（ 注 1） 筆 者 推 計  値       

（ 脚 注 ）  

※ 1  現 地 調 査 の 数 値 は 調 査 時 点 の も の を 記 載 ， 各 年 度 の 数 値 に つ い て は ， 現 地 調 査 を

ベ ー ス に 2018 (H30 )年 2 月 7 日 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 調 達 価 格 等 算 定 委 員 会 資 料 よ り

シ ス テ ム 価 格 低 減 率 を 乗 じ て 算 出  
※ 2  「 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 」 別 表 第 二 機 械 及 び 装 置 の 耐 用 年 数 表

よ り 17 年 定 率 法 で 算 出   

 撤 去 費 用 に つ い て は ， 2030 年 の 中 長 期 価 格 目 標 で 想 定 さ れ て い る 廃 棄 等 処 理 費 用

5 千 円 / kW を 採 用 し ， 資 産 取 得 費 に 撤 去 費 用 を 加 え た も の を 最 初 の 期 首 帳 簿 価 額 と

し て 計 上  

※ 3  経 済 産 業 省  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 係 る 課 税 標 準 の 特 例 措 置 （ 2017 年 度
末 ま で ） に よ り 最 初 ３ 年 間 は 固 定 資 産 税 を 2 /3 に 減 ず る  

※ 4  日 本 政 策 金 融 公 庫  農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 （ ス ー パ ー L 資 金 ） "    
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※ 5  元 利 均 等 年 払 い に て 算 出       

※ 6  国 土 交 通 省 土 地 総 合 情 報 シ ス テ ム よ り 茨 城 県 つ く ば 市 の 2013 年 ～ 2016 年 の 10a

以 上 の 農 地 取 引 デ ー タ 全 76 件 よ り 中 央 値 を 算 出  

※ 7  農 林 水 産 省 「 農 地 の 保 有 に 関 す る 税 金 （ 固 定 資 産 税 ）」     

※ 8  2 0 18 (H30 )年 2 月 7 日 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 調 達 価 格 等 算 定 委 員 会 資 料 よ り 2017 年 度
想 定 値 を 採 用  

※ 9   NEDO 日 照 量 デ ー タ ベ ー ス （ 土 浦 ） と 現 地 調 査 に よ り 算 出  

※ 10  各 年 度 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 調 達 価 格 等 算 定 委 員 会 資 料 よ り 抜 粋  

 
 

2013 年 か ら 2017 年 の 純 利 益推移 のシ ミュレー ション を行っ た結果 は，以下
の通りで ある。 世界的 な太陽 光発電 の 普及を受 け，イ ニシャ ルコス トであ る ソ
ー ラー シ ェ アリ ン グ 発電 の シ ステ ム 価 格 は大 幅 に 低下 し た 。 2013 年 の シ ス テ
ム価格を 100%と し た 場合 ，2017 年 で は 79 .6%ま で 低 下 してい る。これに 伴い，
総コスト は 2,505 万 円（ 2013 年 ）か ら 2,102 万 円（ 2017 年 ）へ と 16.1%低 減
す ること が推計 された 。  

事 業 開 始 年度の 違いに より固 定買取価 格が 36 円 /kWh（ 2013 年 ）  か ら 21
円 /kWh（ 2017 年 ）へ と低 下する ため，年 間平均売 電収入 は 267 万 2 千 円（ 2013
年 ） か ら 155 万 8 千 円 （ 2017 年 ） へ と 41 .7%減 少 す る。こ のため 2013 年 の
年 間平均 純利益が 141 万 9 千 円 で ある のに対し て， 2017 年 で は 50 万 7 千 円
と なった 。この 純利益 の低下 は主に 買 取価格の 引き下 げによ るもの である が ，
一定の純 利益が 確保さ れてい るのは ， ここ数年 の世界 的な太 陽光モ ジュー ル の
価格下落 による システ ム価格 の低減が 作用して いる。 図 4-4 に 示 す ように ， シ
ステム価 格を 2013 年 の 水 準に 固定し た 場合，2017 年 に 事 業 を開始 した場合 の
平均年間 純利益 は 30 万 5 千 円 ま で下 落 する。  
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図 4- 5  農 地 に お けるソ ーラー シェア リ ング発電 の

年間平均 純利益 推計結 果の推 移  
表 4- 4  「 ソ ー ラ ー シェアリ ング発 電の 収支推計 結果」 より筆 者作成  

 
 

ソ ー ラ ー シェア リング 発電は ，食 料生 産とエネ ルギー 生産を 単一の 土地で 行
なうため ，土地 の生産 性の指 標であ る土 地等価比 率（ Land Equ iv a le n t  Ra t i o s  :  
LER） を 飛 躍的 に 向上 さ せる 。 経済 的 には ， 営農 と 併せ る ので あ れば 農 家所 得
に対して 安定的 なメリ ットを もたらす と考えら れる。 また， S.Weckend  e t  a l .
（ 2016） 1 0 6は ，太 陽 光発電 所の耐 用年数 を 30～ 40 年 と し ており ，ライ フサ イ
クルコス トの点 からも 長期に わたり農 家所得に 寄与す ること が期待 できる。  

農 林 水 産 省（ 2007）1 0 7に よ る と ，主な 路地 野菜の 10a 当 た り の純収 益は最 も
高いナス が 122 万 6 千 円 ， 最 も低い ダ イコンで は 14 万 円 と な ってい る。農 林
水産省（ 2018）の 調 査 1 0 8か ら ，10a の 農 地 であって も遮光 率を 35%程 度 に する
ことで， 50kW の ソ ー ラーシ ェアリ ン グ発電を 行なう ことが 可能で あること が
明らかに なって いる。 すなわ ち， 2013 年 の 平 均 年間純 利益が 141 万 9 千 円 ，
2017 年 で は 50 万 7 千 円 と なり ，ニン ジン 15 万 4 千 円 ，青 ネギ 50 万 4 千 円 ，
キュウリ 118 万 5 千 円 ， ピー マン 89 万 5 千 円 等 ， 他の農 産物と比 較して も ，
ソーラー シェア リング 発電に よる年 間 純利益は 依然と して一 定水準 の収益 を も
たらすこ とが分 かる。  

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

年間平均純利益（買取価格とシ
ステム価格の低減を考慮）

141.9 121.1 104.3 68.8 50.7

年間平均純利益（システム価格
を固定，買取価格のみ考慮）

141.9 112.2 89.9 52.8 30.5
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第三項  買 取 価 格の低 下とソ ーラーシ ェアリン グ発電 の優位 性  
太陽光発 電の買 取価格 は， 2012 年 の 固 定価格買 取制度 の施行 以来， 2012

年 は 40 円 /kWh（ 以 下 ， すべて 税抜き ）， 2013 年 は 36 円 /kWh， 2014 年 は
32 円 /kWh， 2015 年 は 29 円 /kWh （ 2015 年 7 月 1 日 以 降 は 27 円 /kWh），
2016 年 は 24 円 /kWh， 2017 年 は 21 円 /kWh と 毎 年 低下 してき た。 2017 年 時
の 買取価 格は， 世界的 な太陽 光発電の 普及によ るソー ラーパ ネルの 価格低下 を
反映して ，固定 価格買 取制度 施行当初 と比べる と 4 割 以 上低下 し， 21 円 /kWh
と な っ て いる。  

国 際 再 生 可能エ ネルギ ー機関 （ In te rna t io na l  Renewab le  Ene r gy  Agency :  
IRENA ）（ 2015） 1 0 9は ， 太 陽 光発電 の均 等化発電 原価（ Leve l i ze d  Cos t  O f  
E le c t r i c i t y :  LCOE） が 2011 年 か ら 2014 年 の 4 年 間 で 50%低 下 し ている こ
と，太陽 光発電 原価が すで に 4.5～ 14 セ ン ト /kWh(110 円 /ド ル で ， 5.0～ 15 .4
円 /kWh)の 化 石 燃 料発 電の価格 帯にあ る こと，す でに補 助金な しで売 電単 価 8
セ ン ト /kWh(110 円 /ド ル で ， 8.8 円 /kWh)の メ ガ ソ ーラ ー発電 所が稼 働する 事
実を報告 してい る。調 達価格 等算定委 員会（ 2016） 1 1 0は ， 日 本 の太 陽光発 電
所のコス トが諸 外国の 約 2 倍 す ること を指摘し ており ，これ からも 太陽光モ
ジュール のコス トダウ ンに伴 い，買取 価格の下 落が続 くもの と考え られる。  

因 み に ， LCOE は 以 下 の 式で求 められ る 。  
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
CAPEX + ∑ [𝑂𝑃𝐸𝑋(𝑡)/(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶789):]<

=>?
∑ [UtilizationH ∙ (1 − Degradation):/(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶PQRS):]<
=>?

 

 
t  =時 間 （ 年 ）  
n =シ ス テ ムの経 済的寿 命（年 ）  
CAPEX  =  t  =  0 で の シ ス テムの 総投資 支出（円 / kWp）  
OPEX（ t） = t 年 に お け る運用 ・維持 管 理費（円 / kWp）  
WACC Nom  =名 目 加 重 平均資 本コス ト （年額）  
WACC Re a l  =実 際 の 加重平 均資本 コス ト（年額 ）  
Ut i l i z a t io n0  =劣 化 の ない 年 0 に お ける 初期年間 利用率 （単 位 kWh /  
kWp）  
劣 化 =シ ス テム の名目 出力の 年間劣 化（ 年間）  
WACC Re a l  =（ 1 +  WACC Nom） /（ 1  +イ ン フ レ） -1  

 
（ 注 1） kWp（ キ ロ ワ ッ ト ピ ー ク ） は ， 太 陽 光 パ ネ ル の 出 力 （ ピ ー ク 出 力 ） を 表 す  
（ 注 2） こ こ で の イ ン フ レ 率 は 年 間 イ ン フ レ 率 で あ る  
 
 

こ の 式 か らでき るでき る通り ， LCOE の 低 減 に は CAPEX， OPEX の 低 減 が
需要であ るが， OPEX に つ い ては 極端な コストダ ウンは 困難で ある。 一方，
CAPEX に つ い ては 上述の とおり ，半導 体である 太陽光 モジュ ールは 今後も継
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続 的 な 価 格低減 が見込 まれる ことから ，将来的 にも低 下する と考え られる。 さ
らに，ソ ーラー シェア リング 発電にお いては， 基本的 に土地 取得費 用が発生 し
ない，或 いは土 地利用 に関す る費用が 低廉であ ること から， この点 において も
CAPEX 低 減 に 対し て有利 に働く 。また ， CAPEX が 小 さ い ことは ，結果 的に
WACC が 圧 縮 される ことを 意味す るこ とから， ソーラ ーシェ アリン グ発電は
一般的な 太陽光 発電と 比べて ， LCOE に お い て大 きな優 位性を 有して いる。  

本 研 究 に おける 平均発 電原価 は，たっ た 14.8a の 農 地 であ っても メガソ ー
ラーの発 電原価 より低 い 14.2 円 /kWh（ 2017 年 ） と なっ ており ， 21 円 /kWh
の 買 取 価 格であ っても 収益が 見込まれ る。一般 的な太 陽光発 電と比 べて土地 取
得費用や 造成費 用が発 生せず ，土地に 関わる固 定資産 税が安 いソー ラーシェ ア
リング発 電のコ スト優 位性は 今後も変 わること がない と考え られる 。上述の パ
ネル価格 の下落 と相ま って， 政策的支 援により ソーラ ーシェ アリン グ発電が 普
及するに つれ， 工事を 含む設 備価格全 体が低減 するた めに， 発電原 価は更に 低
くなると 予測さ れる。  
 
第四項  農 林 水 産省に よる新 たな施策  
農林水産 省（ 2018）1 1 1は ，営 農 型 発電設 備に対す る農地 転用許 可上の 取扱 い

について ，みな し転用 の許可 期間を 3 年 か ら 10 年 に 延 長する変 更を行 った。
背景とし ては， 営農型 太陽光 発電の 下 部農地で の農業 生産や 地域の 農業の 持 続
的な発展 が図ら れるよ う，農業政 策の一 環として 位置付 けさら に推進 すること ，
担い手の 収入が 拡大す ること で農業 経 営のさら なる規 模拡大 等を期 待する こ と，
荒廃農地 が増加 する中 で営農 型発電 設 備を活用 した荒 廃農地 の再生 を期待 す る
こと等を 改正の 理由と してい る。改 正に 際しては ，2016 年 ３ 月 末 までに 許可を
行った 775 件 に つ い て営農 状況等 を調 査を行い ，① 下部農 地での 営農へ の支障
があった 事例の 発生割 合は担 い手が 営 農するも のは６ ％ ，担 い手以 外が営 農 す
るもの は 31％ で あ るこ と，② 荒廃農 地 を活用し て営農 型太陽 光発電 設備を設 置
したもの が 234 件 で 全 体の 約 30％ あ っ たこと ，③下 部農地 におけ る遮光率 は
低いもの から高 いもの まで様 々であっ たことを 明らか にした 。  

図 4- 6 か ら ，ソーラ ーシェ アリング 発電 の下部の 農地の 面積 は 1,000m 2 以 下
が 490 件 と 一 番多く ， 65%を 占 め てい る。続い ては， 1,000m 2 超 ～ 3,000m 2 以
下 が 178 件（ 24%）と な っ ており，3,000m2 以 下 が 89%を 占 め てい ること から，
個 人 の 農 家 に よ る 発 電 が 大 部 分 を 占 め る と 推 量 さ れ る 。 一 方 ， 5,000m 2 超 と
10 ,000m 2 超 を 合 わせ ると，60 件（ 8%）あ るこ とが確 認され る。これ らの大 型
ソーラー シェア リング 発電の 資金調達 額は 8 千 万 円～ 100 億 円 以 上 となっ て い
ることか ら，食 料生産 とエネ ルギー 生 産を複合 させた 新たな ビジネ スモデ ル が
誕生しつ つある ことが 推量さ れる。  
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図 4- 6  ソ ー ラ ー シ ェアリン グ発電 にお ける下部 の農地 の面積 の分布  

農 林 水 産 省， 2018，「 営 農型発 電設備 の 現状につ いて 」，よ り筆者 作成  
脚 注 ：  
左 軸 ： 営 農 が 発 電 設 備 の 数 （ 件 ） ,  右 軸 ： 割 合 （ %） ,  横 軸 ： 下 部 の 農 地 面 積 （ ㎡ ）  

 
 

こ の 調 査 結果を 踏まえ ，農林 水産省 は ，①担い 手が所 有して いる農 地又は 利
用権等を 設定し ている 農地で 当該担 い 手が下部 農地で 営農を 行う場 合，② 農 用
地区域内 を含め 荒廃農 地を活 用する 場 合，③農 用地区 域以外 の第２ 種農地 又 は
第３種農 地を活 用する 場合に ついて， みなし転 用期間を 10 年 に 改 正する 旨 を
通知した 。  

調 査 の 結 果，ソ ーラー シェア リング 発 電の遮光 率は，特許権 者であ る長島 氏
の設定で ある 25%か ら 32%の 範 囲 では なく， 40%か ら 50%台 が 中 心で あり，
30%台 と 60%台 が 続 く ことが 分かっ た（図 4-7）。ま た ，遮 光率 30%以 下 の 事 例
は全体 の 2 割 に 満 たない ことが 報告さ れた。さ らに，ソーラ ーシェ アリン グ 発
電の営農 に対す る影響 につい ては， 担 い手が営 農を行 ってい る場合 の不具 合 が
6%で あ る のに対 して ，担い 手以外 が営 農を行な った際 の不具 合は 31%に 上 る こ
とも明ら かにし ている 。この 結果か ら 考えられ ること は，① 担い手 が下部 の 農
地におい て営農 を続け ること が望ま し いこと， ②売電 売上と 収穫の バラン ス を
考えた場 合に ，遮光 率が 40%程 度 で も 収穫量の 問題が ないこ とを示 している と
考えられ る。  
 
 

490 178 34 27 26 0

A<1000
1000<A≦3000

5000<A≦10000
3000<A≦5000

10000<A

0

100

200

300

400

500

600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

490 178 34 27 26 0

A<1000
1000<A≦3000

5000<A≦10000
3000<A≦5000

10000<A

0

100

200

300

400

500

600

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



 57 

 
図 4- 7  ソ ー ラ ー シ ェアリン グ発電 にお ける遮光 率の分 布  

農 林 水 産 省， 2018，「 営 農型発 電設備 の 現状につ いて 」，よ り筆者 作成  
 
 
第五項  脱 炭 素 社会に 対する 貢献  
太陽光発 電を含 む再エ ネによ る発電は ，炭素を 排出し ない発 電方式 であ

る。通常 の原子 力発電 を含む 汽力発電 やガスタ ービン が投入 エネル ギーの
30%か ら 40%程 度 し か 電力と して利 用 できない が，太 陽光と 風力は エネルギ
ーコスト がフリ ーであ り， CO2 の 排 出 量がゼロ である ことか らも CO2 排 出 量
削減の観 点から は圧倒 的に優 れている 。  

経 済 産 業 省（ 2015） 1 1 2は ， 我 が 国 の 2030 年 度 に おけ る火力 発電に おける
平均の電 力 CO2 排 出 係 数 を 0.66kg-  CO 2 / kWh と し て い る。従 って， 50kW の
ソ ーラー シェア リング 発電の 年間 CO2 削 減 量 は ，  

年 間 CO2 削 減 量 ＝年 間発電 量（ kWh/年 ） ✕電力排出係 数（ kg  CO2 / kWh）  
＝ 48 ,978kg  CO 2 /年  
と な る 。  
 各 農 業 経 営体 が 100kW の ソ ー ラーシ ェアリン グ発電 をおこ なった と仮定

すると， 発電容 量は 1 億 2 ,580 万 kW と な り， 総排出 量 12 億 ト ン CO2  
(2 016 )の 10. 2%， 発 電 部 門 CO2 排 出 量 の 30%に 相 当 する 。また ，農林 水産省
（ 2017） 1 1 3は ， 耕 作 放 棄地 を 42.3 万 ha と し て お り，今 後も増 えるも のと推
測される 。仮に 耕作放 棄地に ， 10a あ た り 50kW の ソ ーラ ーシェ アリング 発 電
を設置し た場合 は，年 間発電 量は 3,140 億 kWh と な り ， CO2 削 減 量 は 2 億 7
百 万 t  CO2 /年 と な る 。  
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
�� 5 31 108 176 110 91 76 61 25 49
�� 0.7% 4.2% 14.8% 24.0% 15.0% 12.4% 10.4% 8.3% 3.4% 6.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
�
�



 58 

第六項  海 外 に おける ソーラ ーシェア リングの 普及 �
ソーラー シェア リング 発電は ，すでに 海外でも 実施さ れ始め ている 。  
 
 �� フランス �
フランス では， C.Dupraz  e t  a l .（ 2011） 1 1 4が ，「 土 地 利用最 適化の ために

太陽光発 電パネ ルと食 料作物 を組み合 わせる」 という 論文に おいて ，農林複 合
経営（ Agro fo r e s t r y） を ヒ ン ト に，同 一の土地 でエネ ルギー 生産と 食料生産 を
組み合わ せる「 農業電 力（ Agr i vo l t a i c）」 を 提 唱 してい る。パ イロッ トプラン
トの設置 場所は ，北 緯 43.6 °の フ ラ ン ス ，モンペ ラで， 2010 年 ， 820 ㎡
（ 44 .8m�18 .3m） の 土 地 に，高 さ 4m の 場 所（ 支柱間 隔は 6.4m） に ，
1.58m�0 .8m 太 陽 光 モジ ュール を設置 し，遮光 率や太 陽放射 線遮蔽 度の違い
による収 穫量の 比較を おこな っている （図 4-8）。 図 4-9 に ， 木 製架台 に設置
された太 陽光パ ネル及 びトラ クター作 業を行な う実験 設備の 様子を 示す。条 件
により， 収穫量 は 19%～ 8%の 低 減を示 すが，混 作シス テムの 価値を 評価する
ために使 用され る土地 の生産 性の指標 である土 地等価 比率（ Land Equ iva le n t  
Ra t i o s  :  LER） は ， 太陽 光パネ ルの最 適 化が重要 としな がらも ， 60～ 70%の 向
上 が認め られる として いる。  

 
 

 
図 4- 8  Ag r ivo l t a i c 実 験 設 備 のレイ アウ ト  

Sou r c e :  H .  Ma r r ou a , b , ∗ ,  L .  Gu i l i o n i c ,  L .  Du f ou r a ,  C .  Dup r a z a ,  J .  We r yd ,   
“M i c r o c l ima t e  u nd e r  a g r i v o l t a i c  s y s t ems :  I s  c r op  g r ow th  r a t e  a f f e c t e d  
i n  t h e  p a r t i a l  s h a d e  o f  s o l a r  p a n e l s ? ”   

C r e d i t :  I NRA ,  UMR  SYSTEM ,  2  p l a c e  V i a l a ,  3 4 06 0  Mon t p e l l i e r ,  F r a nc e  

Author's personal copy
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Fig. 1. Generalmap of the experimental device during thewheat/lettuce season. In the bottom right frame, a zoom on the two central crop strips duringwheat/lettuce season
and cucumber season is represented. Closed circles represent radiation sensors, located on North-to-South transects; closed square symbols represent thermocouples or
microthermistances. FD represents the shaded plot with PVPs at full density whereas HD represents the shaded plot with PVPs at half density.W-C and E-C stand respectively
for Western control plot and Eastern control plot.

to what extent this could affect crop temperature and plant devel-
opment rates in AVS. Former work on shaded glasshouses (Baille
et al., 2001; Kittas et al., 2003) or agroforestry systems (Lott et al.,
2009; Monteith et al., 1991) suggested that air temperature and
vapor pressure deficit at crop level are reduced by shading. Effects
of shadingoncrop temperature andgrowth ratewerealso reported.
Lott et al. (2009) showed that, under 50% of available radiation,
the meristem temperature of shaded maize plants was reduced by
2–9 ◦C (depending on the climatic seasons). At the same time, they
noticed a significant delay in flowering date. Moreover, in the case
of AVS, the shade pattern under PVPs varies from one season to
another and among different latitudes as the limits between shade
and light move with sun elevation. For this reason, the effect of
the PVP shelter may have a different impact on the productivity of
winter crops compared to summer crops, or on short cycle crops
compared to long cycle crops. We therefore analyze in this study
the impact of PVPs on the microclimate at crop level (air temper-
ature, air vapour pressure deficit (VPD) and wind) as well as crop
and soil temperature. The experimentwas conducted on three crop
species and cropping seasons: durum wheat (winter to summer),
lettuces (spring and summer), and cucumbers (summer).

2. Materials and methods

2.1. Experimental device

Datawere collected on an experimental prototype of agrivoltaic
systems, inMontpellier, France (43.15◦ N;3.87◦ E) from July 2010 to
September 2011 (Marrou, 2012; Marrou et al., 2013). In this exper-
imental prototype, photovoltaic panels (PVPs) were arranged in
East–West orientated strips, 0.8 wide and inclined southwardwith
a tilt angle of 25◦. PVPs were hold at 4m above-ground by wooden
pillars spaced on a 6.4m×6.4m grid, in order to allowmechanical
cropping of the plants below, using tractors (Fig. 1).

The experimental design enabled to compare three shading
intensities, corresponding to two densities of solar panels and a
full sun control (FS): (1) the full density treatment (FD), which
corresponds to the PVPs density optimized for electricity produc-
tion. In this treatment the distance between 2 strips of PVPs is
1.6m, which lets an average of 50% of the incident radiation to
the crop, (2) the half density treatment, which is obtained from
FD by removing one strip of PVPs out of two (distance between 2
PVPs strips: 3.2m) and thus letting through an average of 70% of
incident radiation available to the crop, and (3) the full sun control
plot (100% of incident radiation available) (Marrou, 2012). Shading
treatments were applied on four land plots. They were aligned
from East to West as following: eastern full sun control plot (E-
FS), FD plot, HD plot, and western full sun control plot (W-FS).
Each plot is 12m wide in the East–West direction and separated
from each other by a buffer zone of 8m (between control plots
and shaded plots) or 6m (between FD an HD plots). In the North
South direction, each control plot is 19m long. In FD and HD plots,
plant and meteorological measurements were taken only in the
first 15m in the Northern part of the plots to avoid a border effect
due to the higher incident light in the southern side of the proto-
type. The total area covered by PVPs (including FD and HD plots as
well as the surrounding buffer zones) is 860m2 (19.2m×44.8m)
and corresponds to the minimum standard size of an agrivoltaic
system adapted for vegetable production. Due to the large size of
any agrivoltaic system required to avoid unwanted border effects
and the cost of work and material to build an experimental agri-
voltaic system, it was not possible to replicate FD and HD plots
and design a complete randomized experimental device. However,
as E-FS and W-FS were the two most distant plots in the experi-
mental field, they controlled the environmental variability in the
East–West direction. Moreover, environmental variability in the
North–South was assessed during the first experimental season
(2010) and controlled by subdividing both control and shaded plots
into threeblocks in theNorth–South.Varianceanalysis showed that
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図 4- 9  モ ン ペ ラ 大 学（仏） の Agr i vo l t a i c 実 験 設 備 の 様子  

Sou r ce :  C .  Dup r az ,  “ F rom Ag ro fo re s t ry  t o  Ag r ivo l t a i sm : s c ie n t i f i c  
ev i dence  fo r  t he  unexpe c ted l y  h i gh p roduct iv i t y  o f  new dua l  
s ys t ems ”  
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2 )   ドイツ  
ドイツで は， 2016 年 よ り フラウ ンホー ファー太 陽エネ ルギー システ ム研究

所 ISE が ， ボ ー デン湖 畔の Demet e r 農 協 ， hohenhe im 大 学 と 共同 で， 1ha の
農 地 にお いて農 業太陽 光（ Agropho tovo l t i c s： APV） パ イ ロット プロジ ェクト
を実施し ている 。地 上 5m の 高 さに 720 枚 の 両 面太 陽光モ ジュー ルを合 計
194kW を 設 置 してい る。収 穫量の 変化 を比べた ところ ，クロ ーバー グラスは
5.3%， ジ ャ ガイモ ，小麦 ，セロ ニアッ クについ ては， 18～ 19%の 収 穫 量の 低
下が確認 された 。また ，最初 の 12 ヵ 月 の 発電量 は，太 陽光モ ジュー ル 1kw 当
た り 1,266kWh/kW で ， 雪の反 射光に よる発電 量が 25%に な る ことな ど，ド
イツの平 均値で ある 950kWh/kW を 33%上 回 っ た 。発電 量の 40%は EV へ の
充 電と農 作業に 消費さ れ，夏 場の負荷 はほぼ APV に よ り カバー された 。同一
の土地か ら 80%の 収 穫 と 80%の 発 電 を 得ること で，土 地の利 用効率 を 60%高
め る とし ている 1 1 5。 図 4 -10 に ， 大 型トラ クターを 使った 農地整 備の様 子と太
陽光パネ ル設置 の様子 を示す 。  
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図 4- 10 ヘ ッ ゲ ルバ ッハ（ 独） の Agropho tovo l t a i c 実 験 設 備 の様子  

Sou r c e :  Un i v e r s i t y  o f  H oh enhe im ,  2 0 1 7 ,  APV -R E SOLA  Pr o j e c t  
 

 
3 )   イタリア  
イタリア では， 農業電 力技術 （ Agrovo l t a i co  Te chno l o gy） と し て，一 軸及

び二軸の 太陽追 尾型ソ ーラー システム が農業用 として 販売さ れてい る。ミラ ノ
の南東に 位置す る Mon t ic e l l i  d 'Ong ina（ モ ン テ ィチェ ッリ・ ドンジ ーナ）の
21ha の 農 地 の 約 5m の 高 さに 10MW の 自動太陽 光追尾 型ソー ラーシ ステムを
設置して いる。 同シス テムは ，無線に より制御 され， 大型ト ラクタ ーの走行 が
可能な広 いスパ ンを有 してい る 1 1 6。 図 4- 11 は ， Vi r g i l i o と Cas t e l ve t r o の 設
置 状 況を 示して いる。  
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図 4- 11  Ag rovo l t a i co 2 軸 追 尾 型 システ ム  

上 :  V i r g i l i o（ 2. 15MWp） ,  下 :  Ca s te lv e t r o（ 1. 293MWp）  
Sou r c e :  h t t p : / /  h t t p : / / www. r emt e c . e n e r gy / a g r o v o l t a i c o  
 
 
4 )   イギリス  
イギリス では， ソーラ ーファ ーム（ So l ar  F a rm） と い う 名称で ，農業 分野

における 太陽光 発電の プロモ ーション が行われ ている 1 1 7。 ソ ー ラ ーフ ァーム
の承認を 得るに は，サ イトの 適性（太 陽光を利 用する 場所と して有 益な場所 な
のか），地元 への潜 在的な 影響（ 生態学 的および 社会経 済的要 因を考 慮し，ソ
ーラーフ ァーム の存在 自体が 環境に悪 影響がな いか ），関 連する 再生可 能エネ
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ル ギ ー の 目標等 ，一連 の厳格 な計画手 順を実行 する必 要があ る。農 地利用に 対
する制約 は，日 本に比 べると 少なく， パネルの 下の地 面は， 動物を 放牧した
り，草や 野生の 花を育 てたり するため にも使用 できる （図 4-12  上 ）。 羊 の放
牧や養殖 などの 既存の 農業活 動と日常 的に太陽 光発電 を組み 合わせ ており， 予
想外の気 象が作 物のリ スクを 増大させ るため， 太陽光 発電は 農家の 収入を安 定
させるの に役立 つと考 えられ ている。 通常，ソ ーラー ファー ムは大 規模な地 域
の土地を 占有す るため ，農村 部で開発 されてい る。  

ま た 政 府 は， Renewab le  Ob l i ga t i on  Ce r t i f i ca te s（ ROC） と い う政策 で，
農村にお ける中 小規模 の再生 可能エネ ルギーの 生産を 促進し ている 1 1 8。 余 剰
電 力買い 取りを 前提に ，発 電 kWh 当 た り 2ROC＝ 7.8 ペ ン ス （ 2015 年 9 月 末
ま では 3ROC） が 支 払わ れる。 この ROC の 削 減に より， 小売電 力価格 ＞売電
価格（小 売価格 の約 1/3） で あ る ため， 農場での 自家消 費のほ うが投 資を早く
回収でき る設定 となっ ている 。この場 合，設置 場所は 農地に 限定さ れておら
ず，建物 などで も良く ，日本 の営農型 発電のよ うに下 部の農 地の作 物の収穫 量
の変動に 対する 制約も ない（ 図 4-12  下 ）。  

 

 

 
図 4- 12  英 国 So l a r  F arm の 様 子  

Sou r c e :  BR E  N a t i on a l  So l a r  C e n t e r ,  2 0 1 4 ,  “A g r i c u l t u r a l  G o od  P r a c t i c e  Gu i da n ce  
f o r  S o l a r  F a rm s ”  

 



 64 

5 )   モンゴル  
モンゴル 国では ，首都 ウラン バートル 北部のダ ルハン 市にお いて， 2017 年

12 月 ， 29 .1 万 ha の 農 地 に 10MW の ソーラーシ ェアリ ング発 電が完 成し，稼
働してい る（ 図 4-13）。 年 間の 発電量 は 約 1,600 万 kWh で ， CO2 削 減 量 は
15 .67MtCO2 /年 で あ る 。現地 法人で あ る E 社 へ の インタ ビュー により ，石炭
による大 気汚染 が深刻 なモン ゴルにお いては再 エネへ の移行 が求め られてい る
こと，農 地で野 菜を栽 培する ことで首 都ウラン バート ル市へ 新鮮な 野菜の供 給
が可能に なるこ と，モ ンゴル 国の FIT 法 （ 2007） に よ り， モンゴ ル国営 配送
電会社か ら 25 年 間 に わたり 円換算 で年 間約 2.88 億 円 の 売電収 入があ るこ
と，さら に 10MW の 増設 計画が あるこ と等が明 らかに なった 。ただ し，モン
ゴルにお ける電 力のピ ークは ， 19:00～ 22 :00 で あ り ， 電力系統 も脆弱 である
ことから ，モン ゴル国 として は 2030 年 に 再 エ ネ 30%の 目 標 を掲 げてい るもの
の，これ 以上の 再エネ 導入が 困難であ り，水力 発電等 の応答 性の高 いバッフ ァ
ー電源あ るいは 蓄電池 などの 設備導入 が必要と のこと であっ た。  

本 発 電 事 業は， 環境省 が実施 する「二 国間クレ ジット 制度（ Jo in t  C red i t  
Mechan i sm:  JCM） に 基 づく設 備補助 事業」の 認定を 受けて いる。 つまり， 本
事業にお ける CO2 削 減 量 は ，日本 の排 出削減量 として 計上さ れる。 この見返
りとして ，事業 者は補 助対象 経費 の 1/2 を 上 限 とす る補助 を受け ること とな
る 1 1 9。 資 金 調 達に ついて は，国 際協力銀 行（ Japan  Bank f o r  I n te rna t io na l  
Coope r a t io n :  JB IC） が E 社 （ モン ゴル 国）に対 して 8,5 百 万 ド ル を上限 とす
る貸付契 約を行 ない， 東和銀 行との協 調融資に より総 額 1 千 210 万 ド ル を事
業資金と して融 資して いる 1 2 0。  
 

 
図 4- 13 ダ ル ハ ン 10MW ソ ーラーシ ェ アリング 発電所 （モン ゴル国 ）  

Sou r c e :  外 務 省 ,  2 0 1 7 ,  在 モ ン ゴ ル 日 本 大 使 館  
 
 

6 )   ケニア  
ケニア共 和国で は， 2015 年 に 国 立ジョ モ・ケニ ヤッタ 農工大 学が日 本の J

社 と 共 同 でソー ラーシ ェアリ ング発電 の研究開 発協定 を締結 してい る 1 2 1。  
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7 )   アメリカ  
米国にお いては ，ソー ラーシ ェアリン グ発電は ， 2011 年 よ り ノ ースカ ロラ

イナ州に おいて ，ソー ラーダ ブルクロ ッピング （ So l ar  Doub le  C ropp ing） と
し て行わ れてい る。設 備容量 は 92. 16kW で ， 陰性 植物の栽 培を行 ってい る
1 2 2。  

 
8 )   インド  
インドに おいて は，貧 困を軽 減する農 業用オフ グリッ ド太陽 光発電 システ

ムとして ，ソー ラーシ ェアリ ングが紹 介されて いる。 インド におけ る電力需 要
の 20%が 農 業 用で 主に灌 漑用だ とされ る。農業 用オフ グリッ ド太陽 光発電シ
ステムを 普及さ せるこ とで 100 万 人 の 緑の雇用 が生ま れる可 能性が あるとし
ている 1 2 3。  

 
9 )   中国  
深圳太陽 能学会 の『中 国国家 エネルギ ー局 2015 年 太 陽 光発電 建設実 施通

知』の政 策解説 による と，中 国では農 村発展の ため に 1.4GW の ソ ーラ ーシェ
アリング 発電を 建設す ること で， 25 年 間 で 250 億 元 (16 .16 円 /元 で ， 4,041
億 円 )の 収 入 を 農村に もたら すとし てい る。 1 2 4こ の 事 は ， 中国 が FIT を 利 用 す
ることに より国 家主導 で所得 格差の是 正と農村 発展の ために 積極的 にソーラ ー
シェアリ ングを 推進す ること を示して いる。  

 
上 述 の 事 例から 理解で きるこ とは，各 国がこぞ って太 陽光発 電出力 を増加

させ，脱 炭素化 を図っ ている 事実であ る。また ， OECD 加 盟 国は LER を 上 げ
るために 農地で 太陽光 発電を 採用し， 新興国の オフグ リッド 地域に おいては
SDGs 達 成 の ツ ールと して， 親日国 との 間では JCM の ツ ー ルとし てソー ラー
シェアリ ング発 電が利 用され ているこ とが理解 できる 。  

い ず れ の 国にお いても ，「 食料生 産」に 加え「エ ネルギ ー生産 」を行 なうこ
とで， LER が 向 上 す るとい う理解 であ る。英語 表現に おける ソーラ ーダブル
クロッピ ング（ 太陽に よる二 倍収穫） という名 称は， その目 的を如 実に表現 し
ている。 さらに ，イギ リスに おいては ，エネル ギー生 産を農 業の生 産性向上 の
ツールと して捉 えてお り，売 電と自家 消費の選 択が可 能であ る上に ，農家に と
って経済 的にも メリッ トのあ る政策が 実施され ている 。これ らの海 外事例の メ
リットを 理解し ，国内 の制度 に取り込 むことは ，国内 のソー ラーシ ェアリン グ
発電の普 及に役 立つと 考えら れる。  
 
 
第四節  ソ ー ラ ーシェ アリン グ発電の 普及を妨 げる要 因  
 
 2013 年 に 始 まっ たソー ラーシ ェアリ ング発電 は， 2017 年 3 月 末 時 点で ，
全国で 1,269 箇 所 （ 346ha） が 設 備 認 定を受け ている 。一方 ，野立 て太陽光 発
電と言わ れる遊 休地や 耕作放 棄地を利 用した農 地転用 型太陽 光発電 の許可件 数
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は 3 万 8 ,127 件 （ 7 ,019ha） に 及 ぶ。 同時期で の FIT の 認 定 太陽 光発電 設備
（産業用 ）が 46 万 5 千 件 を 越 えるこ と を考える と，ソ ーラー シェア リング発
電の認定 率は全 体の 0.3%に も 達 して お らず，ほ とんど 普及が 進んで いないと
言ってい い状況 である 。土地 の取得費 用や造成 費用を 必要と しない こと，土 地
に関わる 固定資 産税が 安いこ と等多く の優位性 を持つ ソーラ ーシェ アリング 発
電が普及 しない のは， ソーラ ーシェア リング発 電が固 有の問 題を抱 えている か
らではな いかと 推察さ れる。 普及を妨 げる要因 として ，次の ような ものが指 摘
できる。  
  
第一項  個 々 の 農家と ソーラ ーシェア リング発 電にお けるリ スク  

 個 々 の 農 家が ソーラ ーシェ アリング 発電を行 う場合 ，みな し転用 の許可を 農
業委員会 から受 けるこ と自体 に大きな 問題はな さそう である が，電 力会社と の
固定価格 買取契 約は 20 年 に 及 ぶた め， 20 年 間 の 営農の 保証が 必須と なる。
昨今，農 業者の 高齢化 が著し いため， 20 年 間 に 及ぶ 営農の 保証を どうや って
担保する のかが ，ソー ラーシ ェアリン グ発電を 開始す る際の 大きな 課題とな っ
ている。  
 ま た ， 農 業生 産の主 体は家 族経営が 多く占め ，金融 機関と の折衝 に不慣れ な
場合が多 いと予 想され る。一 般的な農 家がソー ラーシ ェアリ ング発 電を行う 場
合には， 専門家 の手助 けが必 要になる 事は容易 に想像 される 。金融 機関から 資
金調達を 行うた めには ，営農 に対する 毎年の報 告義務 と 3 年 ご との「 みなし
転用の再 申請」 が必要 である ことも大 きな壁と なって いる。 つまり 発電設備 そ
のもの が FIT の 設 備 認定を 受ける とし ても，再 申請の 存在に より発 電事業そ
のものの 継続性 につい ては保 証されて いるとは いい難 い。そ のため ，一般的 に
は事業の 永続的 価値に ついて の判断が 留保され 易く， 金融機 関の理 解を得に く
いだろう と考え られる 。実際 聞き取り 調査を行 った結 果でも ，自己 資金や発 電
事業であ る当該 事業と は別に 担保を供 する形で ，ソー ラーシ ェアリ ング発電 に
取り組ん でいる 農家が 大半で あること が判明し た。  
 更 に ， 発 電事 業開始 後の経 年劣化に よる発電 量の低 下だけ ではな く，自然 災
害による 発電量 の低下 ，発電 設備の破 損等がリ スクと して考 えられ る。太陽 光
発電の保 険商品 も存在 するが ，収益性 が低下す ること や今後 太陽光 発電機器 類
のさらな る低価 格化が 予測さ れること から，保 険の加 入につ いては 判断の別 れ
るところ であろ う。ま た，万 が一発電 所が何ら かの理 由で発 電でき なくなっ た
際には， 追加投 資によ り設備 を復旧す るか，発 電事業 そのも のから 撤退し， み
なし転用 許可も 返上す るかを 決断しな くてはな らない 。これ らの点 について は
農業者の リスク 低減と いう観 点から， 事業保険 や共済 のよう なもの が設定で き
るのでは ないだ ろうか 。  
 
第二項  営 農 を 継続す る上で の農作物 への影響 に対す る懸念  
ソーラー シェア リング 発電で は，農地 の上部空 間に一 定の割 合で日 光の遮

蔽物を設 置する ことに なるこ とから， 2013 年 当 初 は農 作物へ の収穫 量，品 質
に対する 影響を 懸念す る声が 多く聞か れた。し かし， 福島県 ，茨城 県，埼玉
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県 ， 静 岡 県，長 野県， 和歌山 県，兵庫 県，香川 県，広 島県 で 2014 年 5 月 か ら
2016 年 12 月 ま で に設置 された ソーラ ーシェア リング 発電 31 件 の 聞 き取 り調
査を行っ た結果 では， 栽培さ れている 農作物は 稲，サ トイモ ，畑わ さび，カ ボ
チャ，麦 ，ソバ ，タマ ネギ， ブルーベ リー，リ ンゴ， レタス 等多様 であるが ，
顕著な収 量の低 下につ いては 確認でき なかった 。表 3-5 に 聞 き 取り 調査を 行
ったソー ラーシ ェアリ ング発 電の設置 場所，下 部の農 地面積 ，地目 ，栽培作
物，遮光 率，設 置時期 ，接続 区分，発 電容量を 示す。  

ま た ， そ の他に ヒアリ ングの 際に聞か れた声と しては ，「 日陰が できて ，夏
場の作業 が楽に なった 」，「売 電収入に より，気 分的に 余裕が できた 」，「ソー ラ
ーシェア リング 発電の 下部の 農地で， 新しい農 作物に 挑戦で きるの で楽しい 」
等があっ た。ヒ アリン グした 範疇では ，売電及 び農作 業，収 穫等に ついて， 概
ね高い評 価を得 られた 。  
 た だ し ，科学 的デー タが乏 しいこと から，今 後は農 業研究 の一分 野として 知
見を積み 上げて いく必 要があ る。  

 
 

表 4- 5  ソ ー ラ ー シェア リング 発電（ 稼 働中）の 聞き取 り調査 の集計 結果  
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（ 注 ） 聞 き 取 り 調 査 に よ り 筆 者 作 成  
第三項  政 策 的 プロモ ーショ ンの欠如  
ソーラー シェア リング 発電は 電力事業 としての 収益，営農へ の寄与 ，発 電事

業により 余分な 作業が 発生し ないこと 等から ，農家 が取り 組むべ き事業 である 。
しかし， 実際に は産業 用太陽 光発電全 体の 0.3%弱 （ 2017） と い う 設備認 定 状
況である 。この 点につ いては 更なる 政 策的プロ モーシ ョンが 必要で あろう 。 農
家が太陽 光発電 を事業 として 検討す る 際に，先 ず選択 肢とし て考え るのは 所 謂
「野立て 太陽光 発電」である 。これ は 農地転用 許可制 度上，第 2 種 ・第 3 種 農
地の方が 農地転 用への ハード ルが低 い ためであ る。農 地転用 が原則 許可さ れ て
ない甲種 農地及 び第 1 種 農 地の 場合に のみ，ソ ーラー シェア リング 発電が 検 討
されるこ ととな る。さ らには 農業委 員 会への「 農地の みなし 転用」 申請に つ い
ても，以 前はそ れぞれ の農業 委員会 の 理解にバ ラツキ があり 判断基 準の不 連 続
性が見ら れた。 徐々に ソーラ ーシェ ア リング発 電への 理解も 広まっ てはい る も
のの，「 簡易な 構造 」，「平均 的な単 収」等に明確 な定義 はなく，解釈は 各農業 委
員会に委 ねられ ている ために 判断基 準 が曖昧で ある。 これら の問題 点をク リ ア
するため には， 更なる 法整備 と運用 ル ールの明 確化， ソーラ ーシェ アリン グ 発
電のため の融資 制度の 充実等 一層の制 度の整備 が求め られる 。   
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第五章  パ リ協 定以降 の農 村開発  
 

本 章 の 目 的は， 経済成 長と地 球温暖化 ガスの排 出量を 分離す るデカ ップリ
ングが世 界中で 進行し ている こと，デ カップリ ング実 現のた めには 炭素生産 性
の向上が 不可欠 である こと， 日本がそ の中で大 幅な遅 れを取 ってい ること， こ
れまでの 「量か ら質へ 」とい う概念の パラダイ ムシフ トが必 要なこ と，発電 部
門におい て大幅 な CO2 削 減 が 可能 であ ること， 再生可 能エネ ルギー による発
電が 21 世 紀 の 約束さ れた市 場であ るこ と等から 日本の 農村の 再生可 能エネル
ギーの潜 在力を 明らか にする ことを目 的として いる。  

 
 
第一節  デ カ ッ プリン グ  
 
第一項  経 済 成 長と GHG 排 出 量のデカ ップリン グ  
パリ協定 に 2℃ 目 標 が盛り 込まれ，人類 が排出で きる CO2 が 残 り 1 兆 ト ンと

なった。 つまり 炭素排 出量が 限られる 中で，人 類が SDGs を 達 成 し ，持続 可 能
な成長を 続けて いくた めには ，現在 の 炭素消費 型の社 会構造 を脱炭 素社会 へ と
パ ラダ イ ム シ フト し ， 炭素 生 産 性 (炭 素 投 入量 当 た り の付 加 価 値 )を 大 幅 に 向上
させるこ とが不 可欠で ある。 我が国 は ，国内の 排出削 減・吸 収量の 確保に よ り
GHG 排 出 量を 2030 年 度 に おい て 2013 年 度 比 26 .0％ 減 の 水準に するとの 中期
目標と， 2050 年 ま で に GHG 排 出 量 80％ の 排 出削減 （なぜ かどの 資料に も削
減の基準 年の記 述がな い）を目 指す長期 目標を掲 げてい る。21 世 紀 に お いては ，
ゼロ炭素 社会の 実現の 成否が ，持続 可 能な経済 成長の 鍵とな る。炭 素生産 性 を
巡 る国 際 競 争は ， 2000 年 前 後 より す で に始 ま っ てい る の であ る 。 この た め に
は，経済 成長の ために は化石 燃料の 消 費が不可 欠で分 離不能 である という 考 え
方に対し て，コ ペルニ クス的 な大転 換 を国民に 広く理 解して もらう ことが 必 要
である。  

B.  Obama（ 2017） 1 2 5は ， 近 い 将 来の政 治を脇に 置くと すれば ，経済 的及 び
科学的証 拠が揃 ったこ とで， 大統領 在 任中に現 れたク リーン エネル ギー経 済 へ
の動向は 継続し ，その 傾向を 利用す る ための米 国の経 済的機 会が拡 大する と 確
信してい るとし ，クリ ーンエ ネルギ ー の流れは 不可逆 的であ るとし ている 。 そ
れは，2008 年 以 降 ，米国 が初めて 急速 な GHG 排 出 削減と 同時に 経済成 長を記
録したこ とによ る。具 体的に は，エネ ルギー部 門の CO2 排 出 量 は 2008 年 か ら
2015 年 に か け て 9.5％ 減 少 したが ，経 済は 10％ 以 上 成長 した。 この間 ，実質
国内総生 産（ GDP）1 ド ル あ たり のエネ ルギー消 費量は 約 11％ 減 少 し ，エ ネル
ギー消費 単位あ たり の CO2 排 出 量 は 8％ 減 少し ，GDP の ド ル あ たりの CO2 排 出
量 は 18％ 低 減 し ており ，経済 成長と 排 出量の減 少が両 立する ことを 示してい る
としてい る。  

 
第二項  グ ロ ー バルエ コノミ ーにおけ るデカッ プリン グ  
I EA（ 2017） 1 2 6は ， 真 の 変曲 点に達 した かどうか ，いく つかの 世界的 傾向
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は 明 確 で はない が，ま たは時 間ととも に逆転す る可能 性のあ る循環 的 及び一 時
的要因が あるか どうか は不明 であると しながら も，重 要な不 確定性 は， 2014
年 以 降 横 ばいで あった エネル ギー関連 の CO2 排 出 に 関連す るとし ている （図
5-1）。 つ まり ，風力や 太陽光 の急速 な 展開を背 景にし た低炭 素発電 の大幅な
拡大，世 界の GDP に 対 す るエネ ルギー 強度の低 下，中 国の努 力と米 国におけ
る石炭か らガス への転 換等， いくつも の要因に より世 界的な 石炭使 用量が減 少
する可能 性があ るとし ている 。  

ま た ， OECD の 予 測 によると ， 2060 年 ま で の長 期予測 におい て，日 本以外
の地域で はグラ フは右 肩上が りであり ，成長が 持続し ていく （図 5-2）。 さ ら
に， 2014～ 2016 年 の 経 済成長 率は 3.2～ 3. 9%で 推 移 して いるこ とから ，多く
の地域・ 経済圏 で経済 成長 は CO2 排 出 量 の増加 を意味 してい ないと いうこと
が理解さ れる。 つまり ，経済 成長 と CO2 排 出 量 が「デ カップ リング 」され つ
つあるこ とが理 解でき るので ある（ 図 5-3）。 し か し，我 が国に 限って は，成
長率の推 移の傾 向は， 世界平 均はもち ろんのこ と，低 成長率 である 米国及び
OECD 平 均 値 と比べ ても明ら かに低 く ，経済規 模縮小 の可能 性すら あること が
分かる。  
 

 

 
図 5- 1  全 球 エ ネ ル ギー関 連 CO2 排 出 量 の推移  

Sou r c e :  IEA ,  Wor ld  E n e r gy  Ou t l o ok  2 0 1 7 ,  p p . 4 2  
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図 5- 2  世 界 の GDP の 推 移 と 見通し （ 1995-2060 ,  US ド ル ベ ース ）  

OECD,  Long - t e rm  ba se l i ne  p r o je c t io n s ,  No .  9 5  (2 014 )よ り 筆 者 作成  
（ 注 1）  世 界 経 済 全 体 ， OECD， 米 国 ， 中 国 ， イ ン ド ， 日 本 の 比 較  
（ 注 2）  OECD  D a t a よ り  
 
 

 
図 5- 3  世 界 の GDP 成 長 率 の 推移と 世界 ， OECD， 米 国 ，日本 の成長率 の傾向

（ 1980 -2023）  
IMF ,  Wo r ld  E conom ic  Ou t l oo k 2018 よ り 筆 者 作成  
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（ 注 1） 成 長 率 の 比 較 ： 世 界 経 済 全 体 ， 先 進 国 ， 新 興 国 ， 米 国 ， 中 国 ， イ ン ド ， 日 本  
（ 注 2） 成 長 率 ト レ ン ド の 比 較 ： 世 界 経 済 全 体 ， OECD 加 盟 国 平 均 ， 米 国 ， 日 本 の GDP  
 

 

第三項  各 経 済 圏にお けるデ カップリ ング  
「デカッ プリン グ（ decoup l in g）」 と は ，日本語 で「切 り離し 」を意 味す

る。従来 ，農業 経済学 におい ては，農 業保護の ため， 生産刺 激的機 能と所得 補
償機能を 切り離 し，価 格支持 をやめ， 農家に対 して直 接的な 所得補 償を行う 政
策を指す もので あった が，昨 今では， 経済成長 と GHG 排 出 量を 切り離 し，持
続可能な 社会を 発展さ せてい くという 意味で， 世界的 に使わ れるよ うになっ て
いる。  

図 5- 4 は ， EU に お ける 実質 GDP,  GHG 排 出 量 ,  GHG 強 度 の 推移を 示して
いる。ド イツが 「電力 をグリ ッドに供 給する法 律（ St rome zpe i sungs ge se t z :  
S t rEG）」 を 施行し た 1990 年 よ り ，着 実に GHG 排 出 量の 削減を 推進し てい
る。特に ， 1997 年 の 京 都 議定書 後の 2000 年 に ド イツ では ，「再 生可能 エネル
ギー源法 （ Erneue rba re - Ene r g i en -Gese t z :  Renewab le  Ene r gy  Sour ce s  
Ac t）」 を 施 行 し，そ の後 EU 各 国 及 び 世界中 で FIT 法 が 施 行され た。 EU は ，
このよう な継続 的で一 貫した 政策によ って，経 済成長 と GHG 排 出 量の カップ
リングを 切り離 してき たと言 える。  

EU（ 2017）1 2 7は ，科 学 的に証 明され る必 要性と経 済的機 会の両 面から ，パ リ
協定と気 候変動 への全 面的な コミット を継続し ている 。EU と そ の加 盟国 28 カ
国 は 批准 書を預 託し ，1990 年 か ら 2030 年 の 間 に 国内排 出量を 少なく とも 40％
削 減 する という コミッ トメン トを達成 するとし ている。ま た， 2016 年 ， EU の
温 室効果 ガス排 出量は ，土地 利用，土 地利用の 変更及 び林業（ Land U se ,  L and  
Use  Change  and  Fo re s t r y： LULUCF） 及 び 国際 航空を 含む数 値で， 1990 年 比
23％ 下 回 っ ており ，既 存の措 置に基 づく 最近の加 盟国の 予測に よれば ，2020 年
の 20％ 削 減 の目標 が達成 される 。 2030 年 に は ，追 加の政 策が実 施されな け れ
ば，排出量 は 1990 年 よ り も 30％ 減 少 すると予 想され る。EU は 現 在，1990 年
か ら 2030 年 の 間 に排出 量を少 なくと も 40％ 削 減 する という 目的を 達成す る た
めの新た な法律 の交渉 を進め ていると している。同報告 書（ 2017）は ，1990 年
か ら 2016 年 に か けて， EU の GDP は 53％ 増 加 し ，総排 出量は 23％ 減 少 し ，
排出量と GDP の 比 と して定 義され る EU 経 済 の GHG 排 出 強 度は， 同期間 で半
減したと してい る。  

ま た ，気候変 動政策 の事後 評価と して は，GDP に 対 す る排出 量の減 少が主 に
イノベー ション によっ て推進 されて い ることを 報告し ており ，イノ ベーシ ョ ン
には，再 生可能 エネル ギー利 用によ り 低炭素技 術を使 用する だけで なく， よ り
効率的な 発電所 ，自動運 転技術 ，電気 自 動車，AI 等 を 通 じて生 産性を 高める こ
とも含ま れ， CO2 排 出 量 の EU シ ェ ア は， 1990 年 の 17 .3％ か ら 2012 年 に は
9.9％ に 減 少し， CO2 排 出 量 だけでも 1990 年 の 19. 7％ か ら 2015 年 に は 9.6％
に 減 少し ， 3 大 経 済国 の 3 大 GHG（ CO 2， CH4， N2O）は ， EU と 中 国が ，米 国
よりも 1 人 当 たり 排出量 を大幅 に減少 させてい ると報 告して いる。  
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図 5- 4  EU に お け る実 質 GDP ,  GHG 排 出 量 ,  GHG 強 度 の推移 ,  1990 - 2016  
S ou r c e :  「 欧 州 議 会 と 閣 僚 会 議 へ の 委 員 会 報 告 書  パ リ か ら 2 年 後  -  EU の 気 候 に 関 す
る コ ミ ッ ト メ ン ト に 向 け て の 進 展 」 ,EU,  20 1 7 ,  p p . 4 よ り  

 
 

IEA（ 2017） 1 2 8は ， 経 済 成 長 と 電 力 需 要 の 関 係 に 大 き な 変 化 が 生 じ て お り ，
中国を始 めとす る主要 な経 済成長 国で も，最近 の電力 需要の 伸びは GDP の 成
長 率をは るかに 下回っ ていこ とと， 電 力需要単 位あた りの化 石燃料 投入量 が 低
下 し て い る こ と を 報 告 し て い る 。 図 5-5 に 見 ら れ る よ う に ， 新 政 策 シ ナ リ オ
（ NPS）に お いて は，電化 や LED 化 に よ り効率 化が図 られる こと ，電力 供給 に
おける再 生可能 エネル ギーの シェア が 上昇する こと， 超臨界 発電や 超超臨 界 発
電などの 先端高 度技術 の貢献 等によ り ，経済成 長と化 石燃料 消費の デカッ プ リ
ングが可 能にな るとし ている 。  
 

 

5 
 

Figure 2: Change in real GDP, GHG emissions and GHG emission intensity in the EU, 1990-2016 

 
 

Ex post evaluation of climate policies shows that lower emission intensity of the economy is mainly 
driven by innovation. Innovation includes not only using low-carbon technologies such as 
renewable energy but also raising productivity, for instance through more efficient power plants and 
cars. The relative shift between economic sectors, e.g. from industry to services, has had a marginal 
effect across the EU. 

Figure 3: Development of per capita emissions of the largest economies, 1990-2012 

 
It is estimated that the EU’s share of global greenhouse gas emissions fell from 17.3 % in 1990 to 
9.9 % in 2012. Its share of CO2 emissions alone fell from 19.7 % in 1990 to 9.6 % in 2015. A 
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図 5- 5  新 し い 政 策シナ リオ（ NPS） に お ける世 界の GDP 成 長 と 発電に おけ

る化石燃 料消費 のデカ ップリ ング  
Sou r c e :  IEA ,  Wor ld  E n e r gy  Ou t l o ok  2 0 1 7 ,  p p .  2 6 1  

 
 

米 国 に お いても ，「 デカッ プリン グ」の 進展が確 認され ている 。表 5-1 は ，
2000 年 か ら 2014 年 ま で の 米国 51 州 に お ける 実質 GDP， CO2 排 出 量 ，炭素
投入量の 変化の 割合を 集計し たもので ある。全 米平均 で 15 年 間 で 24%の 経 済
成長を達 成して おり， その間 のエネル ギー関 連 CO2 排 出 量 がマイ ナス 7.1%，
経 済 にお ける炭 素強度 が 25.3%低 減 し ているこ とが理 解でき る。デ カップリ
ングを達 成して いる州 は， 51 州 中 35 州 に も 上 る。  

も ち ろ ん ，米国 のエネ ルギー 効率がこ れまで低 かった から CO2 排 出 量 の 削
減が可能 であっ たとす ること も議論も 可能であ る。し かし， 全ての 州におい て
CO2 排 出 強 度は 低下し ており ，その 中 央値はマ イナ ス 26.7%で あ る 。ま た， デ
カップリ ングが できて いな い 16 州 に お いても， 平均経 済成長 率は 37 .8%で あ
る のに対 して CO2 排 出 量 の 増加は 平均 値で 6.8%に 留 ま ってい ること からも ，
米国にお いてデ カップ リング が進行し ていると 解釈す ること ができ る。  
 
  

Chapter 6

6

6.3.5 
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表 5- 1  全 米 に お ける実 質 GDP， CO2 排 出 量 ， 炭素投 入量の 変化  
（ 2000 -2014）  

 

「 成 長 ， 炭素， トラン プ：経 済成長と 排出量の 「デカ ップリ ング」 への国家 の
進歩と漂 流」 ,  D.  S aha  & M ,  Muro ,  2016 よ り 筆 者作成  

（ 摘 要 ） 緑 ： デ カ ッ プ リ ン グ を 達 成  メ ロ ン オ レ ン ジ ： 排 出 強 度 の 削 減 を 達 成  
Sou r c e :  B r oo k in g s  a na l y s i s  o f  E PA  S t a t e  CO 2  Em i s s i o ns  f r om F o s s i l  Fu e l  
Combu s t i o n ,  1 99 0 - 2 0 1 4 ;  Bu r e au  o f  E c onomi c  An a l y s i s  a n nu a l  GDP by  s t a t e  da t a ;  
a n d  E n e r gy  I n fo rma t i o n  Adm i n i s t r a t i on ' s  S t a t e  En e r g y  Da t a  Sy s t em ,  1 9 6 0 - 2 0 14  
   
 

B .  Obama（ 2017）6 5 は ，ク リ ーンエ ネ ルギーの 不可逆 的な勢 いには ，前 述の
① 2008 年 以 降 の「 デカッ プリン グの達 成」に加 え，② プライ ベート セクタ ーに
おける排 出量の 削減，③電力 部門に お ける市場 勢力，④世界 的な趨 勢等 4 つ の
要因があ るとし ている 。プラ イベー ト セクター におけ る事例 として は，ア ル ミ
メーカー の Alco a が 2005 年 ベ ー スライ ンから 2020 年 ま で に GHG 強 度 を 30％
削 減 する 目標を 設定し たこと ，及び ゼ ネラルモ ーター ズが施 設から のエネ ル ギ
ー強度 を 2011 年 の ベ ー スライ ンか ら 20％ 削 減 の取り 組みを 示して いる 。これ
らの投資 により ， 2015 年 の エ ネ ルギー 消費総額 は， 2008 年 の 2 .5％ 減 ， 経済
規模は 10％ 増 と なった として いる。ま た，電力部 門にお いては，再エネ 設備 価
格の低下 から， 2015 年 に は 化石 燃料 の 2 倍 の 投 資をグ ローバ ル資本 から調 達
したとし ている 。そし て世界 的な趨 勢 としては ，パリ 合意 が 1 年 足 ら ずで発 効
し，マラ ケシュ でのフ ォロー アップ 会議 において ，世界 の排出 量の 75％ 以 上 を
占める 110 以 上 の 国 々がす でにパ リ協 定に参加 してい ること を挙げ ，気 候変動

State Percent Change in 
Real GDP                   
                                    
                                    

Percent Change in 
Energy-Related 
CO2 Emissions         
                                    

Percent Change in 
Carbon Intensity of 
Economy                   
                                    

State Percent Change in 
Real GDP                   
                                    
                                    

Percent Change in 
Energy-Related 
CO2 Emissions         
                                    

Percent Change in 
Carbon Intensity of 
Economy                   
                                    

Alabama 19.8% -12.9% -28.7% Montana 38.2% 2.2% -25.4%

Alaska 37.7% -20.7% -42.6% Nebraska 36.7% 25.5% -8.9%

Arizona 27.8% 8.1% -16.4% Nevada 24.5% -18.1% -34.5%

Arkansas 28.7% 8.7% -16.2% New Hampshire 21.4% -13.9% -29.5%

California 28.2% -6.3% -26.6% New Jersey 11.1% -8.8% -17.0%

Colorado 27.5% 7.8% -15.7% New Mexico 23.3% -13.2% -29.6%

Connecticut 10.6% -17.7% -26.0% New York 23.8% -19.7% -35.4%

Delaware 16.9% -20.0% -31.6% North Carolina 26.3% -14.6% -33.1%

District of Columbia 31.7% -30.3% -46.8% North Dakota 128.0% 16.0% -52.2%

Florida 24.3% -4.1% -23.7% Ohio 11.2% -12.9% -22.6%

Georgia 15.1% -17.0% -28.6% Oklahoma 43.0% 4.7% -27.4%

Hawaii 30.3% -1.4% -25.6% Oregon 45.6% -8.5% -37.0%

Idaho 26.0% 6.2% -15.7% Pennsylvania 19.3% -11.5% -26.7%

Illinois 10.1% 0.2% -9.2% Rhode Island 16.7% -9.4% -22.2%

Indiana 16.8% -12.9% -27.0% South Carolina 18.7% -7.8% -23.1%

Iowa 31.6% 5.2% -18.5% South Dakota 46.7% 8.1% -26.6%

Kansas 22.6% -7.1% -25.3% Tennessee 22.7% -18.9% -34.5%

Kentucky 18.6% -4.8% -20.4% Texas 50.5% 1.1% -27.8%

Louisiana 14.5% -9.0% -21.5% Utah 45.2% 0.8% -31.9%

Maine 8.8% -25.0% -31.5% Vermont 22.7% -12.9% -29.0%

Maryland 32.5% -20.2% -39.4% Virginia 26.2% -15.1% -33.3%

Massachusetts 20.5% -21.9% -35.5% Washington 29.1% -12.9% -31.6%

Michigan -1.9% -15.8% -15.1% West Virginia 16.3% -14.5% -27.3%

Minnesota 23.1% -3.6% -22.0% Wisconsin 19.6% -6.2% -22.1%

Mississippi 13.7% 4.4% -8.8% Wyoming 40.3% 3.9% -27.1%

Missouri 10.4% 5.0% -5.4% U.S. total 24.0% -7.1% -25.3%
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措 置 の た めの「 勢いは 不可逆 的である 」として いる。  
 
第四項  炭 素 生 産性  
1)   炭素生産 性  
炭素生産 性とは ，文 字通り 炭素の 排出 に対して どれだ けの経 済活動 が行われ

ているの かを表 した指 標であ る。通常 ，炭素排出 量は，以下の 茅恒等 式 1 2 9に よ
り 求 めら れる。  

 

CO2 排出量（ 𝐶𝑂2） =人口 (𝑃𝑂𝑃)✕
GDP

人口 (𝑃𝑂𝑃)
✕

CO2
エネ ルギー (𝐸)

✕
エネルギ ー（ 𝐸）

GDP  

 
こ の 式 を 全微分 して， CO2 で 割 る と  

dCO2
𝐶𝑂2 =

𝑑POP
𝑃𝑂𝑃
POP +

𝑑 GDP𝑃𝑂𝑃
GDP
𝑃𝑂𝑃

+
𝑑 CO2𝐸
𝐶𝑂2
𝐸

+
𝑑 E
𝐺𝐷𝑃
E

𝐺𝐷𝑃
 

 
よ っ て ，  
CO2 増 加 率 =（ 人 口変化 率） +（ 一 人 あ たりの経 済的付 加価値 変化率 ） +

（ 炭 素集 約度変 化率） +（ エ ネルギ ー集 約度変化 率）  
 
と い う こ とがで きる。  
ま た ， 上 述の式 より， 人口が 変化しな いとして ，  

𝐶𝑂2 = GDP✕
CO2
E ✕

E
GDP 

 
と 表 す こ とがで きる。  
こ れ を 生 産性か ら表記 すると ，  

𝐺𝐷𝑃 =
GDP
𝐸 ✕

E
CO2 

 
と 表 す こ とがで きる。  
よ っ て ，  

炭素 生 産性 = [\]（ 付 加 価 値 ）
投 入 エ ネ ル ギ ー 量

✕投 入 エ ネ ル ギ ー 量
投 入 ^_` 量

=[\]（ 付 加 価 値 ）
投 入 ^_` 量

 

と 表 す こ とがで きる。  
つ ま り ，炭素生 産性と は，どれだ けのエ ネルギー 投入 で GDP を 生 み 出す こと

ができ， どれだ けの炭 素を使 ってエ ネ ルギーを 生み出 すこと ができ るのか に つ
いての指 標であ る。  

化 石 燃 料 とバイ オマス の燃焼 による二 酸化炭素（ CO2）は ，温 室効果 ガス（ GHG）
排 出量 の 90％ を 占 めて おり，気候変 動 に対処す る国の 能力に おける 重要な要 素
である。 大気中 の GHG 濃 度 の安定 化 は，構造 的及び 技術的 変化を 目指す一 貫
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し た 国 内 及び国 際政策 の実施 に依存し ている（ OECD,  2017） 7 1。 2008 年 時 点
で の 世 界 の 炭 素 生 産 性 は ， CO2e ト ン 当 た り 約 740 ド ル で あ り ， 年 間 成 長 率
3.1％ と 20 ギ ガ ト ン /年 の 二 酸化 炭素排 出量削減 を 両立 させる ために は， 2050
年 ま で に 炭 素 生 産 性 を CO2 換 算 で 7,300 ド ル に す る 必 要 が あ る と し て い る
（ E.Be i nho cke r  e t  a l . ,  2 008） 1 3 0。 化 石 燃 料にお ける炭 素消費 は，ほ とんど の
場合， GHG 排 出 に リンク してい る。つ まり，炭 素生産 性を向 上させ る能力は ，
排出量の 全体的 なレベ ルを削 減するそ の国の能 力に依 存して いると 言える。  

 
2)   付加価値 を生む ために 必要な 炭素とは   
付加 価 値を 生 む ため に 必要 な 炭素 と は ，一 体 何で あ ろ うか 。 環境 省 （ 2017）

1 3 1は ，炭 素 投 入量の 大幅削 減を実 現する ために，再 エネに よる発 電，省 エネ ル
ギーの推 進 (エ ネ ル ギ ー生産 性の大 幅な 向上 )と ，低 炭素の 電源・熱の 導入 ，ボラ
ティ リテ ィの 高い 再 エネ の貯 蔵， 都市 構造 対策 等に よる 活 動量 (自 動 車 走 行量 ，
床面積 )の 適 正 化が必 要であ るとし てい る。これら の発想 は，日本 が省エ ネルギ
ー政策の 過程で 獲得し てきた 手法で あ り，我が 国が得 意とし ている もので あ る
が，右肩 上がり の経済 状況な しには 継 続的な投 資が困 難なも のもあ る。す で に
過去の延 長線上 にソリ ューシ ョンが な いことは ，失わ れた四 半世紀 が示し て い
る。付加 価値を 生むた めに必 要な炭 素 とは，炭 素でし か出来 ないこ とにの み 利
用するべ きであ り，炭 素であ る必要 が ない代替 できる ものに 関して は，全 て 別
の方式に 移行す るとい ったパ ラダイム の転換が 必要で ある。  

一 方 ， OECD（ 2017） 1 3 2は ， 炭 素 投 入量 の削減は，国 際的な 生産ネ ットワ ー
クとグロ ーバル バリュ ーチェ ーンが 相 互依存を 深めて いるた め，グ ローバ ル な
状況に置 かれな ければ ならな いこと を 意味する として いる。 さらに ，貿易 の 増
加と炭素 集約型 生産の 海外へ の移転 に 伴い，国 内排出 量の削 減は， 世界の 他 の
地域で部 分的に または 完全に 相殺さ れ ることが あるた め，国 際貿易 や最終 的 な
内需に伴 う「炭 素の流 れ」を よく理 解 しなけれ ばなら ない。 貿易 ・ 経済成 長 と
環境との 関連は 複雑で あるか ら，成 長 と発展の ための 貿易の 競争上 の利益 を 含
む様々な 要因を 説明し なけれ ばならな いとして いる。  

こ こ で の 示唆は ，日 本国内 のみで 効率 を高める だけで は炭素 生産性 の分母を
小さくす ること は不可 能であ り，産 油 国や資源 国ある いは生 産進出 先国を 包 含
した形で のドラ スティ ックな 構造の改 革が必要 になる という 点であ る。  

 
3)   炭素生産 性にお ける付 加価値 とは  
一方，炭素生 産性を 論じる と，畢竟 ，付加価値 をどの ように して最 大化させ

るのかと いう問 題に突 き当た る。経 済 の規模は ，製品 （ある いはサ ービス ） の
価値 ✕数量で計 算され る 。高度経 済成長 期におけ る GDP の 成 長 とは ，掛け 算の
各項の数 値を大 きくし ていく ことで あ った。そ れは， 生産量 であり ，活動 人 員
であり， 店舗面 積であ り，活 動時間 で あり，と にかく なんで も「大 きいこ と は
良いこと だ」と いう価 値観に 集約され る直線的 な思考 であっ た。  

し か し ，我が国 において は，現 在にお い ても多く の指導 者が，GDP を 大 き く
するため には，GHG の 排 出量 増加は 自 明の理で あると してい るので はないか と
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首 を 傾 げ ること も多い 。省エ ネルギ ー 技術とゼ ロ炭素 社会は ，全く 別の次 元 で
存在して いる。 社会構 造を変 革せず に 伝家の宝 刀であ る省エ ネ技術 に固執 す る
のは，カ ラ雑巾 を絞る 行為で しかな く ，何ら新 たな付 加価値 をもた らさな い 。
したがっ て，付 加価値 を最大 化させ る ためには ，単純 なハー ドウェ アとし て の
物質・製 品の生 産だけ ではな く，付 加 価値と炭 素投入 量が連 動しな いもの ， つ
まり知的 財産，ソ フトウ ェア，金融を 始 め，想像 力をベー スにし た無形 の製品 ，
サービス 等によ る新た な付加 価値を無 視するこ とはで きない のであ る。   

 

 
図 5- 6  生 産 ベ ー ス CO2 排 出 量 の 変化 率と GDP の 変 化 率（ 1995- 2014）  
OECD グ リ ー ン成 長研究 ,  グ リ ー ン 成 長指標  2017 ,  OECD da t abase よ り

筆 者 作成  
Da t a  S ou r c e :  
I EA  ( 20 1 6 ) ,   “CO 2  em i s s i o ns  b y  p r o du c t  a n d  f l ow  ( Ed i t i o n  2 0 1 6 ) ” ,  IEA  CO 2  

Em i s s i o n s  f r om  Fu e l  C ombu s t i o n  S t a t i s t i c s  ( d a t a ba s e ) .  DO I :  
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 7 8 7 / da t a - 0 04 3 0 - e n  ( a c c e s s ed  o n  3 1  J a nu a r y  
2 0 17 )  

OECD  ( 2 0 1 5 ) ,   “Ca r b o n  d i o x id e  emb od i e d  i n  i n t e r na t i o na l  t r a de ” ,  OECD  S t r u c t u r a l  
An a l y s i s  S t a t i s t i c s :  I npu t -Ou t pu t  ( d a t a ba s e ) .  DO I :  
h t t p : / / s t a t s . o e c d . o r g / I n de x . a s p x?D a t a S e t Cod e= IO _GHG _2015  
( a c c e s s e d  o n  3 1  J a nu a r y  20 1 7 )  

OECD  ( 2 0 1 6a ) ,  “A g g r e ga t e  na t i o na l  a c c ou n t s ,  SNA  2 008  ( o r  SNA  1 9 93 ) :  g r o s s  
domes t i c  p r o du c t ” ,  OECD  Na t i o na l  A cc ou n t s  S t a t i s t i c s  ( d a t a ba s e ) .  
DO I :  h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 7 8 7 / da t a - 00 0 0 1 - e n  ( a c c e s s e d  i n  J a nu a r y  
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2 0 17 )  
OECD  ( 2 0 1 6b ) ,  “ OECD  ec o nom ic  ou t l o ok  No .  1 0 0  ( e d i t i on  20 1 6 /2 ) ” ,  OECD  

Ec o nom ic  Ou t l o ok :  S t a t i s t i c s  a nd  P r o j e c t i o ns  ( d a t a ba s e ) .  
DO I :  h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 7 8 7 / 7 fa 3 1 7b f - e n   ( a c c e s s e d  i n  J a nu a r y  
2 0 17 )  

Wor l d  Ba nk  ( 2 0 16 ) ,  “Wor l d  d e v e l o pmen t  i nd i c a t o r s ” .  
h t t p : / / da t a . w o r l d ba nk . o r g / d a t a - c a t a l o g /w o r ld - d e ve l opmen t -
i nd i c a t o r s  ( a c c e s s e d  i n  J a nu a r y  2 01 7 )  

 
 

表 5- 2  生 産 ベ ー ス CO2 排 出 量 の変化 率 と GDP の 変 化 率  

  
OECD グ リ ー ン成 長研究 ,  グ リ ー ン 成 長指標  2017 ,  OECD da t abase よ り

筆 者 作成  
 

 
図 5-6 は ， 1995 年 か ら 2014 年 ま で の 各国の生 産ベー ス CO2 排 出 量 の変化

率と GDP の 変 化 率の相 関を表し たもの である。ここか ら理解 できる ことは ，日
本はどち らかと いえば デカッ プリン グ を実現で きない ていな い国で あると い う
事実であ る。こ の図 の 45°線 上 付 近 に 位置する 国は， インド ネシア ，チリ， ト
ルコ，南 アフリ カ等の 新興国 であり ， なおかつ その中 でも日 本の成 長 率は 最 も
低い。この ことは，1995 年 か ら の 20 年 間 日 本 が経済 的に停 滞状況 にあった だ
けでなく ，炭素 生産性 の向上 もでき て いないこ とを表 してい る。こ の点に つ い
ては Zone3 に 属 す る EU 諸 国 と比べ れ ば一目瞭 然であ る。また ，表 5-2 か ら は ，
GDP 変 化 率 に対 する CO2 削 減 率 の比 で 見た場合 ，日 本は調 査対象国 48 カ 国 中 ，
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36 位 に 位 置し， OECD の 中 で は 最下位 グループ に位置 するこ とが理 解できる 。
脱炭素社 会の構 築とい う点に おいて は ，一般的 な日本 人の持 つ「省 エネ先 進 国
日本」と いうイ メージ とは裏 腹に， 後 続集団に 位置し ，さら にラン キング を 落
としてい く可能 性があ る。  

 
 

第二節  量 か ら 質への 転換   
 
環 境 省（ 2017） 7 0 は ，人 口 減少等 の制 約下にお いて経 済成長 を実現 するため

の付加価 値生産 性の向 上とパ リ協定 に 対応する ための 炭素生 産性の 向上と は ，
経済の体 質を「 量から 質へ」 転換さ せ る点にお いて方 向性を 共有し ている と の
立場をと ってい る。炭 素生産 性は， い わば「量 から質 への経 済成長 への転 換 」
の達成度 合いを 測る一 つの経 済指標 と しての性 格を持 つと言 える と してい る 。
この言葉 に象徴 される ように ，我が 国 は過去か らの延 長上に ゼロ炭 素社会 が あ
るとの幻 想にと らわれ ている のではな いだろう か。  

「 量 か ら 質への 経済成 長への 転換」は この四半 世紀の 間，事 あるご とにお 題
目のよう に繰り 返し唱 え続け られて き た。日本 人が「 品質」 という 言葉を 使 う
とき，往 々にし て「過 剰品質 」とも 呼 ばれる余 分なコ ストを 掛けた 末に， 収 益
性の低下 を招く ことさ えあっ た。果 た して「量 から質 への経 済成長 への転 換 」
といった 定性的 な概念 のみで ， GHG 排 出 量を削 減し， GDP の 増 大 が図 れるの
で あ ろ う か ？  筆 者 は こ の 点 に お い て 懐 疑 的 で あ る 。 前 項 か ら も 明 ら か な よ う
に， OECD 加 盟 す るほ ぼ全て の国が ， すでにデ カップ リング を実現 している 。
この事実 を真剣 に認識 し，「 量から 質へ 」という概 念につ いても パラダ イムシ フ
トすべき 時が来 ている 。  

も ち ろ ん 環境省（ 2017）が 指 摘 する通 り，環境保 全対策 は，対策 技術等 に対
する新た な投資 ・消費 需要を 生み，イ ノベーシ ョンを 誘発する 7 0。 そ し て ， さ
らに重要 なこと は，再 エネに よる発 電 の割合を 増大さ せると いうこ とは， 化 石
燃料の輸 入額を 縮小し ていく ことを意 味してい る 。 FIT 法 に お ける 賦課金 問 題
において も，常 に話題 となる のは国 民 の負担分 のみで あるが ，国外 に支払 う 必
要のなく なった エネル ギー代 金は， 実 際のとこ ろ国内 にそし て国民 に還元 さ れ
る。その 金額は 決して 小さい もので は ないため ，マク ロ経済 の観点 からも 資 金
の流れの 変化が ，どん な影響 をもたら すのかに ついて も議論 する必 要がある 。  

 
 

第三節  CO2 排 出 量 の削 減  
 
日 本 の 省 エネ技 術につ いては，あらゆ る やるべき ことを やって きたの で，「 日

本の省エ ネ技術 は行き 着くと ころま で 行き着い た」，「 カラ雑 巾を絞 っても 何 も
出ない」等の言 い方を よく聞 く。し かし ，本当に 日本に はも う GHG の 削 減余地
が無いの だろう か？日 本人は あまり に も効率の みにこ だわり すぎて いるの で は
ないだろ うか？ もっと 根本的 に炭素 投 入量の削 減を可 能にす る方法 はない の だ
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う ろ か ？  
図 5-7 は ， 1990 年 か ら 2016 年 ま で の 我が国の CO2 部 門 別 排 出量の 推移を

表したも のであ る。政 府の説 明とし て ，福島第 一原子 力発電 所事故 により 火 力
発電所の 運転が 増えた との説 明がなさ れるが，こ の図から は 2009 年 か ら 2012
年 ま で は CO2 の 排 出 量が直 線的に 増加 しており ， 2013 年 に は 横ばい となっ た
後に，2014 年 ，2015 年 と 排 出 量が減 少 し，2016 年 に 再 び上昇 に転じ ている こ
とが分か る。環 境省の 資料で は，太陽 光発電が 増加した 2016 年 に ， CO2 排 出
量 が前年 度比 で 3 千 万 ト ン増加 してい る理由に ついて の説明 はない 。  

環 境 省 （ 2018） 1 3 3は ， 2016 年 度 の 我が 国 の GHG 排 出 量を 1.307Gt  CO2e q /
年  （ CO2 換 算 ）， CO2 排 出 量 を 1.206Gt  CO2 /年 と し ， それぞ れ前年 度比 16Mt  
CO 2e q， 1 .2%の 減 少 ， 19.3M t  CO2， 1 .6%の 減 少 ，として いる。 IEA（ 2018） 1 1

は ， 2016 年 の 全 世界 の CO2 総 排 出 量 が 320 億 ト ン （ 32.0Gt  CO 2） で あ っ た と
しており，全世界 の排出量 の 3.8%を 占 め ている。また，我が 国の中 期目標 であ
る 2030 年 時 点 に お け る 2013 年 度 比 26 .0 ％ 減 の 進 捗 状 況 と し て は ，
130MtCo2eq /年 ，7 .3%の 削 減 となって おり，あと 14 年 で 280Mt  CO 2e q（ 単 純
平均で 20Mt  CO2e q /年 ） の 削 減を達 成 しなけれ ばなら ない。  

エ ネ ル ギ ー消費 の計算 には，発 電及び 熱 発生に伴 う CO2 排 出 量 を電 気及び 熱
の生産者 側の排 出とし て計上 する電 気 ・熱配分 前で集 計する 方法と エネル ギ ー
を消費量 に応じ て各最 終消費 部門及 び エネルギ ー転換 部門の 消費者 に配分 す る
2 通 り の集計方 法があ る。こ の集計 で は製油所 と発電 所はエ ネルギ ー部門と し
て同じ部 門とし て集計 されて いるが，電気・熱配 分後 の CO2 排 出 量 を減じ る こ
とで発電 に係る CO2 排 出 量 を推計 でき る。 2016 年 度 に おける 電気・ 熱配分 前
のエネル ギー転 換部門 の CO2 排 出 量 は 507Mt  CO2 /年 で あ り ，電気 ・熱配 分後
のエネル ギー転 換部門の CO2 排 出 量 は 98Mt  CO 2 /年 で あ る から ， 2016 年 度 の
発電部門 のみに おけ る CO2 排 出 量 は 409Mt  CO2 /年 と な る 。  

工 場 ，事 業所等 の省エ ネは以 前より か なり進ん でいる ため，システ ムの抜 本
的な変更 を除け ば，これ以 上の大 幅な CO2 排 出 量 削 減は困 難であ ると考 えられ
る。自動 車に関 しては ，自動 運転オ ー トパイロ ット機 能と電 気自動 車への 移 行
により， 相当量の CO2 削 減 が 期 待でき ると考え られる が，市 場も大 きいため ，
ある程度 のリー ドタイ ムが必 要と考 え られる。 農業に よる食 料生産 分野に つ い
ては議論 に上る ものの ，食 料生産と いう 失敗が許 されな い分野 のため ，GHG 排
出 量の削 減につ いても 随時最 適化を図 っていく ことに なると 思われ る。  

こ の よ う に消去 法で考 えたと き，発電 部門のみ が脱炭 素化を 行なっ ても本来
の機能を 失わな い部門 である ことが 理 解できる 。発電 は必ず しも化 石燃料 が 必
須とはな らない うえに ，すで に人類 は 再生可能 エネル ギーに よる発 電を実 用 化
している 。もち ろん， 電力の 脱炭素 化 はエネル ギー系 商社や 重電メ ーカー に 関
わるロジ スティ クス関 連産業 の売上 を 大きく下 げるこ とにな るだろ う。一 方 ，
海外に流 出して いた資 金は国 内で循 環 すること になり ，国内 経済を 刺激す る こ
とになる 。財 務省貿 易統計（ 2014） 1 3 4に よ る と ，我が 国のエ ネルギー の総輸 入
額はやく 28 兆 円 で ある。 CO2 の 排 出 量から按 分した 発電関 連のエ ネルギー 輸
入額は ，エネ ルギー 総輸入 額 ✕発電部門 CO2 排 出 排 出量／全 CO2 排 出 量 で約 9.5
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兆 円 と な る。  
前 章 で も 述べた とおり ，ソ ーラー シェ アリング 発電を 耕作放 棄地に 設置した

場合，年 間発電 量は 3,140 億 kWh と な り ， CO2 削 減 量 は 2 億 7 百 万 t  CO2 /年
と な る 。 あるい は，各 農業経 営体が 100kW ず つ の ソーラー シェア リング 発電
を行なっ た場合 には， 年間発 電量は 1,867 億 kWh と な り ， CO2 削 減 量 は 1 億
2 千 3 百 万 t  CO 2 /年 と な る 。こ れは 2016 年 度 の 電力需 要の 34 .5%（ 各 農 業経
営体 100kW の 場 合， 20%） に 相 当 し， 発電部門 の CO2 を 51%（ 各 農 業経営体
100kW 毎 の 場 合， 30%） 削 減 で きるこ とを意味 してい る。  

 
 

 

図 5- 7   CO 2 部 門 別 排 出 量の推 移（ 1990-2016）  
Sou r c e :  「 2016  年 度 (平 成  28  年 度 )の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 (確 報 値 )に つ い て 」， 2018，
環 境 省 ・ 国 立 環 境 研 究 所 よ り  
(注 1 )  発 電 及 び 熱 発 生 に 伴 う CO 2 排 出 量 を 電 気 及 び 熱 の 生 産 者 側 の 排 出 と し て 計 上 し

た も の 。  
(注 2 )  「 電 気 事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 (第  2  弾 改 正 ) ( 20 1 4 年 6 月 11 日 成 立 )に

よ り ， 2016 年 4 月 か ら 電 気 の 小 売 業 へ の 参 入 が 全 面 自 由 化 さ れ る と 共 に 電 気 事
業 の 類 型 が 見 直 さ れ た  こ と に 伴 い ， 2015  年 度 ま で 業 務 そ の 他 部 門 や 産 業 部 門
に 計 上 さ れ て い た 自 家 用 発 電 の OC2 排 出  量 の 一 部 が ， エ ネ ル ギ ー 転 換 部 門 内
の 事 業 用 発 電 の 項 目 に 移 行 し た た め ， 2015  年 度 と 2016 年  度 の 間 で 数 値 が 大

 

 5 

 
図 3  CO2の部門別排出量（電気・熱配分前

（注１））の推移 

（注 1）発電及び熱発生に伴う CO2排出量を電気及び熱の生産者側の排出として計上する。 

（注 2）「電気事業法等の一部を改正する法律」（第 2弾改正）（平成 26年 6月 11日成立）により、
2016年４月から電気の小売業への参入が全面自由化されると共に電気事業の類型が見直された
ことに伴い、2015年度まで業務その他部門や産業部門に計上されていた自家用発電の CO2排出

量の一部が、エネルギー転換部門内の事業用発電の項目に移行したため、2015年度と 2016年
度の間で数値が大きく変動している。 

（注 3）廃棄物のうち、エネルギー利用分の排出量（※）については、毎年 4月に条約事務局へ提出す
る温室効果ガスインベントリでは、条約インベントリ報告ガイドラインに従い、エネルギー起

源の排出として計上しており、本資料とは整理が異なる。CH4、N2Oについても同様である。 
※エネルギー利用分の排出量：エネルギーとして利用された廃棄物及びエネルギー回収を伴う廃棄物焼却におけ

る排出量（「廃棄物が燃料として直接利用される場合の排出量」、「廃棄物が燃料に加工された後に利用される

場合の排出量」、「廃棄物が焼却される際にエネルギーが回収される場合の排出量」） 

（注 4）一酸化炭素（CO）、メタン（CH4）及び非メタン揮発性有機化合物（NMVOC）は、長期的には
大気中で酸化されて CO2に変換される。間接 CO2はこれらの排出量を CO2換算した値を指す。

ただし、燃焼起源及びバイオマス起源の CO、CH4及び NMVOCに由来する排出量は、二重計上
やカーボンニュートラルの観点から計上対象外とする。なお、この間接 CO2とは発電及び熱発生

に伴う CO2排出量を各最終消費部門に配分した排出量のことではない。 
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き く 変 動 し て い る 。  
(注 3 )   廃 棄 物 の う ち ， エ ネ ル ギ ー 利 用 分 の 排 出 量 (※ )に つ い て は ， 毎 年 4 月 に 条 約 事 務

局 へ 提 出 す る 温 室 効 果 ガ ス イ ン ベ ン ト リ で は ， 条 約 イ ン ベ ン ト リ 報 告 ガ イ ド ラ
イ ン に 従 い ， エ ネ ル ギ ー 起 源 の 排 出 と し て 計 上 し て お り ， 本 資 料 と は 整 理 が 異
な る 。 CH4， N2O に つ い て も 同 様 で あ る 。  

  ※ エ ネ ル ギ ー 利 用 分 の 排 出 量 :エ ネ ル ギ ー と し て 利 用 さ れ た 廃 棄 物 及 び エ ネ ル ギ
ー 回 収 を 伴 う 廃 棄 物 焼 却 に お け る 排 出 量 (「 廃 棄 物 が 燃 料 と し て 直 接 利 用 さ れ る
場 合 の 排 出 量 」，「 廃 棄 物 が 燃 料 に 加 工 さ れ た 後 に 利 用 さ れ る  場 合 の 排 出 量 」，
「 廃 棄 物 が 焼 却 さ れ る 際 に エ ネ ル ギ ー が 回 収 さ れ る 場 合 の 排 出 量 」 )  

(注 4 )   一 酸 化 炭 素 (CO)， メ タ ン (CH4 )及 び 非 メ タ ン 揮 発 性 有 機 化 合 物 (NMVOC )は ， 長
期 的 に は  大 気 中 で 酸 化 さ れ て OC2 に 変 換 さ れ る 。 間 接 OC2 は こ れ ら の 排 出 量
を OC2 換 算 し た 値 を 指 す 。 た だ し ， 燃 焼 起 源 及 び バ イ オ マ ス 起 源 の  CO， CH4  
及 び  NMVOC に 由 来 す る 排 出 量 は ， 二 重 計 上  や カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 観 点
か ら 計 上 対 象 外 と す る 。 な お ， こ の 間 接 OC2 と は 発 電 及 び 熱 発 生 に 伴 う OC2
排 出 量 を 各 最 終 消 費 部 門 に 配 分 し た 排 出 量 の こ と で は な い 。  

 
 
第四節  約 束 さ れた市 場  

 
I EA （ 2017）1 3 5は ，世 界 規模 の大規 模エ ネルギー シフト は，エネル ギー投 資

の見通し を変え るとし ている 。再生 可 能エネル ギーに 関する 電力投 資は， 新 政
策シ ナリ オ（ NPS） お い ては 総エ ネル ギー 供給 投資 のほ ぼ 半分 を占 め， 持 続 可
能な開発 シナリ オ（ SDS） で は ほ ぼ 3 分 の 2 を 占 めると してい る。ま た，ク リ
ーンエネ ルギー 技術と エネル ギー効率 に関する 投資は ，新政 策シナ リオ（ NPS）
に お ける 供給と 最終用 途への 累積投資 で 60 兆 ド ル (110 円 /ド ル で ， 6,600 兆
円 )，持 続 可能な 開発シナ リオ（ SDS）で は 69 兆 ド ル (110 円 /ド ル で ，7,590 兆
円 )の 大 部 分を 占める として いる。価 格 シグナル と政策 枠組み を適切 に獲得す る
ためには，現 在再生 可能エ ネルギ ーへの 補助金の ほぼ 2 倍 の 2,600 億 ド ル (110
円 /ド ル で ， 28.6 兆 円 )  （ 2016 年 ）と 推計され る化石 燃料の 無駄な 消費を促 進
する補助 金を段 階的に 廃止す ることが 含まれる として いる 。さら に，地域社 会 ，
地方自治 体，民 間セク ターの 取り組 み の進展に 伴い ， 将来の 明るい 未来を 追 求
するため には， うまく 設計さ れた政策 が不可欠 である 。  

こ れ は 我 が国だ けの課 題では なく地球 全体での 課題で ある 。この 投資の 動き
は，少な くとも 2050 年 ま で で終わ る ものでは なく， 今世紀 後半ま で続くも の
である。 世界全 体の長 期大幅 排出削 減 に必要な 技術， 製品， サービ ス等の 市 場
規模は安 定して いて巨 大であ る。もちろ ん日本の 成長戦 略ため に，従来ど おり，
この「約 束され た市場 」に打 って出 る というこ とが考 えられ るだろ う。逆 に ，
再生可能 エネル ギーに よる電 力の国 産 化という 考え方 も成り 立つの ではな い だ
ろうか？ 日本企 業が内 部留保 している 現預金は 増加し 続けて おり， 2017 年 12
月 現 在 で は 257 兆 円 1 3 6に 上 っ て いる 。政 府は，こ の要因 につい て，長 期縮小 傾
向が予想 される 国内市 場への 懸念を 含 む「投資 機会の 不足」 が考え られる と し
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て い る 1 3 7。仮 に ，再生 可能エ ネルギ ーを 主力電源 化した 電力シ ステム にシフ ト
すれば ，その 投資額 は 50～ 100 兆 円 規 模の投資 額とな り，国内経 済は活 性化す
ると考え られる 。さら に，一 度投資 し た資金は ，これ まで輸 入して いたエ ネ ル
ギー費と 引き換 えに国 内経済 として還 流するこ とにな る。  

さ ら に ，世界規 模の大 規模エ ネルギ ー シフトは ，化石 燃料産 業の座 礁資産 化
を生み出 そうと してい る。 D.  A .  Ko eh l e r  e t  a l .（ 2018） 1 3 8は ， 化 石 燃 料埋 蔵
量（ 2,795  GT CO2） に 埋 め 込まれた 炭 素排出量 と 2050 年 時 点 のカー ボンバ ジ
ェット（ 565 GT  CO2） を 比 較する と， 化石燃料 埋蔵量 の 80％ を 取 り 出すこ と
はできず ，可燃 性 CO2 排 出 量（ 133 GT CO 2）を 石 油 燃 焼か ら 10 億 バ レ ル 換算
（ bi l l i o n  ba r re l s  o f  o i l  equ iv a l en t :  bbo e） で ， 2010 年 か ら 2050 年 に 約
310bboe を 抽 出 し 燃焼す ること になる としてい る。こ の結果 ， 1,185  bboe の
石 油 が「 座礁」 状態に なると している 。座礁石 油資産 の推 定 1,185  bboe の 価
値 は，100 ド ル /バ ー レ ルと して 119 兆 ド ル（ 110 円 /ド ル と して 1 京 3 ,000 兆
円 ），2017 年 の 50 ド ル /バ ー レ ルとし て も 59 兆 ド ル（ 110 円 /ド ル と し て 6,490
兆 円 ） で ある。 化石資 源は， 燃料と し てだけで はなく 原料と しての 側面も あ る
のですべ てが座 礁資産 化する わけで は ないが， この産 業に投 資をし ている 投 資
家が，ポ ートフ ォリオ として 別の投資 先を探す ことは 間違い ない。  

す で に 世 界的な アセッ トマネ ージメン ト会社は ，顧 客に対 して座 礁石油 資産
について のアナ ウンス を行な ってお り ，早晩， 化石資 源に対 する投 資が別 の 投
資領域を 探し出 すこと は明ら かであ る 。また， 世界の 金融機 関は， それぞ れ の
経済活動 領域あ るいは 経済グ ループご とに，気候変 動ファ ンドを 組成し ており ，
気候変動 対策， とりわ け再エ ネ電源 の 開発に資 金を投 じてい くこと は疑い の 余
地がない 。  

我 が 国 の みが世 界の中 で，この「約束 された市 場」に合致 した戦 略と戦 術を
策定しな いこと は，大 きな過 ちである 。  
 
 
第五節  農 村 の 潜在力 の活用  

 
気 候 変 動 対策は ，パリ 協定の 発効に よ り生じた ，継続 的かつ 多額の 投資が 必

要とされ る，い わば「 約束さ れた市 場 」である 。前述 のとお り， IEA （ 2017）
7 4 は ， 再 生 可能 エネル ギーへ の世界 規 模の大規 模エネ ルギー シフト は，新政 策
シナリオ（ NPS）で は ，累 積投資 で 60 兆 ド ル (110 円 /ド ル で ，6,600 兆 円 )，持
続 可能な 開発シ ナリオ（ SDS）で は 69 兆 ド ル (110 円 /ド ル で ，7,590 兆 円 )の 新
た な投資 が発生 すると してい る。  

パ リ 協 定 の 締 約 国 で あ る 日 本 は ， 自 国 に よ る 貢 献 （ In te nded  Na t i o na l ly  
De te rm ined  Cont r i bu t i on :  INDC）と し て， 2030 年 時 点 におけ る 2013 年 度 比
26 .0％ の CO2 排 出 量 の削 減を掲 げてい る 1 3 9。進 捗 状 況 として は，130MtCo2eq /
年 ， 7 .3%の 削 減 と なって おり， あと 14 年 で 280Mt  CO2 eq（ 単 純 平均 で 20Mt  
CO 2e q/年 ）の 削 減 を達成 しなけ ればな らない。しかし ながら ，こ のコミ ットメ
ントでは ，地球 の気温を 1.5℃ 以 内 の 上昇に抑 えるこ とがで きない のはも ち ろ
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ん の こ と ，「 2℃ 目 標 」の達 成も困難 で ある。しかし ，現時 点で政 府の資 料，記
録等を探 しても 新たな 方針は 出ていな いようで ある。  

 
第一項  農 村 の 持つ再 生可能 エネルギ ーの潜在 力  
このよう な状況 である からこ そ，農村 の持つ再 エネ資 源の活 用を目 指すべき

ではない だろう か？耕 作放棄地 42 .3 万 ha， あ る いは全 国の人 口減少 下の農 村
の耕作放 棄地相 当面積 に対し て， 50kW の ソ ーラ ーシェ アリン グ発電を 設置 し
た場合， 年間発 電量は 3,140 億 kWh と な り ， CO2 削 減 量 は 207MtCO2 /年 と な
る こ と は ， す で に 述 べ た 通 り で あ る 。 因 み に ， こ の 発 電 所 の 総 ピ ー ク 出 力 は
211GWp/h（ 2 億 1 千 百 万 kW/h）と な り，我が国 の夏場 のピー ク電力 需要を 充
分カバー できる 発電能 力であ る。我が国 の CO2 排 出 量 は 1.206Gt  CO 2 /年（ 2016）
で あ るか ら，ポテ ンシャル として のソー ラーシェ アリン グ発電 によ る CO2 削 減
量 は，我 が国 の CO2 排 出 量 の 17%に 上 り ，一定 程度の 貢献を 果たすこ とがで き
る。  

も ち ろ ん 農村に は，太 陽光の みでは な く，それ ぞれの 農村の 地域特 性に合 わ
せて，水 力，バイ オマス ，風力 や地域 に よっては 地熱資 源の利 用が可 能である 。
我が国は 国土 の 7 割 が 山 地や丘 陵地で あり，四 季を通 じて降 雨・降 雪があ る こ
とから， 水力発 電に適 してい る。現 在 稼働中の 水力発 電を含 めて， 開発可 能 な
水力発電 所をす べて揚 水発電 にし，AI に よ る 需 要予測 と IoT を 駆 使 し発電 量 を
コントロ ールす ること で，再 生可能 エ ネルギー のボラ ティリ ティー はかな り の
部分吸収 できる はずで ある。 水力発 電 は，位置 エネル ギー（ 落差＝ 圧力） を 利
用して発 電する ため通 常エネ ルギー変 換効率 は 80%と な り ，汽力発 電装置 の 約
2 倍 の 効率を有 してい る。揚 水発電 に おいては ，揚水 の際に ポンプ 動力とし て
32%の 電 力 を 消費す るもの の，太 陽光発 電と水力 発電の 組み合 わせ は CO2 を 全
く 排出し ないこ と，LCOE が 安 い こと ，耐久性の 面でも 優れて いるこ と等から ，
多くの農 村で採 用可能 な再エ ネ発電 シ ステムで ある。 また， 貯水池 にある 水 の
総容量は ，ある 種のエ ネルギ ーの見 え る化を実 現する ことか ら，イ ンター ネ ッ
ト， AI， セ ン サー 等 と 組み 合 わせ て デ マン ド サイ ド マ ネー ジ メン ト （ Demand  
S id e  Managemen t :  DSM），ネ ガ ワット 発電所（ NegaWa t t  Powe r  Gene ra t io n）
等 ， 新た なエネ ルギー マネー ジメン ト 事業の促 進にも 寄与す ると考 えられ る 。
今後，急 速に進 化発展 すると 考えら れ るデータ サイエ ンスや 深層学 習の技 術 を
駆使して，AI に よ り 供 給サイ ドと需 要 サイドの 変動を マネー ジメン トするこ と
で，発電 量の予 測と需 要予測 が可能 と なり，再 生可能 エネル ギーは 主要電 源 と
して充分 に活用 できる と考え られる。  

さ ら に ，太 陽光発 電によ る余剰 電力を吸 収するた めの揚 水発電 所の建 設，FIT
認 定 量 が 大きい にも拘 らず， 国産材 の 供給がス ムーズ に進ん でいな い木質 バ イ
オマスの 利活用 も考え られる 。現状 で は採算性 の点か ら困難 である 林道整 備 に
ついても ，山頂 の風力 発電， 谷あい の 揚水発電 ，森林 の木質 バイオ マス発 電 を
総合的に 整備し ていく ことで ，採算性 は充分確 保でき ると考 えられ る。  
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第二項  農 村 に おける 地域エ ネルギー 利用の意 味  
環境省（ 2017）は ，2010  年 時 点 の 推計 値として ，約 8 割 に 及 ぶ 1,346 の 自

治 体で地 域内総 生産 の 5% 相 当 額 以上 ，379 自 治 体 では  10%相 当 額 以 上の資 金
が地域外 へ流出 してい る状況 にあると している 1 4 0。ま た ，我 が国が 一次エ ネ ル
ギーの 93%を 海 外 に依存 してい るとい うことは ，取 りも直 さずそ のため のエ ネ
ルギー代 金が海 外に流 出して いると い う事実に ほかな らない 。現在 のエネ ル ギ
ー源の大 半が化 石燃料 である ため， 地 域のエネ ルギー 代金の 支払い の多く が 輸
入代金と して海 外に流 出して おり，財 務省（ 2014） 1 4 1に よ る と ，海外 に支払 わ
れている エネル ギー代 金の金 額は 28 兆 円 に 上 ってい る。全 消費エ ネルギー の
うち発電 で消費 される エネル ギーは ，前述の推 計か ら 33.7%で あ る 。仮に発 電
に 供 し て い る 化 石 燃 料 を す べ て 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー に 置 き 換 え た 場 合 ， 9 兆
4494 億 円 （ 2014） も の 資金 が国内 に 留まるこ とにな る。日 本全国 の農村で ，
3,140 億 kWh/年 ソ ー ラーシ ェアリ ン グ発電を 行なっ た際の 経済波 及効果は ，
年間約 9 兆 9 ,700 億 円 に なる と推計 さ れる。  

農 業 の 総 産出額 が 9 兆 2 ,025 億 円 （ 2016 年 ） で あるこ とを考 えれば 1 4 2， 農
村 の 経済 規模が 再生可 能エネ ルギー利 用により ，最 大 2 倍 に 拡 大する ことを
意味し年 ている 。もち ろん， 一朝一夕 での実現 は不可 能であ るが， パリ協定 の
遵守， IEA の 持 続 可 能な開 発シナ リオ （ SDS） へ の 寄与，日 本企業 に内部 留保
として眠 る 257 兆 円 の 活用 等，我 が国 が実行す るため の充分 なイン センティ
ブがある 。  

さ ら に は ，カー ボン・ ディス クロージ ャー・プ ロジェ クト（ Carbon  
D i s c lo s u re  P ro je c t：  CDP）（ 資 産 総額 100 兆 ド ル ）， UNEP か ら 生 まれた 責
任投資原 則（ Prog ramme P r i n c i p le s  fo r  Res pons i b le  Inve s tment :  PR I  ）（ 資
産 総額 59 兆 ド ル ），欧州 を基盤 とする 気候変動 に関す る機関 投資家 団体
（ Ins t i t u t io na l  I nve s to rs  Group  on C l ima te  Change :  I IGCC）（ 資 産総 額 24
兆 ド ル ），北 米を基 盤とす る気候 リスク に関する 投資家 ネット ワーク （ The  
Inve s to r  Ne twork  on C l imat e  R i s k :  INCR）（ 資 産総 額 14 兆 ド ル ），気 候変動
に関する アジア の投資 家団体 （ The  As i a  Inve s to r  Group  on C l imat e  
Change :  A IGCC）（ 資 産 総額 7.7 兆 ド ル ），豪 州を基 盤とす る気候 変動に 関す
る投資家 団体  ( Inv es t o r s  G roup on C l imate  Change :  IGCC )（ 資 産 総 額 2 兆
ド ル），気候 関連財 務情報 開示タ スクフ ォース (Tas k Fo r ce  on  C l imate -
re la t ed  F i nanc ia l  D i s c lo su re s： TCFD)  （ 資 産 総 額 86.2 兆 ド ル ） 等，世 界中
で気候変 動問題 に対応 する金 融イニシ アティブ が組成 されて いる。  

世 界 規 模 での再 エネ投 資の拡 大等，政 府が 2100 年 を 見 据えた 綿密な 政策を
進めるの であれ ば，世 界規模 の大規模 エネルギ ーシフ ト は， 我が国 にとって 最
良の経済 再生と 成長の チャン スに生ま れ変わる 。  

全国の各 農家が ，一軒 に 100kW 程 度 のソーラ ーシェ アリン グ発電 所を稼働
させ，地 域単位 で水力 発電， バイオ マ ス発電， 風力発 電等を 稼働さ せ電力 収 入
を得るこ とで， 地方の 経済状 況は大 き くに向上 する。 農村は 再生可 能エネ ル ギ
ーの宝庫 である 。気候 変動対 策，炭 素 生産性の 向上， 約束さ れた市 場等， 再 エ
ネ発電事 業の切 り口は 多様で はある が ，このこ とによ り地域 のエネ ルギー 収 支
が改善し ，新た な雇用 が生ま れ，農 業 ・農村の 持つ多 面的機 能が維 持され る と
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推 測 さ れ る。発 電事業 の誕生 は，発 電 に関連し た新た な雇用 を生み 出すだ け で
なく，周 辺産業 におけ る雇用 を創出 し ，新規就 農者の 増加に も繋が ってい く と
考えられ る。農家 に対す る発電 による 付 加的収入 は，極端 な気象 事象に よる米・
果樹等の 農作物 への被 害に対 しても ，生 活を支え る安全 弁とな りうる 。さ らに，
日本中の 農村で 再エネ 発電事 業が行 わ れるとい うこと は，電 気エネ ルギー の ネ
ットワー ク化と 自立分 散化を 意味し て おり，現 状の高 圧側か ら周波 数で制 御 す
る電力系 統に新 たな機 能を付 け加え る ことにな る。実 際には ，地震 ，台風 ， 大
雨等自然 災害に より基 幹系統 からの 電 力供給が 遮断さ れた際 でも， 地域内 で 電
源復旧で きるな ど国土 強靭化 に資する ことが可 能であ る。  

 
第三項  自 然 資 本と生 態系サ ービスの ノードと しての 農村  
自然資本（ na tu r a l  c ap i t a l）と い う 言葉 が，明示 的に使 われた のは ，「ス モー

ル・イズ・ビューティ フル」が最初 であ る。E.F .S chumache r（ 1973）1 4 3は ，化
石 燃料は ，自然 資本で あり， 誰もが 収 入科目と して扱 ってい るが， 明らか に そ
れは資本 科目で あり， さらに ，人類 に よってで はなく 自然に より提 供され る 資
本は，置 き換え 不可能 な資産 であり ， 消費し続 けるこ とで持 続可能 性を失 う と
している 。  

そ の 後 ， D.Pe a r ce（ 1988） 1 4 4， H.Da ly（ 1990） 1 4 5等 が ，持 続可能 な発展 に
は一定の 自然資 本スト ックが 必要であ るとした。Cos tanz a  e t  a l .（ 1997）1 4 6は ，
世 界 の生 態系サ ービス と自然 資本の 価 値を計量 し，市 場では 価格の つかな い 生
物圏全体 の価値 は年間 16 兆 か ら 54 兆 ド ル /年 （ 110 円 /ド ル と し て， 1,760 か
ら 5 ,940 兆 円 /年 ）の 範囲 にあり，年 間 平均 33 兆 米 ド ル（ 110 円 /ド ル と して ，
3,630 兆 円 /年 ）と 推計し た。当 時，世 界の総 GNP 額 は 年 間 約 18 兆 ド ル（ 110
円 /ド ル と して，1,980 兆 円 /年 ）で あり ，大きな衝 撃を与 え た。この論 文は，環
境科学で は最も 成功し た論文 のひと つ であり， その評 価方法 は，後 のミレ ニ ア
ム生態系 評価（ Mil le nn ium Ecos ys tem As se s smen t :  MA）へ と 引 き継が れてい
く。  

自 然 資 本 は，地球 上の地 質，土壌， 大 気，水，すべ ての生 物を含 む天然 資源
のストッ クであ る。自 然資本 の例と し ては，鉱 物，水 ，廃棄 物同化 ，二酸 化 炭
素吸収， 耕地， 生息地 ，化石 燃料， 侵 食制御， レクリ エーシ ョン， 景観ア メ ニ
ティ，生 物多様 性，温 度調節 等がある 。  

一 方 ， 生態 系サー ビスは， 農業生 態系 ，森林生態 系，草原 生態系， 水生生 態
系等から ，人類 が自然 環境や 適切に 機 能する生 態系か ら自由 に得ら れるメ リ ッ
トの総称 である 。サー ビスの 性質に よ り，食品 ，原材 料，エ ネルギ ー資源 等 の
供給サー ビス (Pro v i s i on i ng Se rv i ce s )， 気 候 調 整，洪 水制御 ，廃棄 物の分解 等
の調整サ ービス (Regu l a t i n g Se rv i ce s )， 文 化 的 刺激， レクリ エーシ ョン，エ コ
ツ ー リ ズ ム ， バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ ， 科 学 的 発 見 等 の 文 化 的 サ ー ビ ス (Cu l tu r a l  
Se r v i ce s )，資 源 利 用の確 保，生 物多様 性の維持 ，災害 に対す る備え 等の保 全 サ
ービス (Pre se r v i ng Se rv ic e s )の 4 つ の サ ービス ，ある いは調 整サー ビスを細 分
化し，栄 養循環 ，土壌 形成， 種子の 拡 散，水と 空気の 浄化， 伝染病 の防御 等 の
基盤サー ビス (Suppor t in g  Se r v i ce s )を 加 え て ， 5 つ に 大別 する場 合もあ る。  



 88 

こ の 自 然 資本が ，利用 可能な 形で多 く 存在し，多くの 生態系 サービ スを享 受
できるの が農村 ではな いだろ うか 。 こ れ ま で ，人類 は生態 系から 受ける 恩恵を ，
金銭的価 値で考 えるこ とがな かった 。 特に我が 国にお いては ，人々 は自然 と の
調和を図 りなが ら，折 り合い をつけ て 暮らして きた。 今後， 気候変 動のリ ス ク
がより多 くの人 々に認 識され るよう に なると， カーボ ンプラ イシン グだけ で は
なく，自 然資本 を製造 コスト に算入 した り，その コスト 相当分 を CSR の 形 で 農
村に還元 する施 策が行 われる 可能性も ある。  

農 村 は ，気候変 動の進 展によ り不可 逆 的な影響 を受け た際に ，その 構成要 素
である森 ，里， 川，海 等の自 然が大 き な影響を 受ける ことに なる。 もちろ ん ，
食料や資 源の供 給基地 として の機能 に も影響が あると 推察さ れる。 一方， 農 村
には，太 陽光， 水力， バイオ マス， 風 力，地熱 等の再 エネ資 源が豊 富に存 在 し
ている。 再生可 能エネ ルギー の事業 化 は地域エ ネルギ ー収支 の改善 のみで は な
く，エネ ルギー の地産 地消の 実現， 新 たな雇用 の創出 ，人口 の回復 ，高齢 化 へ
の歯止め 等を通 じて， 農村の 持つ多 面 的機能を 維持・ 再生・ 強化し ていく 可 能
性がある 。これ までに 建設さ れたメ ガ ソーラー 発電所 の中に は，森 林を広 範 囲
に渡り伐 採・抜 根し， 発電開 始した も のも多く 見受け られる 。しか し，ソ ー ラ
ーシェア リング 発電で あれば ，農村 の 景観と農 業生産 量を大 きく変 えるこ と な
く， LER を 飛 躍 的に 高める ことが でき る。  

気 候 変 動 のリス クが高 まる昨 今におい ては，こうし たいわ ゆる自 然の恵 みを
享受し， 地域に おける 健全な 経済社 会 活動を続 けるた めにも ，より 積極的 に 自
然資本と 生態系 サービ スの価 値につ い て評価し ，告知 してい くこと が重要 で あ
る。また ，自然 資本は ，これ までも グ リーン・ ツーリ ズム， エコツ ーリズ ム 等
を通じて ，地域 の独自 性に基 づく高 付 加価値な 財・サ ービス を生み 出し， 地 域
外から人 を呼び 込む機 能を果 たして き た。さら に，そ の地域 の生態 系サー ビ ス
の 結 果 と し て ， 発 電 の 事 業 化 に よ り 経 済 的 循 環 の 規 模 が 大 き く な る こ と で ，
QOL（ Qua l i t y  o f  L i fe） 向 上 に もつ な がり，新 たな農 村のラ イフス タイルを 獲
得できる 可能性 がある 。  

 
 

第六節  気 候 変 動と防 災そし て安全保 障  
 
農 村 を 再 生可能 エネル ギーの 拠点へと 変革して いくこ とは ，気候 変動の リス

クを小さ く留め るため の方法 のひとつ である。気候変 動問題 は，2000 年 以 降 ，
政府にお いても 国家に おける 安全保 障 の観点か らも議 論され ている 。近年 で は
台風や線 状降水 帯によ って発 生する 大 雨，洪水 等の風 水害が 増えて いる。 激 甚
災害の指 定件数 も増加 してお り，保 険 金支払額 も大き い。ま た，極 端な気 象 事
象による 米・果 樹等の 農作物 への被 害 ，気候変 動と高 齢化の 進展よ る熱中 症 や
感染症の 増加等 ，今後 ，気象 や気候 変 動の影響 がさら に甚大 になる 可能性 が あ
る。  

国 土 強 靭 化基 本 法（ 2013） 1 4 7の 前 文 に は，「我 が国 は， 地 理的 及び 自 然的 な
特性から ，多く の大規 模自然 災害等 に よる被害 を受け ，自然 の猛威 は想像 を 超
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え る 悲 惨 な結果 をもた らして きた。 我 々は，東 日本大 震災の 際，改 めて自 然 の
猛威の前 に立ち 尽くす ととも に，そ の 猛威から は逃れ ること ができ ないこ と を
思い知ら された 」と記 されて いる。 こ の法律は ，必要 な事前 防災及 び減災 等 の
施策を総 合的か つ計画 的に実 施する こ とを目的 として いる。 同時に ，国際 競 争
力の向上 に資す ること に鑑み ，大規 模 自然災害 等から の国民 の生命 ，身体 及 び
財産の保 護並び に大規 模自然 災害等 の 国民生活 及び国 民経済 に及ぼ す影響 の 最
小化への 評価を 行うこ と等を 通じて ， 施策を策 定し， 国の計 画とし て行く と し
ている。  

つ ま り ，自然災 害が多 く発生 する我 が 国におい て，経 済効率 を優先 した形 で
強靭化の ための 投資を するこ とを明 言 している 。もち ろん， 土木工 事のみ で ，
人口密度 の低く 広大な 農村に ，自然 災 害からの 被害を 最小化 する施 策を講 じ 続
けること は，経 済効率 の観点 から言 え ば非常に 困難で ある。 人口が 減少し ， 経
済規模が 縮小す る社会 におい ては， 防 災対策の 工事予 算も縮 減され ると考 え ら
れる。農 村は， そこで 生活し 活動す る 人々や共 同体が あるか らこそ 保全さ れ て
いるので あり， 農村と 農業の 持つ多 面 的機能が 発揮さ れるの である 。これ ま で
は，人々 がその 土地に 暮らし 生活し 農 を生業と するこ とで， 国土は 美しく 保 た
れてきた 。農村 の自然 資本を 活かし な がら災害 に強く 美しい 風景を 保つた め に
は，人の 手の入 った人 工的な 自然景 観 を維持し たうえ で，良 質な生 態系サ ー ビ
スを受け ること が，最 も投資 効率がよ く，経済 効率が 高いと 推察さ れる。  

 
 

第七節  SDGs へ の 寄 与  
 
国 連 サ ミ ットは ， 2015 年 9 月 ，「 持続 可能な開 発のた めの 2030 ア ジ ェ ンダ

1 4 8」 を 採 択 し た。これは， 2016 年 ～ 2030 年 ま で の国 際目標 で，持続 可能な 世
界を実現 するた めの 17 の ゴ ー ルと 169 の タ ー ゲットか ら構成 され， 地球上 の
誰 1 人 と し て取り 残さな いこと（ leave  no  one  beh i nd）を 目 指して いる 。SDGs
は 発 展 途 上国に のみ限 定され る問題 で はなく， 先進国 に暮ら す人々 一人ひ と り
を含めた 宇宙船 地球号 のすべ ての住民 が，取り 組むべ き普遍 的な課 題である 。  

こ の SDGs の 実 現 へ の取り 組みが 世界 で行われ ること になる が，そ の中で重
要なのは あらゆ る地域 におい て電力 を 確保する ことに より， 情報の 取得， 外 部
とのコミ ュニケ ーショ ンの活 性化， 安 全・衛生 の確保 ，教育 の充実 等が実 現 で
きること である 。すで に無線 通信網 は ，電力網 を上回 る範囲 で地球 をカバ ー し
ている。あと は，通信 を行う ための 電力 が用意で きれば，SDGs は 大 幅 に前進す
ることが できる のであ る。そ して， ソ ーラーシ ェアリ ング発 電は， 農業生 産 と
電力の生 産を同 時に実 現でき る方法 で あり，電 力系統 の整備 されて いない 地 域
であって も電力 供給が 可能と なる。  

2016 年 時 点 で電気 のない 生活を 送って いる人は ，世界 人口 の 13%， 10 億 人
弱 と 見 ら れ て い る 1 4 9。 近 年 は ， サ ブ サ ハ ラ 以 南 の オ フ グ リ ッ ド 地 域 に お い て ，
家庭用に A4 サ イ ズ 程 度の小 型太陽 光 パネルと バッテ リー， コント ローラー の
組み 合わ せで ， 2.5W～ 50W の 電 力 を 供給 する サー ビス が拡 大し てい る 。し か
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し ， 小 さ い電力 でも LED 照 明 と スマー トフォン を起動 させる ことは できるが ，
灌漑用水 や水質 浄化設 備を稼 働させ る にはパワ ー不足 である 。そこ で，ソ ー ラ
ーシェア リング 発電と 水田用 灌漑ポン プ，太 陽光点 滴灌漑（ Pho toVo l t a i c  Dr i p  
I r r i g a t i on :  PVDI）， 水 質浄 化設備 等を 組み合わ せるこ とで，オフ グリッ ト地 域
において も効率 的な食 料生産 が可能と なる。  

我 が 国 は ，ソ ーラー シェア リング 発電 を農業と ファイ ナンス をパッ ケージに
して 輸出 する こと で， SDGs に 貢 献 す るこ とが 可能 とな る。 低開 発国 や電 力 系
統の存在 しない 地域の 中には ，日照 条 件が良す ぎるた め農作 物の育 成が難 し い
地域も存 在する ことか ら，労 働環境 面 の改善面 でも農 作物の 育成環 境面で も ，
ソーラー シェア リング 発電は 適してい ると考え られる 。  
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終章  ゼ ロ炭 素社 会にお ける 持続 可能 な成長 を目指 して （結論 ）  
 
 
第一節  日 本 は どこで 道に迷 ったのか ？  
 

こ こ で 今 一 度 ， な ぜ 日 本 が 成 長 で き な く な っ た の か に つ い て 考 え て み た い 。 
日 本 の 戦 後の高 度経済 成長は，官主導 で 行われた。大蔵省 と通産 省の両 輪が ，

日本経済 を高度 経済成 長へと ドライ ブ していっ た。日 本政府 は規制 当局に よ っ
て，銀行 と保険 を支配 ・管理 し，通 産 省は自動 車・家 電産業 への傾 斜投資 に よ
り経済を 成長さ せた。 大蔵省 は，預 金 や貸出金 の金利 ，保険 商品の 設計と 価 格
設定，銀 行業と 保険業 への参 入の完 璧 なコント ロール するこ とで， 事実上 利 益
を保証し た。銀 行は， 短期貸 付対長 期 貸出，全 国規模 の運営 対地域 及び地 方 の
制約付き 事業， 及び大 企業へ の貸付 と 中小企業 との非 常に狭 い商圏 に区分 さ れ
た。その ような 保護さ れた収 益性の 高 いニッチ 市場が 付与さ れるの と引き 換 え
に，銀行 と保険 会社は ，信用 供与に 関 する政府 の正式 及び非 公式の 信号に 注 意
を払うこ とに注 力して いた。 銀行は 多 くの融資 につい て独自 の決断 を下し ， ア
ドバイス や市場 のシグ ナルに 従うとは 限らなか った。  

E. J . L i n co l n（ 1998）1 5 0は ，バ ブ ル 崩壊前 後の日本 の金融 状況を 以下の よう に
分析して いる。 米国で は，銀 行残高 は G D P の約 5 0％を占 めてお り，時 間の経
過と共に 緩やか に減少 してい る。日 本 では，1 9 8 0 年の G D P の 1 4 3％から 1 9 9 5
年には 2 0 6％に増加し， 1 9 9 6 年に は 2 0 1％にやや 減少し た。こ れらの 日本の 比
率は，政府 の貸付 機関に よる貸 付を含 んでいる。民間部 門機関 だけで も， 1 9 8 0
年に G D P の 1 0 5％， 1 9 9 5 年には 1 4 7％ ， 1 9 9 6 年に は 1 4 1％に借り 手残高 があ
っ た 。 1 9 9 6 年 に 日 本 政 府が 認 可 し た 銀 行 の 融 資 残 高 に関 す る そ の 他 の デ ー タ
は，融資 比率 は G D P に 対し て 9 8％を やや下回 る程度 である 。しか し，この 数
字には， 中小の 銀行や 財務省 の管轄 下 にない農 協やそ の他の 地方金 融機関 は 除
外されて いると してい る。  

改めて ，驚か される 数字で ある 。この ように ，高度 に管理 された 日本の 金融
システム は，戦 後，貯 蓄者を 資金需 要 者に結び つける 機能を 果たし た。世 帯 は
貯蓄を銀 行預金 と保険 契約に 入れ， 銀 行と保険 会社は ，政府 主導に より融 資 を
金融業界 に吸い 上げる ことに 成功した 。この政策 により，経済 は 1 9 5 0 年～ 1 9 7 3
年にかけ て平均 でほ ぼ 1 0％成長した 。このこと は，国民が 資金が 政府に より有
効に使わ れるこ とを信 じてい たこと を 示す証左 と言え る。松 下幸之 助は， こ の
政府の金 融還流 システ ムを自 社と販 売 店網に利 用する ことで 成功を 収めた 。 実
際のとこ ろ，中 国は日 本のこ の戦後 復 興モデル を忠実 に再現 し，さ らに問 題 点
について は修正 するこ とで成 功した 。そ の結果は ，現在 の中国 の G D P が 示して
いる。つ まり， 日本の 金融シ ステム は ，戦 後に おいて も米国 型の金 融市場 と は
全く違っ たもの であっ たし， あたか も 日本人は 戦前の 統制型 の経済 システ ム が
変わらな いこと を望ん でいた かのよう でさえあ る。  

B.M.F r i edman（ 1998） 1 5 1は ， 日 本 のバブ ル崩壊に 対する 処理を 次の 3 点 で
問題があ ると指 摘して いる 。まず 第一に ，そし て最も 重要な ことは ，「遅延 はコ
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ス ト が か かる」という ことで ある。個 々の機関 の破産 を決済 するた めの 1 ド ル
当たりの 費用を 決定す る最も 強力な 要 因は，破 産の特 定とそ の解決 の間に 経 過
した月数 である 。第二 に，不 動産価 格 に対する 担保販 売のマ イナス の影響 は ，
市場参加 者が懸 念して いたも のより も 少なかっ たため ，より 費用が 膨らん だ こ
とである 。第三 に，破 綻した 機関を 排 除するこ と こそ が，生 き残っ た者の 競 争
環境を改 善する という 事実で ある。  

こ の 3 点 か ら の教 訓は ，未だ に活か さ れてはい ない 。日本 の官僚シ ステム は
過去の過 ちを認 めたが らない という慣 習の呪縛 を受け ている 。デ ータに 基づく ，
正しい未 来の選 択より も，過 去に自 分 の所属す る組織 がミス を犯し ていな か っ
たことを 証明す ること に，よ り業務 の 労働力を 投入す ること を好む ように 見 え
る。2017 年 に 端 を 発した ，公文 書の改 ざん問題 には，その特 徴が強 く現れ てい
る。しか し，シ ステム が疲労 し，こ れ 以上の生 産性を 生まな いこと が明ら か な
ときには ，戦略 の転換 が必要 である が ，現状の 官僚シ ステム には自 らのレ ゾ ン
デートル の変革 を求め るのは 困難であ ろう。  

 
 

第二節  日 本 の 現状を 再認識 する  
 
現 在 ，日 本は人 口減少 傾向に あり ，農 山漁村で は急速 に過疎 化と高 齢化が進

展してい る。農 業・農 村の持 つ多面 的 機能は， 日本の 風土と 文化を 生み出 し 支
えてきた 社会の 下部構 造であ り，日 本 文化を醸 成する ための 孵卵器 である 。 こ
の機能の 維持・ 発展の ために は，農 村 における 健全な 経済成 長，労 働機会 ・ 環
境の充実 等の方 策が不 可欠で ある。 一 方，我が 国の農 山漁村 は，再 生可能 エ ネ
ルギーの 宝庫で あり， 未利用 ・未活 用 の資源を 活かす ことで 農山漁 村は新 た な
ライフス タイル を獲得 できる 可能性が ある。  

全 球 規 模 での脱 化石燃 料，気候変 動対 策はます ます重 要な世 界的課 題とな り ，
パリ協定 は，地球 平均気 温を工 業化以 前 のレベル から 2℃ 上 昇を十 分に下 回り ，
1.5℃ 以 内 に 抑 え る た め に 温 暖 化 ガ ス の 総 排 出 量 を 抑 制 す る 必 要 が あ る と し て
いる。しか し，IPCC 第 5 次 評 価 報 告書 において，地球の 平均気 温を 2℃ 以 内に
保つため のカー ボンバ ジェッ トの総量 は 2.9 兆 ト ン CO2 で あ る が ， 1870 年 ～
2011 年 ま で ですで に 65%に あ た る 1.9 兆 ト ン  CO2 を 排 出 してお り，人類 に残
された排 出量 が 1 兆 ト ン CO2 で あ る こ とを報告 してい る。  

2011 年 の 東 日本 大 震災 と 福 島第 一 原 子力 発 電 所事 故 を受 け て ，翌 年 施行 さ
れ た 「 電 気 事 業 者 に よ る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 調 達 に 関 す る 特 別 措 置 法
（ FIT 法 ）」に より，再 生可能 エネル ギ ーによる 発電事 業は発 電市場 という新 た
な市場を 活性化 させて いる。 再生可 能 エネルギ ーの活 用は， 事業者 に利益 を も
たらすだ けでは なく農 山漁村 のコミ ュ ニティの 維持と 再生の 可能性 があり ， 同
時に地球 温暖化 防止に 寄与す るもので ある。  

 我 が 国 は ，戦 後経済 成長の 過程で ，エネルギ ー資源 のほと んどを 海外から
の輸入に 依存し てきた 。2 度 に 渡るオ イ ルショッ クの経 験から ，原 子力 ，石油 ，
石炭等の エネル ギーミ ックス と省エ ネ ルギーの 両面か らこの 問題を 乗り越 え て



 93 

来 た 。 し かし， 全球規 模での 工業化 の 進展によ り，脱 化石燃 料，温 暖化対 策 は
ますます 重要な 世界的 課題と なってい る。2016 年 に 発 効 された パリ協 定は ，地
球平均気 温の上 昇を工 業化以 前のレベ ルであ る 2℃ を 十分 に下回 り，1.5℃ 以 内
に抑える 努力を 追求す るため の温暖 化 ガスの総 排出量 になる よう真 剣に考 慮 す
る必要が あると してい る。しかし ，IPCC 第 5 次 評 価 報告書 におい て，地球の 平
均気温を 2℃ 以 内に保 つため のカー ボン バジェッ トの総 量は 2.9 兆 ト ン CO2 で
あ る が， 1870 年 ～ 2011 年 ま で ですで に 65%に あ た る 1.9 兆 ト ン  CO2 を 排 出
しており ，人類 に残さ れた排 出量が 1 兆 ト ン CO2 で あ る ことを 報告し ている 。 

国 内 に お いても ， 2012 年 の FIT 法 に 続 き， 2013 年 3 月 31 日 ， 農 林 水産省
は農村振 興局長 名で太 陽光発 電設備 の 農地転用 許可取 扱いに ついて 通達し た 。
この通達 により 営農型 発電設 備（ソ ー ラーシェ アリン グ発電 ）が一 定の条 件 下
で認めら れ，農 業収入 に加え て，売 電 収入を得 て農家 所得を 増加さ せるこ と が
可能とな った。また，2014 年 に は 農山 漁村再生 可能エ ネルギ ー法（ 農村再 エネ
法）が施 行され ，農山 漁村に おける 大 規模な再 生可能 エネル ギー利 用への 道 が
開けた。  

脱 炭 素 社 会実現 に向け て，今世紀 中盤 まで世界 中で再 生可能 エネル ギーへの
投資が行 われる 。なぜ なら， 気候変 動 緩和に遅 れるこ とは， 後々， 更なる ペ ナ
ルティを 払うこ とを意 味して いるか ら である。 これは 地球規 模で行 われる 一 大
産業変革 であり ，どの 地域に も例外 が ない。そ れゆえ に，こ の機会 を逸し て は
ならない 。  
 
 
第三節  農 業 と 発電を 農村で 行う意義  

 
本 研 究 に おいて は，再 エネ活 用によ る 農村の多 面的機 能の維 持・発展への 寄

与と地球 温暖化 防止へ の貢献 の定量 化 ，政策上 の課題 を明ら かにす ること を 目
的として いる。  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電は ，光飽和 点の特性 により 耕作地 や牧草 地の剰
余の太陽 光線か ら農産 ・畜産 物を守る と同時に ，電力 を得る 発電方 法である 。
本研究で は，つ くば市 でソー ラーシェ アリング 発電を 行なう T発 電 所の現 地調
査をベー スにソ ーラー シェア リング発 電の経営 分析を 行なっ た。調 査の結果 ，
10aの 農 地 にお いて， 50kWの 発 電設備 を設置す ること ができ ，運転 維持費や
金利・租 税公課 を差し 引いて も，極め て高い収 益性を 示すこ とから ，農家の 経
営に対し て大き なメリ ットを もたらし ていた。 売電単 価は毎 年低下 している も
のの，設 備コス トも低 下して おり，買 取価格が 減少し たとし て依然 収入を見 込
むことが できる 。ソー ラーシ ェアリン グ発電は ，一般 的な太 陽光発 電に比べ 用
地取得， 土地の 整備， 税金面 等で経済 的な強み を持ち ，均等 化発電 原価
（ LOCE） は メ ガソ ーラー 並みの 価格競 争力を有 してお り，半 導体で ある太陽
光モジュ ールの 世界的 な価格 低下によ り資本的 支出（ CAPEX） も 漸 次下 落傾
向にあり ，買取 価格が 低減し た場合で も，今後 も収入 を見込 むこと ができる 。  
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 2017 年 3 月 末 時 点 で，産 業用太 陽光 発電の認 定件 数 46 万 5 千 件 の う
ち，農地 転用に よる太 陽光発 電は 3 万 8 千 件 （ 8.2%） で あ るが， ソーラ ーシ
ェアリン グ発電 の設備 認定状 況は 1,269 件 で ， 産業 用太陽 光発電 全体 の 0.3%
弱 と 極 め て低い 。この 理由と して，制 度の未周 知以外 にも， ①売電 契約を締 結
するに は 20 年 間 の 売 電と同 時に営 農を 確約する ことに なり， 高齢農 家にとっ
ては将来 的な約 束が負 担で困 難である こと，② 農地の 一次転 用の見 直し が 3
年 毎 にあ るため （ 2018 年 よ り 10 年 毎 に 改定 ），事 業の継 続性を 証明し 難く金
融機関の 融資が 受けに くいこ と，③下 部の農地 におい て発電 以前の 収量 の 8
割 を 確約 するた めの科 学的知 見が乏し いこと等 が，農 家にと って事 業化への ボ
トルネッ クとな ってい る。  

ソ ー ラ ー シェア リング 発電は ，食料自 給率が 38%ま で 落 ち込ん でいる 我が
国農業に おいて ，農業 経営を 安定化さ せる特徴 を有す る。各 農業経 営体が
100kW の ソ ー ラーシ ェアリ ング発 電を おこなっ たと仮 定する と，発 電容量は
1 億 2 ,580 万 kW と な り， 総排出 量 12 億 ト ン  CO2  ( 2016 )の 10 .2%， 発 電 部
門 CO2 排 出 量 の 30%に 相 当 す る。さ ら に，水力 ，バイ オマス ，風力 等の再エ
ネ発電を 併せた 場合， 4 億 8 ,400 ト ン の CO2 を 削 減 し，発 電部門 の CO2 排 出
量 をカバ ーする 。  
 
 
第四節  ソ ー ラ ーシェ アリン グ発電の 政策課題  
  

農 業 人 口 が減少 し，農 業従事 者の急速 な高齢化 が進展 する中 で，持 続可能
な営農を サポー トしう るソー ラーシェ アリング 発電の 位置づ けは重 要である 。
ソーラー シェア リング 発電は 農業経営 に新た付 加価値 を補填 し，経 営の安定 化
を促す可 能性が ある。 また同 時に， CO2  の 排 出 量 を 削減し ，気候 変動緩 和に
寄与する 。その ために は，次 のような 制度的， 技術的 に克服 すべき 幾つかの 課
題がある 。  

①  農業にお ける売 電事業 の将来 ビジョン の明確化 ，制度 の維持 ，安定 性の
確保であ る。  
例 え ば ， 10kw 未 満 の 太 陽光発 電の買 取 価格は 28 円 /kW（ 2017 年 度 ） で
あり，産 業用太 陽光発 電の買 取価格よ り 7 円 /kW 高 い 。農業 振興と ソー
ラーシェ アリン グ発電 の普及 を進める ために， ソーラ ーシェ アリン グ発
電の買取 価格 を 10kW 未 満 の家庭用 レ ベルに引 き上げ られな いだろ う
か。ある いは， 英国の ソーラ ーファー ム見られ るよう な FIT プ ラ ス アル
ファのイ ンセン ティブ 制度の 充実であ る。こち らは営 農継続 と食料 自給
率向上の 観点か ら，制 度化が 可能では ないだろ うか。  

②  ソーラー シェア リング 発電に 適合する 栽培技術 や栽培 方法ノ ウハウ の確
立による 技術的 進歩で ある。  
こ れ ま で にソー ラーシ ェアリ ング発電 で収穫量 が減少 すると いう報 告が
存在しな いのは ，太陽 光モジ ュールを 設置した 「下部 の農地 」にお ける
光飽和点 と環境 温度等 の総合 的な環境 が植物の 生育に 適して いる場 合が
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多 い か ら かも知 れない 。だと すれば， 陰性植物 に限ら ず，「下部 の農地 」
での最適 な栽培 技術を 開発す ることで 発電と営 農の最 適化を 図るこ とが
できるの ではな いか。 これら の栽培技 術や栽培 方法を 確立す るため に
は，公立 農業試 験場， 大学， 民間研究 機関等で の定量 的な解 析が待 たれ
るところ である 。  

③  今後も進 む発電 モジュ ールの コストダ ウンと工 事件数 の増加 による 発電
システム のコス トダウ ンであ る。  
発 電 モ ジ ュール は半導 体であ るため， 今後も性 能の向 上とコ ストダ ウン
の両立が 可能で ある。 IRENA（ 2016） 1 5 2は ， 2025 年 の 太 陽 光発電 のシ
ステム価 格を 800USD/kW(110 円 /ド ル で ， 8 万 8 千 円 /kW)以 下 と 設定 し
ており， 2015 年 の シ ステ ム価格 の 65%～ 43%の 達 成 を目指 してい る。こ
のような 限界コ ストを 目指し ていった 場合，構 造面， 造成費 用，税 金面
で優れて いるソ ーラー シェア リング発 電は有効 な選択 肢であ る。今 後部
材のキッ ト化に より， 少ない 工程数で のソーラ ーシェ アリン グ発電 の設
置が可能 になれ ば，ソ ーラー シェアリ ング発電 の競争 力が増 すと考 えら
れる。  

④  食料自給 率の向 上を含 めた健 全な営農 を，如何 に我が 国の再 生可能 エネ
ルギー政 策の中 で明確 に位置 付けるか である。  
農 業 は 治 水や国 土保全 の意味 からも， 必ず誰か がやら なけれ ばなら な
い。この ために は新規 就農者 を増やす ことが不 可欠で ある。 この問 題の
解決策と して， 新規就 農者が ソーラー シェアリ ング発 電を開 始しや すい
制度や環 境への 政策的 援助が 有効であ る。新規 就農者 が農業 に参入 した
としても 直ちに 商品と なる農 産物の生 産にはリ スクが ある。 ここに ソー
ラーシェ アリン グ発電 からの 収入があ れば，農 業への 新規参 入のリ スク
を大きく 低減す ること が可能 である。  

⑤  食料生産 とエネ ルギー 生産に よる LER 向 上 に 対 するフ ァイナ ンスス キー
ムの提供 である 。  
現 在 ， 過 疎化と 高齢化 が進行 している 地域にお いて， 個々の 農業経 営体
が，各自 のリス クで発 電事業 に投資す ることの 心理的 ハード ルは高 い。
そこで， 集落営 農組織 などを 通じて地 域単位で エネル ギー生 産を行 い，
必ずしも 個人で なくと もノン リコース ローンで エネル ギー事 業を開 始で
きるファ イナン ススキ ームが 提供でき れば，農 村にお ける再 生可能 エネ
ルギー活 用は活 性化す ると考 えられる 。  

⑥  発電事業 あるい は営農 を途中 で中止す る際の法 律の整 備であ る。  
こ の 点 に ついて は，現 行の制 度の中で は極めて 不明瞭 である 。発電 事業
であるこ とを考 慮すれ ば，事 業主体の 交代によ る契約 期間内 の事業 の継
続が前提 となる と思わ れるが ，農業従 事者が農 業をで きなく なった 場合
の営農の 継続に ついて 明らか になって いない。  
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第五節  ゼ ロ 炭 素社会 実現に 向けての 農村をコ アとす る政策 提言  
 
上 述 の 課 題に加 えて， もっと 大きな潮 流を捉え ること も重要 である 。  
農 林 水 産 省（ 2018） 1 5 3に よ る と 我が 国に は 444 万 ha の 農 地 が あるが ，こ

の 8%で ソ ーラ ーシェ アリン グ発電 が行 われれば ，夏場 の日中 ピーク 電力
（ 157GW 2011 年 ） を 賄 えると 推計さ れるため ，その 意義は 大きい 。原子力
発電所に おいて 一度事 故が起 これば， 国民全体 が大き な被害 を受け るが，そ の
中でも農 業従事 者は長 期に渡 り甚大な 被害を被 る。こ のこと につい ては，私 た
ちは忘れ るべき ではな いであ ろう。  

現 在 の エ ネルギ ー源の 大半が 化石燃料 であるた め，地域の エネル ギー代 金の
支払いの 多くが 輸入代 金とし て海外に 流出して おり， その金 額は 28 兆 円 に 上
って い る （財 務 省 ， 2014）。 全 消 費 エ ネル ギ ー のう ち 発 電で 消 費さ れ る エネ ル
ギーは ，前述 の推計 から 33 .7%で あ る 。仮に 発電に 供して いる化 石燃料 をす べ
て再生可 能エネ ルギー に置き 換えた場 合， 9 兆 4494 億 円 も の資金 が国内 に 留
まるとと もに 約 10 兆 円 の 経 済効果 を生 み出す。  

農 業 の 総 産出額 が 9 兆 2025 億 円（ 2016 年 ）で あるこ とを考 えれば，農村の
経済規模 が再エ ネ利用 により 約 2 倍 に 拡大する ことを 意味し ている 。も ちろん ，
一朝一夕 での実 現は不 可能で あるが， パリ協定 の遵守 ， IEA の 持 続 可能な 開 発
シナリオ （ SDS） へ の 寄与， 日本企 業に 内部留保 として 眠る 257 兆 円 の 活用，
世界中で 組成さ れてい る気候 変動金 融 イニシア ティブ の活用 ， 世界 規模で の 再
エネ投資 の拡大 等，政府 が 2100 年 を 見 据えた綿 密な政 策を進 めるの であれば ，
世界規模 の大規 模エネ ルギー シフト は ，我が国 にとっ て最良 の成長 のチャ ン ス
に生まれ 変わる のであ る。  

今 後 ，地 域によ り農村 の状況 は異な る とはいえ ，農村 におい て再生 可能エ ネ
ルギー資 源が豊 富に存 在する ことに 変 わりはな い。こ の資源 を活用 し，農 村 が
食料生産 ととも にエネ ルギー 生産に よ り収入を 増やす ことは ，地域 内経済 の 活
性化をも たらし ，ひい ては農 村の多 面 的機能の 維持再 生に繋 がるも のであ る 。
また，食 料とエ ネルギ ーを同 時に生 産 すること で雇用 の幅が 広がり ， 新た な 仕
事・雇用 を生み だすた め，労 働力人 口 の域外流 出を食 い止め るだけ でなく ， 農
村のすぐ れた QOL を き っ かけ として 新 規移住者 も期待 できる 。  

農 山 漁 村 で利用 可能な 再生エ ネ資源で ある小水 力，太 陽光発 電，風 力，バ
イオマス ，バイ オガス ，地熱 等につい て， IEA が 新 た に提 唱する 「持続 可能 な
開発シナ リオ（ SDS）」 を 達成す るため の制度や 施策を 充実さ せるこ とで，
GHG の 排 出量 の削減 と農山 漁村の 多面 的機能維 持を両 立させ ること が可能で
ある。  

農 山 漁 村 に お い て 再 エ ネ 発 電 事 業 を 梃 子 に 新 た な 村 落 共 同 体 の ラ イ フ ス タ
イルを模 索する ことは ，農村 と森林 の 持つ多面 的機能 を維持 ・発展 させ， 日 本
の安 定的 な発 展を 支え るだ けで なく ， 地球 環境 の保 全， SDGs の 実 現 に 繋が る
重要な政 策とな りうる 。この 意義を 我 が国のエ ネルギ ー政策 と農業 政策に お い
て明確に 位置づ け，こ のシス テムの 技 術的，経 営的， 制度的 課題を 克服す る た
めの体系 的な政 策支援 が必要 である。  
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